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平成21年（第２回）山鹿市議会３月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成21年３月３日（火曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 市長のあいさつ 

第４ 議案第６号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

   議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号） 

   議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例 

   議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 

   議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算 

   議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算 

   議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算 

   議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算 

   議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算 

   議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算 

   議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算 

   議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算 
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   議案第32号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算 

   議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算 

   議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算 

   議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算 

   議案第36号 土地改良事業計画の概要について 

   議案第37号 公平委員会委員の選任について 

   報告第１号 専決処分の報告について 

   報告第２号 専決処分の報告について 

   報告第３号 専決処分の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   
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21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     杉 燒 義 文 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     池 田 永 実 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     福 田 憲 之 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     藏 原 榮 一 君   

病 院 事 務 部 長     星 子 四 郎 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君   

市民福祉部次長     栃 原 昭 一 君   

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

商工観光部次長     永 田 義 文 君   

水 道 局 長     宮 本 榮次郎 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

財 政 課 長     米加田 純 正 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

都 市 計 画 課 長     宮 本   稔 君   
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病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

農業委員会事務局長     立 山 清 敏 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

局長補佐兼総務係長     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 ただいまから平成21年（第2回）山鹿市議会３月定例会を開会いたします。 

 お手元に議案の正誤表が提出されていますので、ご了承願います。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（横手啓介君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において藤本芳雄議員、

福本義文議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定   

○議長（横手啓介君）   

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月19日までの17日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 市長のあいさつ 

○議長（横手啓介君）   

 日程第３、この際、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可い

たします。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに３月定例会が開かれるに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 このたびの３月定例会におきましては、予算案23件、条例案７件、事件議決２件、

合わせまして32議案、また報告申し上げるもの３件につきましてご審議をお願い申

し上げるものでございます。 
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 なお、本来ならば、３月定例会におきましては次年度の本予算をご提案申し上げ

るところでございますが、平成21年度の本予算は市長選挙の事由によりすべての会

計にわたり暫定予算を編成いたしておりますので、本予算は６月定例会にご提案申

し上げるものでございます。諸議案の内容につきましては、後ほど所管部長を介し

てご説明を申し上げます。何とぞよろしくご審議いただきまして、ご議決またはご

同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 ここで、市政に当たる現在の心境の一端を述べてみたいと思います。 

 本日、３月定例会開会日の３月３日は、くしくも私どもが敬愛してやまない初代

山鹿市長古閑一夫先生のお生まれになった日であります。今、山鹿市が直面する多

くの課題の中で最も急かつ大なるものはプラザファイブ再生事業であります。まさ

に、山鹿市の浮沈をかけた正念場を迎えております。本事業は三十数年前、この地

に大きな飛躍発展をもたらした取り組みであり、かつ今日、時代の変遷の中で新た

な再生・出発の時を迎えております。 

 本日、古閑一夫先生の御霊前にぬかずきお参りをいたすとき、多くの思いがこみ

上げてまいりました。当時の市民の皆様の再開発発展にかける熱い思い、数々のご

苦労を積み重ねてこられた多くのご努力、そして今日、再生にかける多くの市民の

皆様のご期待、それらを思うとき、本事業を何が何でもなし遂げねばならぬ、そし

てふるさと山鹿の地に大きな明かりをともさなければならぬと固く決意を新たにい

たしたところでございます。 

 どうか議員各位をはじめ市民の皆様におかれましては、さらなるご指導、ご支援

をいただきますよう心からお願い申し上げ、開会に当たりましてのごあいさつとい

たします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第４ 議案第６号～議案第３７号 

     報告第１号～報告第３号 

○議長（横手啓介君）   

 日程第４、議案第６号から報告第３号までの全案件を一括議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 議案第６号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

 議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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 議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号） 

 議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 

 議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

 議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算 

 議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算 

 議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算 

 議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算 

 議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算 

 議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算 

 議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算 

 議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算 

 議案第29号 平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算 

 議案第30号 平成21年度城北財産区特別会計暫定予算 

 議案第31号 平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算 

 議案第32号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算 

 議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算 

 議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算 

 議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算 

 議案第36号 土地改良事業計画の概要について 

 議案第37号 公平委員会委員の選任について 

 報告第１号 専決処分の報告について 

 報告第２号 専決処分の報告について 

 報告第３号 専決処分の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 提案理由の説明を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   
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 おはようございます。  

議案第６号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）についてご説明申し

上げます。１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費及び地方債の補正です。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は総額に２億9268万2000円を追加し、総額を295億

2501万5000円とするものであります。５ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費であります。（款）総務費、（項）総務管理費の定額給付金

給付事業から６ページにかけて掲載いたしておりますほか14の事業につきまして、

年度内の完成また事業実施が見込めないため、地方自治法第213条第１項の規定に

基づき、繰越明許費の設定を行うものであります。なお、これらの繰越事業につき

ましては、去る２月20日に議決をいただいております国の２次補正関連の事業です。 

 続きまして、７ページ、第３表 地方債補正であります。 

 地方債の変更につきましては、事業費の確定、国県支出金の内示及び地方債の同

意見込みに伴い、起債の限度額をそれぞれ変更するものであります。地方債の限度

額及び起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 

 続きまして、歳出予算の内容についてご説明申し上げますが、今回の補正は年度

末の補正でありますので、事業費の確定に伴う調整及び財源の組み替え、また各基

金への積み立てなどが主なものです。22ページをお願いいたします。 

 （款）総務費、（目）人事管理費の補正額２億373万1000円は、一般職の早期退

職に係る退職手当であります。 

 次の（目）基金費の中にあります財政調整基金積立金の補正額２億4936万3000円

は、財産の売却によるもの、預金利子の確定によるもの及び指定管理者からの納付

金等をそれぞれ積み立てるものであります。 

 続きまして23ページ、（目）税務総務費の中にあります管理経費21万円は、当該

事件に係る弁護士費用であります。26ページをお願いいたします。 

 （款）土木費、（目）都市計画総務費の中にありますアスベスト対策モデル事業

2512万2000円は、国のアスベスト対策の補助採択を受けて、民間事業所におけるア

スベストの除去を行うものであります。 

 以上、歳出予算の概要についてご説明申し上げましたが、補正予算に関する説明

書としまして、32ページ以降に給与費明細書、地方債に関する調書を掲載いたして

おりますので、ご参照の上ご審議賜りますようお願いし、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 
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○市民福祉部長（中野 力君）   

 おはようございます。 

議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついてご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ912万8000円を追加し、総額を71億8063

万5000円とするものです。内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の

歳出によりご説明申し上げます。11ページをお願いいたします。 

 ３ 歳出、（款）保険給付費、（目）一般療養給付費につきましては、国県支出

金その他収入の確定等に伴い、財源の組み替えを行うものです。 

 次に（款）後期高齢者支援金等、（目）後期高齢者支援金の補正額29万2000円、

並びに（目）後期高齢者関係事務費拠出金の１万2000円については、支出の確定に

伴う補正です。12ページをお願いいたします。 

 （款）基金積立金、（目）財政調整基金積立金の補正額154万2000円につきまし

ては、基金利子の確定に伴い財政調整基金に積み立てるものです。 

 次に、（款）諸支出金、（目）償還金の728万2000円は、平成18年度、19年度に

申請交付を受けた国庫補助金において算定上の誤りがありましたので、自主返還す

るものです。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、総括としまして歳入歳出補正予算事項別明

細書総括表を７ページに掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願いい

たします。 

 次に、議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ250万円を追加し、総額を８億8746万

9000円とするものです。内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳

出によりご説明申し上げます。７ページをお願いいたします。 

 ３ 歳出、（款）総務費、（目）一般管理費の補正額250万円は、後期高齢者医

療制度の21年度改正等に伴うシステム改修費です。制度改正の内容は、低所得者へ

の保険料軽減などであります。財源は、全額国庫補助金です。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、総括としまして歳入歳出補正予算事項別明

細書総括表を５ページに掲載しておりますので、ご参照の上よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原環境部長。 

［環境部長 藏原榮一君 登壇］ 
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○環境部長（藏原榮一君）   

 議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてご説明いたします。１ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から6397万5000円を減額し、

総額を14億4890万7000円とするものです。３ページをお願いいたします。 

 第２表 地方債補正であります。限度額を2750万円減額し、補正後の額を２億

8900万円とするものであります。９ページをお願いいたします。 

 ３ 歳出、（款）農業集落排水事業費、（目）総務管理費の補正額６万6000円は、

貯金利子の確定によるものであります。同じく（目）施設建設費は三玉八幡処理区

及び菊鹿東部２期処理区の事業費の確定に伴い6404万1000円を減額するものであり

ます。 

 以上、補正予算の内容について概略ご説明いたしましたが、総括といたしまして

歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を７ページに掲載いたしております。ご参照

の上よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 栃原市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 栃原昭一君 登壇］ 

○市民福祉部次長（栃原昭一君）   

 おはようございます。 

議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て説明いたします。１ページをお願いします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億5458万2000円を追加し、総額を50億

1308万2000円とするものです。内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書

の歳出によりご説明いたします。10ページをお願いします。 

 ３ 歳出、（款）保険給付費、（目）介護サービス給付費の補正額9437万3000円

は、介護サービス等諸費が不足する見込みのため補正するもので、内訳につきまし

ては説明欄に記載のとおりです。 

 次に、（款）基金積立金、（目）介護給付費準備基金積立金の補正額2454万5000

円は、平成19年度繰越金及び同基金預金利子を積み立てるものです。同じく（目）

介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金の補正額3566万4000円は、介護従事者処遇

改善臨時特例交付金を積み立てるものです。 

 以上、補正予算の内容につきまして、概略ご説明申し上げましたが、総括といた

しまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を７ページに掲載しておりますの

で、ご参照の上よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、説明を終
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わります。 

○議長（横手啓介君）   

 宮本水道局長。 

［水道局長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○水道局長（宮本榮次郎君）   

議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から634万6000円を減額し、

総額をそれぞれ１億8862万4000円とするものであります。内容につきましては、後

ほど歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明いたします。 

 第２条は債務負担行為について定めるものです。３ページをお願いいたします。 

 第２表 債務負担行為です。鹿北町岩野地区簡易水道の長生水源における高速凝

集沈殿処理について、債務の期間、限度額を記載のとおり定めるものです。 

 ８ページをお願いいたします。事項別明細書の歳出につきまして、ご説明いたし

ます。 

 （款）簡易水道事業費、（目）施設管理費ですが、補正前の額2801万7000円に

484万1000円を増額し、補正後の額を3285万8000円とするものであります。これは、

長生水源に設置する高速凝集沈殿処理装置借り上げに伴うものであります。財源は

一般財源です。 

 次に、（目）施設建設費、補正前の額8381万6000円から1118万7000円を減額し、

補正後の額を7262万9000円とするものであります。これは、簡易水道施設整備事業

の事業費確定に伴い減額補正するものです。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、総括といたしまして歳入歳出補正予算事項

別明細書を７ページに、債務負担行為に関する調書を９ページに掲載しております。

ご参照の上よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

星子病院事務部長。 

［病院事務部長 星子四郎君 登壇］ 

○病院事務部長（星子四郎君）   

 おはようございます。 

議案の説明に入ります前に、さきの２月臨時議会におきまして、私の市議会への

説明義務及び説明責任を逸脱する職務不注意により、議会運営の混乱と市政に対す

る不信を招き、ひいては市民の市政運営に対する信頼を損ない、議長並びに議員各

位、市執行部各位にご迷惑をおかけいたしました。衷心より反省し、この教訓を重
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く受け止め、再発防止に努めてまいりたいと存じます。まことに申しわけありませ

んでした。 

 改めまして、議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号）に

ついてご説明いたします。 

 今回の補正は、一般会計における早期退職者に係る負担金及び企業債元金並びに

病院職員の早期退職に伴います退職手当の補正をお願いするものです。１ページを

お開き願います。 

 第１条は、総則です。 

 第２条は、収益的収入及び支出です。このうち、支出予定額を次のとおり補正す

るものです。 

 支出、（第１款）病院事業費用の既決予定額に2223万9000円を加え、総額を28億

2297万円とするものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３条は、資本的収入及び支出です。 

 支出、（第１款）資本的支出の既決予定額に3151万3000円を加え、総額を14億

6948万6000円とするものです。内容につきましては、補正予算実施計画により説明

いたします。 

 ６ページをお願いいたします。収益的収入及び支出についてご説明いたします。 

 支出、（款）病院事業費用、（項）医療費用、（目）他会計負担金の補正予定額

2223万9000円は、一般会計における早期退職者分の在職期間案分による退職負担金

であります。 

 次に、資本的収入及び支出です。 

 支出、（款）資本的支出、（項）企業債償還金、（目）企業債償還金の補正予定

額191万4000円は、公的資金補償金免除借換債の確定によるものです。同じく

（目）退職給与金の補正予定額2959万9000円は、病院における早期退職者１名分の

退職手当です。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、ご審議賜りますようお願い申し上げ、説明

を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原環境部長。 

［環境部長 藏原榮一君 登壇］ 

○環境部長（藏原榮一君）   

 議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号）についてご説

明いたします。１ページをお願いいたします。 
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 第２条は、資本的収入及び支出であります。 

 まず、資本的収入ですが、（第１款）資本的収入の既決予定額から3380万円を減

額し、総額を18億6100万8000円とするものです。 

 次に、支出ですが、（第１款）資本的支出の既決予定額から319万2000円を減額

し、総額を15億1857万1000円とするものです。２ページをお願いいたします。 

 第３条は、企業債の補正であります。公共下水道事業の限度額を2040万円減額し、

補正後の額を３億750万円とするものです。 

 次に、主な内容につきまして、平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算実施計

画書によりご説明いたします。５ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出の支出についてご説明いたします。 

 （款）資本的支出、（項）建設改良費、（目）施設建設費の補正予定額3550万円

の減額は、事業費の確定に伴うものであります。（項）企業債償還金、（目）企業

債償還金の補正予定額3230万8000円は、公的資金補償金免除借換債の確定によるも

のです。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げます。 

 本案は、統計法の全部改正による新統計法の施行及び統計報告調整法の廃止を受

けまして、本条例の適用除外となる個人情報の範囲を定めた他の法令等との調整措

置規定を改正するものです。改正内容につきましては、新統計法の施行に伴う法律

番号の変更と統計調査名、条項番号の改定、また統計報告調整法の廃止に伴い、同

法律名の削除等を行うとともに、あわせまして条文の整備を行うものです。 

 附則としまして、この条例は、平成21年４月１日から施行いたします。 

 続きまして、議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

を改正する条例について、ご説明申し上げます。 

 本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い

まして、改正の動機を共通とします山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、

山鹿市職員の就学部分休業に関する条例、山鹿市職員の高齢者部分休業に関する条

例、山鹿市一般職の職員の給与に関する条例の４本の条例を一つにまとめ、あわせ

て条文の整備を行うものであります。 
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 主な改正内容につきましては、医療職の医師に係る初任給調整手当の支給限度月

額を30万6900円から41万900円に、職員の１日当たりの勤務時間を８時間から７時

間45分に、１週間当たりの勤務時間を40時間から38時間45分に改正するものであり

ます。 

 附則としまして、この条例は、平成21年４月１日から施行いたします。 

 続きまして、議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について、ご説明申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして、本条例中の

育児短時間勤務の形態を改正するとともに、当該育児短時間勤務職員等に係る給与

の特例等を定めるものです。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行し、勤務時間に関する改正規定に

ついては、平成21年４月１日から施行いたします。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願いし、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げます。 

 本案は、平成20年12月３日に公布されました児童福祉法等の一部を改正する法律

に基づき、山鹿市国民健康保険条例、国保の被保険者としない者、第３条第２号中

「又は」の次に「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」を加える改正です。 

 内容ですが、家庭的な環境における子どもの養育を推進するため、虐待を受けた

子ども等を養育者の住居において養育する小規模住居型児童養育事業、新たに国に

よって事業化されるファミリーホーム制度です。この事業が平成21年４月１日から

施行されることに伴い、対象となる扶養義務者のいない児童について国民健康保険

の被保険者の適用除外を条文中に加える改正を行うものです。 

 なお、附則としまして、この条例は平成21年４月１日から施行するものです。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、

説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 栃原市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 栃原昭一君 登壇］ 

○市民福祉部次長（栃原昭一君）   



- 17 -   

 議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてご説明いたし

ます。 

 本条例の制定の主な目的は、政府与党におきまして、介護従事者の処遇改善のた

めの緊急特別対策として、平成21年度から介護報酬の３％アップの改定を行い、介

護従事者の処遇改善を図ることが決定されました。この報酬改定に伴い、第１号被

保険者の保険料の急激な上昇を抑制する措置としまして、国から介護従事者処遇改

善臨時特例交付金が交付されるところです。このようなことから、本条例を制定す

るものです。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、設置の規定です。設置の根拠法及び目的を定めています。 

 第２条から第６条につきましては、積み立ての額、基金の管理、基金から生ずる

運用益金の処理、基金の処分事項、委任規定を定めております。２ページをお願い

いたします。 

 附則としまして、第１項で、この条例は公布の日から施行するものです。 

 第２項は、この条例の執行の時期及び当該基金の残余処分を定めております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上

げます。 

 続きまして、議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例につきまし

て、ご説明いたします。 

 今回の改正は、介護保険法の改正に伴うもの及び平成21年度から平成23年度まで

の第４期介護保険事業運営期間における第１号被保険者の保険料を設定するもので

す。また、保険料の取り扱いにつきましては、第４期事業運営期間の平成21年度か

ら統一するとしておりましたので、均一化による保険料を設定しているところです。

１ページをお願いいたします。 

 第３条第１項中、まず事業運営期間を「平成21年度から平成23年度まで」に改め

るものです。次に、条文の整備を行い、次の６号を加えるものです。第１号から第

６号につきましては、所得段階ごとに保険料を定めているものです。 

 次に、第３条第２項から第13条までは条文の整備をするものです。 

 次に、別表ですけれども、保険料を第３条第１項に定めましたので、削除するも

のです。 

 附則といたしまして、第１項、この条例は平成21年４月１日から施行するもので

す。また、第２項は経過措置を規定しております。２ページをお願いいたします。 

 第３項におきましては、保険料の特例措置を規定しております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上

げまして、説明を終わります。 
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○議長（横手啓介君）   

 藏原環境部長。 

［環境部長 藏原榮一君 登壇］ 

○環境部長（藏原榮一君）   

 議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例についてご

説明申し上げます。 

 本案は、農業集落排水処理施設の新設に伴い条例を改正するものです。 

 農業集落排水処理施設を掲げております別表第１に、菊鹿東部地区浄水センター

を加えるものです。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。経過措

置といたしまして、改正後の農業集落排水処理施設条例第15条の規定は、平成21年

４月以後の月分として徴収する使用料について適用するものです。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算についてご説明申し上げます。

予算の内容をご説明申し上げます前に、21年度の予算編成に係る基本的な考え方を

申し上げます。 

 平成21年度の予算編成におきましては、市長選挙の事由により地方自治法第218

条第２項の規定に基づき、全会計において暫定予算を編成いたしております。この

暫定予算につきましては、その定義を踏まえ、原則暫定期間中に必要とされる人件

費、扶助費等の義務的経費、また継続的な事務事業などに係る経常的な経費を主体

として編成しております。したがいまして、投資的経費、政策的経費につきては除

いております。 

 それでは、一般会計暫定予算につきましてご説明申し上げます。１ページをお願

いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を52億4724万3000円と定めるものです。 

 第２条は、債務負担行為について定めるものです。７ページをお願いいたします。

１の固定資産課税土地評価業務ほか指定管理者制度に基づく施設の管理運営業務に

係るものについて、債務負担行為を設定するものであります。 

 15ページをお願いいたします。歳入につきましては、（款）市税から25ページの

（款）使用料及び手数料まで暫定期間中に見込まれる歳入を計上いたしております。 
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 26ページをお願いいたします。歳出であります。（款）議会費以下暫定期間中に

必要な給与費等の義務的経費及び継続的な事務事業また施設の維持管理等に係る経

費など、経常的な経費を計上いたしております。ただし、暫定期間中に開催されま

す温泉祭を初め、各種イベントに係る経費、また先の12月定例会におきまして議決

をいただいております債務負担行為に基づくプラザファイブ関連事業につきまして

は、当該暫定予算に計上いたしております。 

 以上が、暫定予算の概要です。よろしくご審議をお願いし、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算についてご説

明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を18億3038万4000円と定めるものです。 

 第２条は、地方自治法235条の規定に基づき、一時借入金の最高額を２億5000万

円と定めるものです。 

 12ページをお願いいたします。歳入につきましては、（款）国民健康保険税から

17ページの（款）諸収入まで、暫定期間中に見込まれる歳入を計上しております。 

 18ページをお願いします。歳出です。（款）総務費以下暫定期間中に必要な給与

費、被保険者の保険給付費、後期高齢者支援金などの義務的経費及び継続的な事務

事業など、経常的な経費を予算計上しております。 

 続きまして、議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算につ

いて、ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を2493万5000円と定めるものです。なお、老

人保健制度は、昨年４月から後期高齢者医療制度へ移行しましたが、旧老人保健制

度での請求遅れ分や過誤調整分について、予算措置を行うものです。 

 ７ページをお願いいたします。歳出です。 

 （款）医療諸費において、暫定期間中の老人保健医療費等を計上いたしておりま

す。 

 次に、議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算について

ご説明申し上げます。１ページをお願いします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を5190万9000円と定めるものです。 

 ８ページをお願いします。歳入につきましては、（款）後期高齢者医療保険料か

ら９ページの（款）諸収入まで、暫定期間中に見込まれる歳入を計上いたしており
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ます。 

 10ページ、11ページをお願いします。歳出です。 

 （款）総務費以下暫定期間中の一般管理費、熊本県広域連合への保険料納付金な

ど義務的、経常的な経費を計上しております。 

 以上が、暫定予算の概略です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、説

明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原環境部長。 

［環境部長 藏原榮一君 登壇］ 

○環境部長（藏原榮一君）   

 議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算についてご説

明いたします。農業集落排水事業特別会計につきましても、同じく暫定予算を編成

いたしております。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を6308万2000円と定めるものです。 

 歳出予算についてご説明いたします。８ページをお願いいたします。 

 （款）農業集落排水事業費につきましては、農業集落排水処理施設の維持管理に

係る経費です。 

 ９ページをお願いいたします。（款）公債費につきましては、暫定期間中に償還

を迎える公債費を計上いたしております。 

 以上が、歳出予算の概要です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまし

て、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 栃原市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 栃原昭一君 登壇］ 

○市民福祉部次長（栃原昭一君）   

 議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算についてご説明い

たします。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ12億6509万8000円と定めるもの

です。 

 ８ページをお願いいたします。歳入につきましては、（款）保険料から11ページ

の（款）諸収入まで暫定期間中に見込まれる歳入を計上いたしております。 

 12ページをお願いいたします。（款）総務費以下、暫定期間中に必要な給与費、

保険給付費などの義務的経費及び継続的な事務事業など経常的な経費を予算計上い

たしております。 
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 以上が、暫定予算の概略です。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 続きまして、議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計

暫定予算についてご説明いたします。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額をそれぞれ1064万5000円と定めるものです。 

 ６ページをお願いいたします。歳入につきましては、（款）分担金及び負担金以

下暫定予算期間中に見込まれる歳入を計上いたしております。 

 ７ページをお願いいたします。歳出です。（款）総務費で、暫定期間中に必要な

給与費などの義務的経費及び継続的な事務事業など、経常的な経費を予算計上いた

しております。 

 以上が、暫定予算の概略です。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ

まして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 宮本水道局長。 

［水道局長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○水道局長（宮本榮次郎君）   

 議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算についてご説明申

し上げます。簡易水道事業特別会計につきましても、同じく暫定予算を編成してお

ります。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ701万1000円と定めるものであ

ります。 

 主な歳出予算につきましてご説明いたします。７ページをお願いいたします。 

 （款）簡易水道事業費、（目）施設管理費701万1000円は、鹿北町の岩野・岳間

地区及び菊鹿町の原・相良地区簡易水道施設の維持管理に係る経費であります。 

 以上、概略説明申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

して、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 冨田農林部次長。 

［農林部次長 冨田弘海君 登壇］ 

○農林部次長（冨田弘海君）   

 議案第29号から32号まで、財産区特別会計暫定予算についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第29号 平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算について説明します。

１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ13万5000円と定めるものです。
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歳出内容につきまして、説明いたします。７ページをお願いいたします。 

 （款）総務費、（目）財産管理費の13万5000円は、造林作業などの維持管理に要

する経費です。総括といたしまして、５ページに歳入歳出暫定予算事項別明細書を

掲載しております。よろしくお願いいたします。 

 次に、議案第30号 平成21年度城北財産区特別会計暫定予算について説明いたし

ます。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ88万3000円と定めるものです。

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。 

 （款）総務費、（目）財産管理費の88万3000円は、造林作業や作業道管理などに

要する経費です。 

 次に、議案第31号 平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算について説明いたし

ます。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ19万3000円と定めるものです。

内容につきましては、議案第29号と同様です。 

 次に、議案第32号 平成21年度稲田・六郷財産区特別会計暫定予算について説明

いたします。１ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出暫定予算の総額を、それぞれ８万円と定めるものです。内容

につきましては、財産区管理委員会の運営に要する経費です。 

 この議案につきましても、５ページに事項別明細書総括表を掲載しております。

ご参照の上、ご審議いただきますようお願い申し上げまして、財産区特別会計暫定

予算の説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 宮本水道局長。 

［水道局長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○水道局長（宮本榮次郎君）   

 議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算についてご説明申し上げま

す。水道事業会計につきましても、同じく暫定予算を編成しております。１ページ

をお願いいたします。 

 第１条は総則であります。 

 第２条は、業務の予定量であります。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額であります。支出に当たりましては、

（第１款）水道事業費7989万3000円を予定しております。内訳は、施設の維持管理

等に係る原水及び浄水費864万5000円、配水及び給水費1570万6000円、総係費2821

万6000円等です。２ページをお願いいたします。 
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 第４条は、資本的収入及び支出の予定額であります。支出に当たりましては、

（第１款）資本的支出228万2000円を予定しております。これは、量水器取りかえ

等に係る機械装置費です。 

 以上、概略ご説明申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

まして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

星子病院事務部長。 

［病院事務部長 星子四郎君 登壇］ 

○病院事務部長（星子四郎君）   

 議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。 

 第１条は、総則です。 

 第２条は、業務の予定量です。２ページをお願いいたします。 

 第３条は、収益的収入及び支出です。支出に当たりましては、（第１款）病院事

業費用６億6138万4000円を予定しております。内容は、薬品・診療材料費ほか管理

経費です。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額であります。支出に当たりましては、

（第１款）資本的支出1200万円を予定しております。内容は、診療報酬の包括請求

対応システム、一般的にはＤＰＣと申し上げておりますが、このシステム構築に要

する経費です。 

 以上、概略ご説明いたしましたが、予算説明書として７ページ以降に暫定予算実

施計画書を掲載いたしております。ご参照の上ご審議賜りますようお願い申し上げ、

説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原環境部長。 

［環境部長 藏原榮一君 登壇］ 

○環境部長（藏原榮一君）   

 議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算についてご説明いたしま

す。下水道事業会計につきましても、同じく暫定予算を編成いたしております。

１ページをお願いいたします。 

 第１条は、総則です。 

 第２条は、業務の予定量です。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額です。支出にありましては、（第１款）

下水道事業費用１億919万9000円を予定いたしております。内容といたしましては、
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下水道施設の維持管理に要する経費です。２ページをお願いいたします。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額です。支出にありましては、（第１款）

資本的支出1093万2000円を予定いたしております。内容といたしましては、給与費

等です。 

 以上、概略説明申し上げましたが、５ページ以降に暫定予算実施計画書を掲載い

たしております。ご参照の上よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 議案第36号 土地改良事業計画の概要についてご説明申し上げます。今回ご提案

申し上げております土地改良事業計画につきましては、土地改良法第96条の２第

２項の規定により、議会の議決を経る必要があり提案するものです。 

 事業名は、団体営基盤整備促進事業。実施地区、場所は、鹿北町四丁地区内、山

下地区です。工期は、平成21年10月より平成22年３月までとなり、主要工事は用水

路工で延長1086メートルです。事業費は4500万円で、負担区分は記載のとおりとな

っております。 

 本用水路は昭和38年に設置され、老朽化が著しいため、早急に施設を改善し、用

水の安定供給、維持管理の軽減、周辺施設への影響をなくし、農業経営の安定を図

る必要があり、施行するものです。 

 以上、ご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 杉燒副市長。 

［副市長 杉燒義文君 登壇］ 

○副市長（杉燒義文君）   

 議案第37号 公平委員会委員の選任について、ご説明を申し上げます。 

 次の者を、山鹿市公平委員会の委員に選任したいから、地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第９条の２第２項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるもの

です。 

 住所、山鹿市菊鹿町宮原329番地。氏名、佐藤公俊。昭和29年１月28日生まれで

す。 

 提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴いまして、再度選任しようと

するものです。次のページに略歴を記載しております。ご参照いただきまして、よ
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ろしくご同意を賜りますようお願いを申し上げ、説明といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 報告第１号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係

る額の決定及び和解について、専決処分いたしましたのでご報告申し上げます。 

 ２ページをお願いします。事故発生日時は平成20年10月23日、午後２時ごろです。 

 相手方の住所、氏名は記載のとおりです。 

 事故の概要は、山鹿市鹿本町御宇田地内の国道325号と市道水洗御宇田線との交

差点において、公用車が市道から右折する際、左側から走行してきた相手方車両が

衝突を避けようとして道路脇の縁石に接触し、車両の底部を損傷させたものです。 

 損害賠償の額は４万5771円です。和解事項といたしまして、山鹿市は損害を賠償

し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないものとするも

のです。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 報告第２号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係

る額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたのでご報告申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。事故発生日時は平成20年11月15日、午後４時40分

ごろです。 

 相手方の住所、氏名は記載のとおりです。 

 事故の概要は、市道石渕山ノ井線と市道原部梶屋橋線との交差点において、右側

から一旦停止を行わず進入してきた相手方車両が、直進する公用車に衝突したもの

です。 

 損害賠償の額は６万2982円。和解事項といたしまして、山鹿市は損害を賠償し、

今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないものとするもので

す。 

 以上、ご報告申し上げます。 
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○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 報告第３号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係

る額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたのでご報告申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。事故発生日時は平成20年７月10日、午後２時30分

ごろです。 

 相手方の住所、氏名は記載のとおりです。 

 事故の概要は、山鹿市鹿本町御宇田地内の国道325号線を公用車で走行中、停止

していた相手方車両に追突したものです。 

 損害賠償の額は78万710円です。和解事項といたしまして、山鹿市は損害を賠償

し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないものととする

ものです。 

 以上、ご報告申し上げます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会   

○議長（横手啓介君）   

 以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前11時06分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月９日(月曜日) 
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平成21年（第２回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第２号）   

 

平成21年３月９日（月曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

  発言通告 

１．太田黒 鐵郎  

 一般質問 

 （１）新生山鹿市の初代市長としての４年間の反省について 

   ① ２期目無投票当選の感想について 

   ② 今後４年間の市政運営の基本的な考え方と方針について 

 （２）経理の内部調査について 

 （３）定額給付金事業の内容と山鹿市の給付方法について 

２．森 久雄 

 一般質問 

 （１）新山鹿市総合計画における３年間の成果と今後の課題について 

３．永田紘二 

 一般質問 

 （１）有害鳥獣駆除対策について 

 （２）方保田東原遺跡の整備計画について 

４．原  徹 

 一般質問 

 （１）職員の人事異動について 

 （２）国保税の引き下げについて 

 （３）子育て支援サポート体制について 

 （４）市民会館建設について 

５．高野誠二 

 一般質問 

 （１）さくら湯再建について 

６．福本義文 

 一般質問 

 （１）乳幼児医療費助成事業について 
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 （２）市発注の小規模工事、その他の登録制度について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   
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29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     杉 燒 義 文 君   

教   育   長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     池 田 永 実 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     福 田 憲 之 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     藏 原 榮 一 君   

病 院 事 務 部 長     星 子 四 郎 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君   

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

商工観光部次長     永 田 義 文 君   

水 道 局 長     宮 本 榮次郎 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     幸 村 英 星 君   

職 員 課 長     有 働   博 君   

子育て支援課長     前 田 泰 秀 君   

国 保 年 金 課 長     奥 村 正 文 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

農 林 振 興 課 長     栃 原 栄 一 君   

観 光 課 長     寺 崎 泰 和 君   

都 市 計 画 課 長     宮 本   稔 君   

水 道 課 長     森   康 一 君   

病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

教 育 総 務 課 長     山 口 裕 章 君   

文 化 課 長     木 村 理 郎 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

局長補佐兼議会総務係長     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

 日程第１ 質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。太田黒鐵郎議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 おはようございます。 

27番、太田黒鐵郎でございます。 

 質問に入ります前に、資料を配付させていただきたいと思います。議長の許可を

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定によりこれを許

可します。職員に配付いたさせます。 

［職員配付］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 ただいまお配りいただきましたのは、資料というよりもこれは市長のマニフェス

トでございます。これに基づきまして質問いたしますので、持っておられないとい

うような人もおられるようでしたので、配付したわけでございます。 

 それでは、通告によりまして、次の３点について、一問一答方式で一般質問をい

たします。 

 まず１点目は、平成17年１月新生山鹿市誕生と同時に市長選挙によりすばらしい

成績で初代市長に当選され、今年の２月19日まで１期４年間市政をつかさどってこ

られました中嶋市長は、人間としての道徳または洞察力、発想力、堅実さ、指導力

など、政治的には卓越した手腕を持っておられ、その上に、礼儀正しく気合いの入

った話術など、初代市長としてまことに立派な市長であることを私は市民の一人と

して高く評価し、衷心より敬意を表し、誇りに思っているところでございます。 

 そこで、第１点目は、市長はこの１期４年間を振り返ってどのように反省してお

られるか。まず、この点についてお伺いいたします。 

 次に、今回の２期目は、ほかに立候補者がいなかったということでめでたく無投
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票で当選されましたが、このことについてどのような感想を持っておられるのかお

伺いします。 

 次に、今後４年間市長として市政運営を進めていく上の基本的な考え方と方針に

ついてですが、マニフェストに掲げられているような重要施策を進めていく上で、

その基本となる市政運営の考え方についてお尋ねいたします。 

 以上、まず第１回目の質問を、そういうことでお願いしたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 これより執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 皆さんおはようございます。太田黒議員のご質問にお答えいたします。ただいま

は、ご質問の中に身に余るようなお話をいただきまして大変恐縮をいたしておりま

す。ご質問の４年間を振り返っての反省、さらには無投票当選についての思い、そ

して今後４年間の基本方針、政策方針等についてお答えをいたしたいと思います。 

 ４年間の反省につきましては、今いろいろとお話しいただきましたけれども、こ

の山鹿市政にかける思い、非常に熱いものを持ちながら取り組んできたところでご

ざいますけれども、なかなかその思いを十分果たすことができなかったなと、そん

な思いをいたしております。そういった中で、やはり基本的には、いつも申し上げ

ますけれども、合併という、五つの自治体が一緒になった、そういった中でのまず

は市民の方々の融和、これを大事にしていきたいなという思いがいたしましたし、

二つには、新たな山鹿市のあるべき姿、基本計画、方針をしっかりと位置づける。

さらには、その第一歩、第二歩を踏み出すというのがこの４年間の大きな位置づけ

ではなかったかなと、そんな思いをいたします。そういった中で、市民の方々の融

和や、またそういったものが少しずつ進みつつあるなという思いをいたしておりま

す。しかしながら、いろいろな座談会等を開きますときに、周辺地域の方々が、あ

るいはまた市民の方々から、「合併しても何も良かことはなか」という、そういっ

た声をたくさん聞いております。やはり、私ども執行部、議会の皆さん方と一緒に

なって懸命に取り組んでまいりましたけれども、そういった市民の方々の声を十分

果たすことができなかったんだと、そんな思いをいたしております。 

 さらには、計画につきましては、しっかりとした計画を立てたつもりでございま

す。合併当時にお互いの思いを込めた新市計画をつくっていただいたところでござ

います。そういったものを基本にしながら、大事にしながら新たな山鹿市のあるべ

き方向を計画し、構想を打ち立てたところですけれども、それにつきましてもやは

り今日の時代が大きく変わる中でのあるべき姿、あるべき方向性、それを考えると
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きに、若干の修正を余儀なくされた。そのことがまた必要であったというふうに思

っております。 

 そういった中で、市民の方々にいろんな思いを、不満を持たせることにつながっ

たのではないかなと、そんな思いをいたしております。これからは、そういったも

のを払拭するような、さらにこれまでの計画を実践、実行に移しながら、市民の負

託にこたえていく、そういった時期であろうというふうに位置づけております。 

 お尋ねの今回の市長選挙におきます無投票当選につきましては、率直に申し上げ

まして、そういった無投票当選をさせていただきましたことにありがたいという思

いをいたしております。しかしながら、市民の方々の声はまだ今、緒についたばか

りである、非常に重要な重大な課題をたくさん抱えている、これからがまさに実践、

実行のときである。精いっぱいやってみろという市民の方々の叱咤激励、そういっ

たものをしっかりと受け止めていかねばならないと、そんな思いをいたしておりま

す。 

 今後４年間の施政方針の基本となすものは、この基本的なものはこれまでと変わ

らない、基本的なものは変わるものではないと、そんな思いをいたしております。

当初から申し上げておりますように、私の施政方針の柱は、６万市民の方々を真正

面に据えた山鹿市政でありたい。６万市民全体をいつも見ていきたい。そしてその

市民の方々を真正面に置いた、中心に据えた山鹿市政であるべきであると。そのこ

とが第１点でございます。 

 ２点目は、６万市民の方々との協働によって、全国に誇れる山鹿市をつくるんだ

という、その気概を持って取り組んでいきたい。人間一人の力は一でございます。

やはり６万市民の力を結集してこそ大きな力が生み出される。そして、大きな高い

志、目標を掲げながら取り組んでいきたい、山鹿市をつくっていきたい、その思い

でございます。そのためには、やはり市民の方々の融和、大事でございますし、ま

た目標への挑戦そして努力、実践が必要だろうというふうに思っております。 

 ３点目は、開かれた市政を目指していきたいと思っております。まさに山鹿市政

は６万市民のものでございます。６万市民の方々に今日の山鹿市の状況、そして方

向性を明らかにしながら、わかりやすく示しながら、そしてそれに対する市民の

方々の思いや知恵や力をしっかりといただきながら、ともに山鹿市づくりに邁進し

ていきたい、そういったことを基本にしながら、基本構想で掲げております「まほ

ろば創生・人輝く温もりの都市やまが」の建設に向けて頑張ってまいりたいと、そ

う思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員、了解ですか。 
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○27番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 今、市長からございましたように、合併以来ちまたでは、「合併したけれども何

もいいことはない」というような話ばかりです。このようなことを払拭するために

も、市民の方々にどのように説明したらいいかなというようなことを考えるわけで

ございますが、この点について具体的にこの４年間、何もいいことはないというこ

とに対する答えとして、どのように説明したらいいかというようなことを市長に教

えていただきたいと思います。 

 それから、２期目無投票当選のことでございますけれども、私は選挙には二つの

考え方があると思います。第一に、候補者の中から投票によって立派な人材を選ぶ

ということ。それから次に、投票によりその人の認知度が見えるというようなこと

であると思います。これは余談になりますけれども、我々市議会の選挙におきまし

ても今回は市一円の選挙で土俵は大きな土俵になったけれども、前回の得票よりも

少なくなっている、得票が減ったというような者が４分の１ぐらいおるというよう

なことでございました。そして、肩書きは大好きと、非常に情ない話でございます

けれども、これは余談でございますが、そのようなことで、市長選においても無投

票当選ということは市民にとって必ずしもプラスにならないような気がいたします。

市長も選挙があれば、だれが出馬しても中嶋市長になることは間違いないと思いま

すけれども、選挙があれば市民の認知度が見えるというようなことでございます。

市長も無投票だから100点満点ではないということですから、このことを謙虚に受

け止められて市政運営に当たっていただきますように希望するものでございます。 

 次に、市運営の基本的な考え方ですが、今後４年間は山鹿市にとって非常に重大

かつ大変な時期と考えます。今まで４年間で重要な施策、事業がほとんど先送りに

なっているような気がいたします。例えば市立病院の問題にいたしましても、最初

から問題ばかり多くて、２年遅れで着工はしたものの計画どおりにできるだろうか

というようなことを思うわけであります。 

 次に、医師の確保は予定どおりに優秀な医師が集められるのかなというようなこ

とを考えます。それに、財政的にはどうなるのか。市長は経営責任者として重大な

問題です。それに例えば鹿北総合支所の改修等も２年遅れです。総合的に考えまし

ても、アクセス道路が順調に進んでいるほかは、プラザファイブにしろ、庁舎建設
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にしろ、学校規模適正化事業にしろ、全部が先送りで進まない状態ではないだろう

かというようなことを思うわけでございます。合併特例債の問題もあることだし、

なぜもう少しスピーディーにできないものだろうかと思います。このことについて

は、私は市長の決断力と事務部局の行動力、いわゆるやる気が欠けているのではな

いでしょうか。このように思うわけでございます。できる部署とそうでない部署の

格差が非常に大きく見えるような気がいたします。例えば、特に問題は欠席が非常

に多いところが目立つ、特に職員が多いところが目立って悪いというようなこと。

この休みを取る決裁は課長がする。課長の決裁は部長がするというようなことであ

るということですが、その課長、部長が休みが多いならばどうにもならないという

ようなことです。そういうことで、非常に緊張感が足りない、これは我々議員にも

言えることでございますけれども、いわゆる無気力な人間が多いということです。

そのあらわれとして、交通事故が非常に多い。それぞれ定例議会ごとに何件か専決

処分事項が出てくる。この問題については、相手の名前は出してあるが、職員の名

前は出てこない。ペナルティーもないならば、本当に簡単に考えているのではない

だろうかというようなことを感じているところでございます。市長においても外に

出すぎる、庁舎にはほとんどおられない、このような話が以前から聞いているとこ

ろでございます。市長は各部署を時々ぐらい回っておられるのかというようなこと

を思うわけです。人づくりと唱えておられますけれども、まず公僕であるものが姿

勢を正すことが第一必要ではないでしょうか。このように思うわけでございます。 

 市長は、総合計画のもとに立派なマニフェストをつくっておられますので、この

中身について二、三点お伺いします。 

 まず、「心豊かにたくましく生きる人づくり」ということで、この一番目に、学

校規模適正化をはじめきめ細かな教育環境づくりを進めるということですが、学校

の規模適正化問題については計画どおりに順調に進むのかどうか。 

 次に、「安全で快適な暮らしを支える基盤づくり」ということで、市民の集いの

場となる庁舎建設整備を進めるということですけれども、これもなかなか先日報告

はございましたけれども、本当にこれが早急に実現ができるのだろうかというよう

なことですけれども、これも計画どおりにできるのだろうかというようなことを私

は感じておるところでございます。 

 それから、下の方の「コンパクトシティの考え方に沿った生活しやすい都市機能

の充実を図ります」ということですけれども、右の方にありますプラザファイブの

再生をはじめ、各商店街における商業支援を進めますということと関連でございま

すけれども、本当にコンパクトシティ、そしてプラザファイブを再生するというこ

とで中心市街地の本当に活性化がこれでできるものだろうかというようなことを私
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は考えるところでございます。このような点につきまして、山鹿中心市街地の活性

化がどのように進むかというようなことですけれども、この辺についてもご説明い

ただきたい。 

 それから、「地域とともに支え合う暮らしづくり」。市立病院のリニューアルと

ともにということで、小児救急医療等が円滑な提供をされるようにというようなこ

とですけれども、それよりも前に、先ほど申し上げましたように市立病院が完全に

グランドオープンして、そして医師の確保が完全にできて、本当に我々の市立病院

というような形でできるのかどうかというようなことが大きな話題であると思いま

す。その辺でどのような考えを持っておられるのか。 

 それから、これも先ほど申し上げたことと同じでございますけれども、職員の問

題を書いてありますけれども、これは先ほどの問題でございますが、これに対する

市長の考え方、気持ちをお伺いしたいというようなことを考えます。 

 立派なマニフェストですけれども、その中で私が一番大きく感じたことは、議会

の協力とか議会との連携とか、そのような何か議会ということが片隅にでも書いて

あるかと思って何回も読み返してみましたが、議会の議の字も入っていない。そう

いうことから、なるほど、やはり１億円の事業でも簡単に専決処分をされるような

考えだから、私を初め議員は能なしばかりだから議会を軽視されていることのあら

われだろうと痛切に感じたところでございます。しかし、これだけの計画を実行し

ていくためには大変なご苦労があることだろう思いますが、計画倒れにならないよ

うに全身全霊をもって執行されますように衷心よりお願いするものでございます。

以上、２点目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの太田黒議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の、先ほど私も申し上げましたように、市民の方々の声の多くに

「合併したっちゃ何も良かことはなか」という声ばかりだ。これに対してどう説明

するか、何か聞かせてくれというお話でございました。いろいろな地域審議会等で

もお話申し上げますけれども、市民の方々のそういった「合併したっちゃ、何も良

かことはなか」という声を聞きますけれども、しかしながらそうではありませんよ

と、私どもははっきりと申し上げておりますし、申し上げていきたいと、また申し

上げていくべきであるというふうに思っております。 

 私がいつも申し上げますことは、五つの自治体が合併した中で、それぞれが持つ
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すばらしい資源、可能性、そういったものをともに共有することができること。大

きな財産を共有できること、これは何といってもこの新市発足の合併の大きなメリ

ットであろうと、このことをしっかりと市民の方々も思いを持っていただきたいと

思っております。 

 さらには、この合併によって今の時代は改革を必要な時を迎えております。そう

いった中で、合併も大きな改革の第一番目でございましたけれども、この合併によ

って、新しい新市の発足によっていろいろな組織の再編や新たな取り組み、そうい

った改革が非常にできやすい、できる今日である。改革が大きくそして大胆にでき

ること、これも大きなメリットであろうと思います。そして、今日の時代に的確に

対応できる、体制がつくれる、これが２点目でございます。 

 ３点目は、やはり合併によりまして国・県の大きな支援をいただきます。さらに

は、先ほど言いました大きな改革ができる。そのことによって新たな創造が、今こ

の山鹿市に必要な取り組みが、創造できる。できる力が生まれてくる。このことが

私は新市発足、合併の大きなメリットであろうと胸を張って言えると私は思ってお

ります。 

 ２点目の、無投票当選100％ではないぞ、100点ではないぞ、もっと謙虚にやれと

いうお話でございます。先ほども申し上げましたように、この無投票当選はそうい

ったものではないと、私みずからが思っております。先ほども申し上げましたよう

に、今大変な課題を困難を抱えておる。まだ計画をしたばかりではないか、これか

らが本番だ、これから本当に気を引き締めてしっかりやれという叱咤激励、励まし、

そういったものをいただいていると、私はそう受け止めております。このことを謙

虚に、また今太田黒議員のお言葉も謙虚に承りながら、一日一日を過ごしてまいり

たいと、そのような思いでございます。 

 ３点目につきましては、物事を先送りしているのではないか。市立病院にしても

学校再編等々、いろいろなことがございました。しかしながら、この病院の建設に

つきましても大変なこれまでの課題でございました病院審議会等につきましても、

大変なご支援をいただきながら、また精力的な取り組みの中でその病院審議会をク

リアいたしましたし、そしてそういった建設に向かっての取り決めを展開してまい

りました。しかしながら、社会情勢のいろいろな中で、入札等々が延び延びになっ

た、そういった状況もございました。いろいろな状況の中で困難を乗り越えながら

一歩一歩今前に進んでいると、そういった状況ではないかなと。同時に、医療制度

改革の状況を受けて非常に経営的にも厳しゅうございますし、ドクターもなかなか

集まらない今日の全国の公立病院の状況でございます。しかしながら、そういった

課題を、財政的な困難性を逃げることなく、正面からぶつかりながら、それに一つ
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一つ乗り越えていこう、前進していこうという取り組みを今やっているところでご

ざいます。ほかのことにつきましてもしかりでございます。逃げることなく正面か

らぶつかりながら、一つ一つ課題を解決していっている今の状況であると、私は認

識をいたしております。 

 次に、マニフェストの件でございますけれども、ここに挙げております学校の規

模適正化、さらにはプラザファイブの整備、中心市街地の活性化、病院の件等々ご

指摘がございましたけれども、非常に一つ一つがいつも申し上げておりますけれど

も大きな課題を抱えております。ざっとはいかない、簡単にはいかない大きな課題

をたくさん抱えております。しかしながら、先ほども言いましたように、そういっ

た課題に真正面からぶつかっていきたい。逃げることなくその課題を乗り越え、ク

リアしながら必ず達成していきたい。そして、これは私たち職員一丸となって取り

組んでいく、そういった姿勢を貫き通していきたいと思いますし、先ほど全体の中

でのマニフェストの言葉に、議会という言葉がなかったということでございます。

しかしながら、これは私のこの思いをしたところでございまして、これは常に議会

の方々と車の両輪、そして市民の方々と一緒になって取り組む、その気持ちは何ら

変わることはないわけでございます。 

 そういった課題に懸命に取り組みながら、議会の皆さん方の理解とご支援、協力、

そういったものを一緒にいただきながら進めてまいりたいと、そのような思いでい

っぱいでございます。 

 職員の緊張感が足りないのではないか、交通事故の問題等々ご指摘があったとこ

ろでございます。また職員の欠勤、休み、そういったものが多いのではないか、管

理職に多いのではないか、そういったご指摘もいただいたところでございます。こ

のことにつきましては、さらにしっかりと受け止め、今日の社会状況の中での私た

ち職員の置かれた立場、そういったものを再認識しながら、また幹部職員の置かれ

た立場を再認識しながら、私みずから身を引き締めながら対処してまいりたいと思

っております。 

 それから、庁舎になかなかおらないでよそにばかり行っとるというお話もあって

おりました。そういったお話もこれまでもご指摘をいただいたことがございますけ

れども、私はそういった思いはあまりしていません。極力いろいろな内部の事業、

取り組みに支障のないようにしっかりとその場を確保してきたつもりでございます。

それとともに、私は首長という立場がやはりいろいろな役割を持っている。一つに

は市民の方々といろいろな機会に接しながらともに思いを一つにしながら、ともに

課題を一つにしながら、この山鹿市をつくっていく、そういったことも大きな私の

役目の一つであろうと思っております。さらには、国や県やいろいろな民間団体
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等々、いろいろな団体との連携の中でいろいろなつながりを力を人脈をつくりなが

ら、この山鹿市の市政運営に大きく力をつないでいく、そういったことも私の役割

の大きな仕事の一つであろうというふうに認識していたしております。 

 しかしながら、最大の私の使命は、八百数十名の職員とともに、市民の方々がい

かにすれば幸せになるか、この山鹿市がいかにすれば発展するか、その政策を打ち

立てていく、そして実践していく、そのことが一番私の大きな使命であるというふ

うに認識をいたしております。 

 そういったことを心に、再度引き締めながら、ただいまいただきましたたくさん

のご指摘やお気持ちを心に秘めながら糧としながら、これから４年間頑張ってまい

りたいと、そのような思いでございます。 

 以上、お答え漏れたところもあったかと思いますけれども、現在の心境・思いを

申し上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 この一般質問は、１問につき登壇３回ということでございますので、この問題だ

けではございませんので、この問題につきましてもできるならば１時間ぐらい議論

をしたいと思いますけれども、それはできませんので、今皆さん方にもお配りしま

した市長のマニフェストを４年間大事に読み返しながら、折あるごとに議論をさせ

ていただきたいと思います。これで１問目を終わります。 

 次に、通告の２問目です。経理の内部調査についてであります。最近頻繁に新聞

等で掲載されておりますように、他の地方公共団体では不正経理の実態が明らかに

されております。山鹿市にもそのようなことがあるのか、市民に対して説明責任が

あると思いますのでお尋ねするものでありますけれども、昨今のちまたの話では、

不正経理は県とか熊本市とか言うけれども、調べるならばどこの市町村にでもある

のだろうというような疑いの目で見られているのは間違いないと思います。ほかの

公共団体での不正経理はほとんどが消耗品の購入費などの執行残を架空契約で業者

に蓄える預け、それから契約と異なる物品を納入させる差し替え、それに架空契約

を行い現金化するいわゆる裏金、このようなことは山鹿では皆無とは思いますが、
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総務省から昨年の11月12日付で全国自治体に公金取り扱いの点検を要請する通達が

なされているようでございます。山鹿市においては、このことについてどのように

考えておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 太田黒議員の２問目のご質問、経理事務に係る内部調査についてお答えいたしま

す。 

 地方公共団体の国庫補助事業等の執行に当たりましては、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律に基づき、適正な執行に努めることが義務づけられてお

ります。しかしながら、昨今、他の地方公共団体におきまして、みずから実施した

内部調査や会計検査院の実施した検査の結果、不適正な経理処理の実態が明らかに

なっております。結果、住民の行政に対する信用を失墜させるような事態が生じて

おります。そもそも、補助金等は国民から徴収された税金、その他貴重な財源で賄

われております。当然その執行に当たりましては常に厳正に取り扱わなければなら

ないものであります。 

 つきましては、これらのことにかんがみ、今一度周知徹底を図る必要があると考

えております。 

 したがいまして、本市におきましては現在すべての課を対象としまして内部調査

を行っているところでございます。その調査の内容は、次のとおりであります。

１点目として架空契約を行い現金化する、いわゆる裏金、２点目として、消耗品な

どを架空契約し業者に蓄える預け、３点目として、契約内容とは別の物品を納入さ

せる差し替え、４点目として私的流用の有無、以上四つを調査項目として実施をし

ております。 

 なお、このたびの内部調査は、本年３月末をめどに調査を終えまして、全容を明

らかにしたいと考えております。そして、事実の有無にかかわらず、今後におきま

してはチェック体制の強化また予防策を講じるなど、経理処理手続の適正化に努め

てまいります。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   
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 太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 市長は市政運営の基本的考え方の３点目に、開かれた市政運営ということの中で、

市民の皆様と私との間に確固たる信頼関係を築き上げるためには、常に清潔な政治

姿勢で臨むことが大切であると考えます。初心を忘れず、公平で誠実、公正で透明

性の高い、対話による市政運営を行ってまいりますというようなことを唱えておら

れます。市政運営の透明性とか、それから情報公開の意味からしても、きちんと精

査することは大事なことだと思います。既に調査が行われているということでござ

います。３月末にはその調査が終了し結果が出るということだろうと思いますが、

もし問題があるならばあるで、早急に改善しなくてはならないし、ないとしたなら

ば山鹿市には不正経理はありませんということを速やかに市民に知らせるようにし

なければならないと思うわけでございます。努力をされますことを希望して、２問

目の質問を終わります。 

 通告の３問目でございます。定額給付金事業の内容と山鹿市の給付方法について、

お尋ねします。まず内容についてでございますけれども、一つ、基準日において65

歳以上とは生年月日はいつ以前のものを言うのか。二つ、基準日において18歳以下

とあるが、生年月日がいつ以降のものを言うのか、それから、当初は定額減税と聞

いていたが、なぜ給付金を給付することになったのか。次に、山鹿市に給付される

９億5500万円の定額給付金の経済効果はどの程度見込んでいるのか。それから、定

額給付金の法的性格は何か。また税制上の扱い及び生活保護の認定における収入等

の扱いはどのようになるのか。それから、定額給付金の実施に当たり各市町村にお

いて条例を制定する必要があるか。それから、基準日、平成21年２月１日より後に

出生した者は給付の対象になるか、また基準日に出生した場合はどうなるか。それ

から、基準日より後に死亡した者は給付の対象になるのか、また基準日に死亡され

た場合はどうなるのか。給付金を辞退する住民に辞退届の提出を義務づける必要が

あるのか。それから基準日より後に世帯が転出した場合、転出元と転出先のどちら

で定額給付金の給付を受けることとするか、またその場合、どのような手続で市町

村から給付を受けることになるのか。それから、所得によって給付する・しないを

市町村が決めるとき、1800万円以上という基準は何か。1800万円以上が高所得とい

うが、現実の感覚とかけ離れてはいないか。それから定額給付金の申請を辞退した

者や所得が一定額以上で給付をしないとする市町村において、給付されなかった者

がいる場合、給付されなかった分は市町村が自由にほかの用途に使うことができる

か。交付決定前に執行された経費についても補助金の対象に認められるか。金融機
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関への振込手数料は事務費の対象となるか、また全国統一の振込手数料を設定する

予定があるのか。定額給付金について概算交付する予定があるか。定額給付金の申

請期間はどの時点をもって終了するのか。かつての地域振興券方式により給付を行

うことは可能か。地域振興券方式による給付の事業を組まないとすれば、その理由

は何か。商工関係団体または市町村が独自に発行する商品券が幾つか見られますが、

地元の消費拡大に寄与しているというようなことですけれども、定額給付金とうま

く連携させる方策は何かあるのか。市町村民税を滞納している者について、その者

に対して給付される定額給付金を市町村が差し押さえすることは可能か。子育て応

援特別手当との具体的な連携方法はいかがか。それから、平成21年１月５日から郵

貯銀行の口座への口座振替が可能となったと聞いているが、その状況はいかがか。

国会議員や市町村長等の公職にある者が定額給付金の受け取りを辞退した場合、公

職選挙法上の寄附禁止に抵触はしないか。まず、そのことについてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 太田黒議員の３問目、定額給付金事業の内容についてお答えいたします。基準日

において65歳以上、18歳以下の者とはいつからなのかにつきましては、定額給付金

の基準日、本年２月１日において65歳以上の人とは、昭和19年２月２日以前に出生

した人となります。また18歳以下の人とは、平成２年２月２日以降に出生した人と

なります。 

 次に、なぜ定額減税方式ではなく給付金を給付することになったのかにつきまし

ては、国民家計への緊急支援としての効果をより迅速に実施し、かつ減税方式では

効果が及ばないような所得の低い方にも広く公平に行き渡らせる目的で給付金方式

となったようでございます。 

 次に、定額給付金の経済効果の見込みについて、内閣府では給付金の４割が消費

に回ると想定し、実質成長率を0.2％分押し上げると試算しております。当山鹿市

では、単純計算ではございますが給付金の総額約９億1000万円の４割、３億6000万

円程度の経済効果ではないかと想定しております。 

 次に、定額給付金の法的性格につきましては、各種の市町村単独の助成金と同様、

民法上の贈与契約となります。また税法上の取り扱い及び生活保護の認定における

収入等の取り扱いは、定額給付金は非課税所得となります。また生活保護における

取り扱いについても収入認定から除外されます。 
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 次に、条例を制定する必要があるのか、定額給付金事業は住民の権利の制限や義

務を課することをその内容とするものではなく、条例を制定する必要はありません。 

 次に、基準日や基準日以降に出生、死亡した者の取り扱いにつきましては、基準

日に出生、死亡した人、または基準日以降に死亡した人については、給付の対象と

なります。しかし、基準日以降に出生した場合は給付の対象になりません。 

 次に、給付金の辞退届を義務づける必要があるのか。住民が辞退を希望する場合、

必ずしも辞退の意思を明確にする必要はありません。したがって申請が行われない

ことをもって辞退とみなすことになります。 

 次に、基準日より後に世帯が転出した場合の給付の手続につきましては、他の市

町村に転出した場合、基準日において住所が所在する市町村が定額給付金の給付を

行うことになっており、転出先に通知書を送り口座振込での給付になります。 

 次に、所得によって給付するかしないかの基準は何か、1800万円の基準とはとい

うことでございますが、所得1800万円は年間の給与収入金額に換算しますと2000万

円を超える程度となります。所得税において確定申告義務があること等から、一つ

の目安として決定されたものでございます。本市におきましては所得基準は設けな

いこととしております。 

 次に、定額給付金の辞退等により給付されなかった分は市町村で自由に使えるか

ということですが、定額給付金事業に係る国庫補助金は住民に給付した額について

市に交付されるもので、補助金を目的以外のものに充てることはできません。 

 次に、交付決定前に執行した経費が補助金の対象として認められるのか。経費の

うち事務経費については交付前に決定したものであっても補助金の対象となります。 

 次に、金融機関の振込手数料は事務費の対象となるのか。給付金の振込手数料は

事務費の対象項目となります。また、振込手数料の全国一律化はございません。定

額給付金について概算交付する予定があるのか。当市におきましては第１回目の給

付金の支払いを４月下旬頃に予定しており、また国から市への補助金の交付も４月

下旬頃交付されると想定しておりますので、国の交付に合わせて給付することとし

ています。 

 定額給付金の申請期間はどの時点をもって終了するのか。申請期間は申請受付開

始日から６カ月が経過した日をもって申請期間が終了いたします。 

 次に、地域振興券方式による給付を行うことができるのか。今回の定額給付金事

業は現金により給付することになっており、地域振興券のような方式による給付は

できません。また地域振興券を事業に含めない理由とは、現金による給付が迅速か

つ早期に実現できること等の理由によるものでございます。 

 次に、商工関係団体または市町村が独自に発行する商品券が定額給付金と連携さ
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せる方策はないか。給付金の開始時期に合わせて商工団体等が商品券を販売し、希

望する住民がこれを購入するような企画を実施する市町村がございますが、本市に

おきましても商工部局が商工関係団体と現在協議を進めております。 

 次に、市町村税を滞納しているものについて、定額給付金を市町村が差し押さえ

をすることができるかにつきましては、定額給付金は家計への緊急支援を行うこと

を第一の趣旨としており、給付主体である市が給付金を差し押さえることはその趣

旨に合致しないものと考えます。 

 次に、子育て応援特別手当の具体的な連携方法はということです。交付対象者リ

スト作成に当たりましては、住民基本台帳等の情報を用いて判定することになりま

す。このため定額給付金と連携してシステム化を図ることになります。 

 次に、ゆうちょ銀行の口座への口座振替が可能となったと聞いているがその状況

はということでございます。本年１月からゆうちょ銀行口座への口座振替が可能と

なりましたが、移行期でゆうちょ銀行における事務処理にある程度の期間を要する

と聞いております。 

 次に、国会議員や市町村長等公職にある者が定額給付金の受け取りを辞退した場

合、公職選挙法上の寄附禁止に抵触しないかにつきましては、定額給付金は住民が

市町村に申請を行うことによって初めて給付を受けることができます。公職にある

人が申請を行わず、受け取らない場合には公職選挙法上の寄附禁止に抵触するもの

ではありません。しかし、いったん受け取った後これを市町村に自主的に返納する

ことは、市町村に対する寄附に該当し公職選挙法第199条の２の規定に抵触いたし

ます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 ただいまお答えいただきましたが、山鹿市の定額給付金事業の金額は９億5500万

円でございます。給付金が９億1855万2000円ということですけれども、給付の申請

とその方法についてですけれども、これを最大限に経済効果を上げるためにどのよ

うなことを考えるのか。それから、老人の施設利用者等について、認知症が非常に

ひどいような方はどのようなことをして給付するのか。それから、在宅のひとり暮
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らしの老人に対して、また口座のない人がいると思うけれども、そのような人には

現金を渡す考えはあるのか。申請書が書けない人は代理で受け取る場合、どのよう

な手続が要るのか。申請書の書き方や給付の方法について、Ｑ＆Ａを作成する計画

はあるのか。以上についてお尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 ２回目のご質問にお答え申し上げます。まず、当市の定額給付金の申請・給付の

方法についてお答え申し上げます。 

 定額給付金の申請受付開始日は市町村によって決定することとなっており、現在

対象者のリストアップ、申請書封筒の作成など事務の準備を進めているところでご

ざいます。給付までの予定としましては３月末から４月上旬に対し、対象世帯主へ

給付金のお知らせ及び申請書の送付を行い、随時同封の返信用封筒で郵送により申

請をしていただき、受付後本人口座等の確認を行い、４月末頃から随時口座振込に

より給付を予定しています。なお、お知らせの際に振り込め詐欺などへの注意をあ

わせてしっかり行いたいと考えております。 

 次に、申請ができない方についてでございますが、世帯主に代わって代理人によ

る申請ができますが、その代理人はその世帯主の方と同じ世帯の構成者、それから

民生委員、嘱託員、親類等、平素から世帯主の世話をしている方などが代理人とし

て申請することができます。この場合、代理人の身分等を証明する書類の提出や提

示が必要になります。また、施設入所者等の方につきましては、施設入所者で寝た

きりや高齢者の方が申請できない場合は、その施設等で代理で申請することができ

ます。給付金を現金で受け取ることができるかということでございますが、受け取

りの方法は国の要綱等により口座への振り込みを原則としています。ただし、金融

機関に口座を開設していない方など振り込みによる給付が困難な場合に限り、混乱

を招かないように指定日を設け、申請窓口で給付することになります。 

 次に、議員ご指摘のように、いかに給付金を消費していただくかが経済効果につ

ながると考えます。先ほどご答弁申した中にもありましたが、この給付金と連携し

て、現在商工団体等で商品券の発行についてご協議いただいております。これらと

密に連携しながら消費していただくことはもちろんのこと、いかに当山鹿市で消費

していただくような、広報活動等を展開していきたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 太田黒議員、了解ですか。 
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○27番（太田黒鐵郎君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 質問時間を超えておりますので、簡潔に願います。太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 この給付金のことにつきましては、給付金の意義を市民の方々に十分周知徹底し

て、金にかかわることでございますので、慎重に執行されまして、山鹿市に最大の

効果があらわれますことを期待いたしまして、私の質問を終了いたします。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、太田黒議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時05分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時15分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により、森久雄議員の発言を許します。森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

 おはようございます。26番、民主党、森久雄でございます。 

 私の質問は、太田黒議員がかなり厳しくお尋ねになりましたことと重複すること

も多々あるかと思います。山鹿市総合計画における過去３カ年の成果と今後の課題

についてということで幾つかお尋ねをしてまいりたいというふうに思っております。 

 まず、今日の日本の状況を把握しておくという必要があると思いましたので、若

干述べてみたいと思います。国民は４年前に「改革なくして成長なし」と繰り返す

小泉総理が実施した郵政解散総選挙で安定多数の議席を政府与党に与えました。そ

れから４年、市場万能主義の発想で行われたさまざまな規制緩和と社会保障の削減

で、少数の勝ち組と多くの貧困層が生まれました。効率最優先ともうかればいいの

成果主義で企業のモラルは低下、企業は株主のものとされ、非正規労働者の増加と

地域社会の弱体化によって人は帰属する場を失い、人と人とのつながりも希薄にな

ってまいりました。また何かにつけ自己責任が強調される一方、自分さえよければ

の意識が公共心を欠落させています。そしてまた、昨年暮れにはアメリカ発の金融

危機が起こり、小泉構造改革の負の部分と重なり派遣切りや格差の拡大、地方の疲
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弊、医師不足など、国民の多くが直面している課題はいっそう深刻さを増してきて

います。 

 さて、本市では、２期目の中嶋市政が始まりました。前期４年間の市政運営に市

民は対立候補を立てることなく無投票で信任を与えました。ではそのことがすべて

が順調に推移をしてきたかというと、多々目につくこともあってきたと思います。

今回の質問は、それらに目についた一つ一つを取り上げるということではありませ

ん。今回お聞きしたいのは、山鹿市総合計画の前期５カ年計画の進捗と成果、そし

て今後の展望であります。計画が発表されてから丸３年経過しました。側面的には

厳しい社会情勢が山鹿市にも例外なく影響していることを当然承知して、以下お聞

きしてまいります。 

 総合計画には基本目標が五つ掲げてあります。１点目、心豊かにたくましく生き

る人づくりについて。青少年健全育成の観点から一つの社会現象を見てみますと、

冒頭派遣切りに触れましたが、派遣社員の扱いについては一人の人間としてではな

く利益を生む過程での、足したり減らしたりできる一つの数字として扱われること

を連日の報道が嫌というほど見せてまいりました。まさに社会がゆがんできており、

この現実に対し、未来を担う青少年に目をつむって見るなとは言えないし、選択の

余地なく入り込む情報によって悪しき影響を与えていると思われます。大人社会の

影響は子どもたちに想像しがたい事件を起こさせています。いじめを苦にして自殺

を図るニュースは大変痛ましいものであります。片や最近ではばかにされたという

動機でクラス全員を殺すため爆弾をつくる生徒も出てくる世の中になってきました。

心豊かにたくましく生きる人づくりは永遠の課題であり、普遍的に取り組む課題で

もあります。短期に達成できるものとは思っていません。しかしながら、わずかな

時間ではありますが、人づくりのためこれまで何がなされ、基本目標のいずれの部

分が具体的にはどのような成果としてあらわれてきたかを伺います。 

 ２点目、活力ある産業づくりについて。基幹産業の農林業が安定的に自立経営で

きる体制づくりのための支援施策は国の施策を除き、本市の独自予算に基づいたも

のとしての施策は何をどのように展開されてきましたか。企業誘致や起業家支援に

ついては、この３年間どのような取り組みがなされてきましたか。新工業団地造成

の取り組みはどこまで進捗しているのですか。完成見込みを含め今後の見通しはど

う立てておられますか。本市の立地条件を生かした福岡都市圏・アジア圏をターゲ

ットとした産業振興は具体的にどのように進んでいますか。取り組みの経過と成果

について伺います。 

 ３点目です。安全で快適な暮らしを支える基盤づくりについて伺います。少子高

齢化、生活スタイル、交通環境の変化、社会情勢の急激な推移に対応できるため、
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安全で快適な市民生活を支えるまちづくりを進めるとしています。そこでまず、高

齢者に視点を置いて考えてみたいと思います。高齢者の生活実態としては、年々

老々夫婦だけの世帯やひとり暮らしが実に多くなってきております。日常生活に必

要な買い物や通院等移動手段の確保はまさに命にかかわります。現在実施されてい

る乗り合いタクシー、循環バスの運行は、その対象エリアに生活している皆さんに

は助けになっていると思います。しかし、その枠外で住み暮らす高齢者には自家用

車が絶対欠かせません。最近紅葉マークの車が目立ってきています。時間が進めば

運転そのものが危険になって、免許証返上を余儀なくされる方たちが出てくるもの

と思います。それらの方々は、安全で快適な生活の確保をどのようにされていくの

か、極めて心配いたします。住み慣れた家庭や地域での暮らしが難しくなっていき

ます。限界集落の問題も看過できません。地域の助け合いだけで安全快適な生活が

維持できるのでしょうか。また、町部から離れた地域に住んで核家族で幼子を抱え

ている若い世代のご夫婦が異口同音に言われるのは、まず小児科が遠いか近いか、

遠ければ時間を問わない突発的な病気などに不安がある。保育園、幼稚園が遠いか

近いか、遠ければ送り迎えができない。そこの保育料は安いか高いか、高ければ自

分で見るほかなく仕事を辞めなければならない。生活は当然苦しくなる。小中学校

登下校時の安全は、防犯はどうかなど、悩みと不安がつきないと言われます。少子

化問題の根っこのような部分にも見えます。基本目標に言う安全で快適な暮らしを

支える基盤は行政の守備範囲からすると、総合計画の中に書いてあります文言、そ

れがすべてでありましょうか。合併後の４年間そして総合計画策定後の３年間、安

全で快適な市民生活を支えるまちづくりが市民の皆様からどのように受け止められ

てきているのか、みずからの行政側の採点とともに、これまでの成果と今後の取り

組みについてお聞きしたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの森議員の一般質問、山鹿市総合計画における３年間の成果と今後の課

題、特に人づくりについてお答えをいたします。 

 私は市長就任以来、これまで人づくりを市政推進の最重要課題として取り組んで

まいりました。それは山鹿市が発展するためには６万市民の理解と協力が不可欠で

あり、山鹿市の未来を切り開いていくのもまた市民の協力なくして望めないもので

あると考えるからでございます。つまり、その担い手も結果の享受者もそしてその
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責任も人に帰するわけであり、そのような意味を含んで人づくりが最も重要である

との思いであります。この思いは山鹿市総合計画の中において人づくりを明確な形

で位置づけ、人材育成を確実に進めてまいったところでございます。 

 人づくりについて基本的に私が思いますことを申し上げますと、人づくりは積み

重ねであるということでございます。教育は100年の大計と言われますように、一

歩一歩の積み重ね、時間がかかるということでございます。かつまた一刻の猶予も

ならぬ、油断もならぬということでございます。 

 二つには、教育の普遍性、体・徳・知、あるいはまた命や人権、自然や宇宙、そ

ういった大きなもの、普遍的なものに学ぶもの、こういった要素があると思ってい

ますし、さらには基本の徹底、当たり前のこと、小さなこと、基本的なことを確実

に取り組んでいく、それをさらに広げていく、継続していく、そういったことが人

づくりの中で非常に大事であるというふうに思っております。これらの成果として、

子どもたちの学力向上や不登校児童の減少、あいさつ運動の広がり等、また地域に

おいては地域のコミュニティの活性化等、目に見えにくい部分ではありますが、着

実にその成果はあらわれてきていると感じております。 

 しかしながら、そういった成果と思われるものが少しでもありますならば、それ

はふるさとの先人の方々が長年にわたって必至にご努力いただいてきたその成果で

あろうと私は思います。このふるさと山鹿の地にともに汗を流す協働の力や、融和

の精神、あるいはまた人づくりの風土、それらが脈々と息づいていると考えます。

今後ともそれらの高まりを求めて、休むことなく一歩一歩人づくりに前進してまい

りたいと思っております。 

 その他の３年間の取り組み、成果等につきましては、担当よりご答弁を申し上げ

たいと思います。以上です。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 山鹿市総合計画の３年間の成果等につきまして、総合計画の振興管理を担当しま

す総務部の方からまとめてご答弁申し上げます。 

 まず、活力ある産業づくりについて、独自予算に基づく農林業の施策の展開につ

きましては、担い手対策として農林業の機械及び施設の整備に対し、市独自の農林

業担い手育成資金利子補給制度を創設し、認定農家等の経営効率化を支援しており

ます。一方、農業生産振興につきましては、酒米の栽培や適地作物等売れる農産物

栽培実証事業を実施するとともに、畜産振興においては、自給飼料増産の対策や家
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畜の導入に対する支援を行ってまいりました。また、現在農地の有効活用が課題と

なっておりますが、農地の出し手と受け手にかかる情報の一元化、共有化を図るシ

ステム、農地地図情報システムを構築中で、今後これにより農地の流動化と経営規

模の拡大を支援してまいります。 

 次に、福岡都市圏・アジア圏をターゲットとした産業振興では、福岡での窓口開

設として熊本県福岡事務所に職員を派遣し、本市のＰＲとあわせ各種情報収集に努

めてまいりました。また当福岡事務所等を足がかりとして農産物等のＰＲ及び販売

促進のための物産フェアや観光面のＰＲと連携した山鹿マーケットの開催等の取り

組みを行っております。アジア圏をターゲットとした取り組みといたしましては、

観光面におきまして、県と連携してアジア圏の旅行会社を招聘し、地域資源のＰＲ

活動を実施しております。 

 次に、企業誘致のこの３年間の取り組みにつきましては、製造業５社の誘致を行

い、さらに３社で工場増設が図られるなど、新たに373名の雇用創出を実現するこ

とができました。 

 次に、新たな工業団地造成の進捗状況につきましては、候補地を山鹿東部工業団

地周辺地区に決定し、農振除外の協議と農村地域工業等導入促進法に基づく、現在

の実施計画書の変更作業を行っているところでございます。完成の見込みにつきま

しては、国の優良農地確保方針強化から農振除外の協議等厳しいものが予想されま

すが、できるだけ早期に東部工業団地の地域拡大を目指して取り組んでまいります。 

 次に、安全で快適な暮らしを支える基盤づくりにつきましては、市民の安全を守

る防犯面につきまして、山鹿市犯罪のない安全なまちづくり条例を制定し、全市的

に犯罪発生の抑止に努めることといたしております。また小中学校の登下校時の安

全を確保するため防犯パトロール隊やスクールガード等と連携し、巡視活動の強化

を図るとともに防犯灯の設置を推進してまいりました。消防団につきましては、消

防団協力事業所表示制度の導入、消防資機材や防火水槽の整備により、地域におけ

る消防・防災体制の充実強化を図ってまいりました。今後は緊急時の災害情報を全

市民に確実・迅速に伝達するために、防災行政無線施設を再整備する必要がありま

す。 

 次に、魅力ある都市の形成につきましては、歴史や文化・伝統など、地域の特性

を生かしながら、都市機能の集積によるコンパクトな都市づくりを目指すこととし

ております。このため、都市計画の指針となる都市計画マスタープランの策定に着

手し、本年３月末には策定を完了する予定です。また、景観計画の策定や景観条例

の整備も完了し、平成21年４月から新たな景観形成に取り組むこととしております。 

 次に、快適な暮らしを支える基盤整備として、市民生活に密着した生活排水等処
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理推進として、公共下水道事業、農業集落排水事業を積極的に取り組んでまいりま

した。 

 以上、主な取り組み事項についてご答弁申し上げましたが、総合計画の推進につ

きましては、住民のニーズや社会情勢の変化を敏感にとらえ、常にＰＤＣＡサイク

ル、計画して、実施して、チェックして、見直して実施する、そのような形で取り

組んでまいりたいと考えます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

 答弁をいただきましてありがとうございました。２回目の質問をいたします。 

 人づくりについて、市長の思いを語られました。市民の方に理解と協力をいただ

きながら山鹿市を発展させるためにはその担い手をつくるのだということを言われ

ました。非常に漠然としているわけでありますが、「人」というのにつきまして、

市長にちょっと私なりのお尋ねをしたいのですが。例えば、過去から今日まで、市

長におかれては心の内に最も尊敬できる、あるいは理想とするような人物像とか、

そういう人たち、あるいは人というものを思い描いておられることはございますで

しょうか。今から100年前に、内村鑑三という人が英文で『代表的日本人』という

ことで５人の方を紹介されております。その本を読まれたのかどうかわかりません

が、ケネディ大統領は上杉鷹山という人を日本人でよく知っているというようなこ

とも言われておりますが、中嶋市長が山鹿市の発展のためにこういうような人物像

を規範として成長を願う、あるいはそういう人たちが多く山鹿市民の中で存在をす

ることが具体的な施策の発展につながるのだというようなことを思っておられると

すれば、もう一度そういう思い描く、心豊かにたくましく生きれる人はどういう、

もっとわかりやすく、こういう人を思い浮かべてみてくださいというようなことを

もう一度お尋ねしておきたいと思います。 

 それから、活力ある産業づくりについて、るるご答弁がございました。私は日本

の農業と山鹿市の農業の予算というものを見た場合、ある意味で言うと国の出先機

関みたいな仕事が８割ぐらいあっているのではないか。マニフェストの中で、市長

は産学官連携による特産品の開発、ブランドの良くなる商品づくりを進めますとい



- 54 -   

うことを掲げておられますが、私も一度この場所で市長に対して産学官連携による

商品開発、農産物の開発に努力をしていただきたいということを述べましたところ、

農業大学校や鹿本農高、そういうものもいろいろ存在していますので、ぜひ頑張っ

ていきたいと述べられたことを記憶にいたしておりますが、これらについてはどう

いうふうな取り組みが具体的になされてきたのか。そして、それらのために、この

独自予算として一度ぐらいは予算編成上指示を出されたのかどうか、そういうこと

をお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、企業の新しい、これまでの３年間の373名の雇用創出を見たというこ

とにつきましては大変高く評価をしたいと思いますが、これから農振除外の協議と

いうことで、そこに大きなハードル、壁を感じておられると思いますけれども、速

やかな方針転換ということも必要ではないかと思います。もがいてももがいてもそ

の見通しが立ちそうにない場合に、もっと適地というものがこの広い山鹿市にはあ

るのではないかと思いますし、またそういう場所についても聞いたこともございま

す。でありますから、この新たな工業団地というものをやはり確保しなければなら

ないということは市民の大きな願いでもありますけれども、一定のところに固執す

ることなくローリングをして、そこでいかんともしがたい状況を見た場合には新た

な適地を探すという努力もしていただくことが柔軟性、弾力性のある取り組みでは

ないかと思いますけれども、そのことについてお答えをいただきたいと思います。 

 次に、安全で快適な暮らしを支える基盤づくりということで、私はお年寄りの生

活実態と若い世代の核家族のことについてお尋ねをしておきましたけれども、３年

間の成果ということでは述べられましたことについて異議を唱えるものではありま

せんけれども、現実を直視した場合、安全で快適な暮らしを支えるということはど

ういうものかということについてのご理解を示していただきたいと思います。例え

ば、先ほども言いましたが、このマニフェストの中にも地域の特性に応じた交通手

段、乗り合いタクシー、循環バスを導入します。これはもう既に導入されておりま

す。先ほども言いましたけれども、その恩恵に浴するエリアにおられる方は当然助

かっておられると思いますけれども、それが及ばないエリアのところにおられる

方々がいるわけです。数日前川辺のあるところに行きました。私は嫁に来て50年に

なる。若い頃は苦もなく坂道を上ったり下りたりしていた。しかしもうよわい70歳

を過ぎて目の前の我が家の前に通っている市道のこの道が今は大変苦になる。電動

カーで下るにも上るにも恐ろしいくらいの坂に見えるようになった、足腰はもちろ

ん弱くなったと、こういう現実についてあなたはどう解決をしてくれるか、あるい

はどういう考えを持っているかと言われましたときに言葉に窮しました。 

 山鹿市は合併後山間地が大変多くなってきております。そしていろいろな場所で
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住み慣れた家庭と地域というものを持っておられますけれども、大変厳しい、足腰

が弱くなってひざも弱くなって、この何でもなかった地域というものに大変苦痛を

感じるというお年寄りがふえてきておられることは事実ですけれども、そこらあた

りについて、中嶋市長も、先ほど市内地域各地あらゆるところに出かけておられて、

お話を聞いておられると思いますけれども、そういう目の前にあらわれている現実

について、どう対応していかれるかということについて、今後の４年間に対してど

う考えておられるか伺いたいと思います。 

 それは地域とともに支え合う暮らしづくりのマニフェストの５番目に、高齢者や

障害者がいきいきと安心して暮らせる地域づくりということを掲げておられますの

で、その地域というのはどういうところを指して地域というのか、山鹿市全部の中

でマクロ的な話としてされているのか、個別対象的に見た場合にどういうところを

指すことができるかということをお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、３月議会の冒頭に市長ごあいさつがございました。このプラザ問題は

全力で頑張ると言われました。ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、私どもは

２月１日を期して市民会館の廃止条例を可決いたしました。そして着工も２月１日

ということで想定がなされておりましたけれども、３月も半ば近くになってきてお

ります。いまだ着工という言葉を聞くことができません。全力を挙げていこうとさ

れているこのプラザの着工というのはいつになるのか、どういう今の状況なのかも

教えていただきながら、市長の取り組みに対する、言うならば詳細な状況把握とい

うものについてもお知らせをいただきたいと思います。 

 そして、最後に申し上げますが、このマニフェストは、言わば総合計画を改めて

ここに掲げておられますが、もう一つ必要なことは３年間、あるいは自分の任期の

４年間の反省というものが盛り込まれながら、そしてその反省の上に立って、その

部分をどうカバーしながら新たな４年間をどうつくっていくかということでのマニ

フェストとして出されるべきではなかったかと思いますけれども、ここに掲げてあ

るのはある意味で言いますと、総合計画をそのまま出されているというふうに思い

ましたので、反省という部分をもう少し、ないなら反省などはありませんとおっし

ゃっていただければいいのですけれども、やはりこういうところが足りなかったん

だというところがあるのでこのマニフェストにしたんだということを、ぜひおっし

ゃっていただきたいと思います。２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   
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 森議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

 質問も多岐にわたっておりますし、詳細にわたっておりますので、中心的な部分

を私がお答えいたしまして、詳細につきましては担当部長から答弁をさせたいと思

います。特に「人」について、非常に漠然的ではないかというお話がございました。

自分が思い描く、理想とする、目標とする人ということでございました。今お尋ね

になってからしばらくの間に思い浮かぶものを挙げてみたところでございます。す

べてではないと思いますけれども、かねて私の心にしっかりと根づいているもの、

それは明治維新の西郷隆盛の敬天愛人、則天去私という、そういった言葉、生き方、

そういったものは非常に大好きでございますし、鹿児島ではあの京セラの稲盛和夫

さん、この方がやはり公のために正しくそして命がけで頑張るという、そのことが

何かを生み出す力になるという、あの考え方、大変大好きでございます。また、吉

田松陰の「浩然の気」、公のために命がけで取り組んでいく、困難にみずからの命

を捨ててでも行くという、あの生きざま、生き方、考え方、大好きでございますし、

地元ではやはり県下初の総理大臣、清浦奎吾伯、学閥もなくいろいろな閥もなくし

て裸一貫でたたき上げてこられた、高風清節の人、清浦奎吾伯を大変尊敬いたして

おりますし、身近では逆境を夢にかえながら困難に取り組んでいらっしゃいます蒲

島知事も大変尊敬申し上げ、目標といたす次第でございます。そういった思いをい

たしております。 

 すべてではございませんけれども、そういった思い浮かんだところでございます。 

 産学官の連携につきまして、非常に大事であるというふうに思っております。詳

細につきましては担当からまた申し上げますけれども、今、ぱっと浮かんだことを

申し上げますと、農業の今日の大変厳しい中での、この活性化策をどうするかとい

うことでの計画づくりも、大学にしっかりと入っていただきながらともに現場、行

政、大学等々、連携しながらその方策を探ってきた、その是正につきましてもいろ

いろなアドバイスをいただいている。さらに最近行われました「百華百彩」につき

ましても、崇城大学のご指導をいただきながら、そして地元の方々、行政、そうい

ったものが非常に連携しながらすばらしい力を合わせる姿を提示しているというふ

うに思っておりますし、さらには今バイオマスタウン構想を策定中でございますけ

れども、この施設の運営等につきましても、いろいろな国や県の機関のご指導や大

学や自治体等との連携を図りながらよりよい現在の施設の運用等につきましても展

開をいたしている。そういった連携は非常に今日大事であるし、そういった実践を

行っているところでございます。詳細につきましては、担当から報告をさせたいと

思います。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   
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 松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 産学官の連携による商品開発の取り組みということでお尋ねになりましたけれど

も、これにつきましては、私ども農産物の未利用の資源がかなりあるということで、

一応内部で検討いたしまして、どういうのがあるかということで、まず考えました

のが摘果ミカンを何とか利用できないか。それと同時に産地でありますニンジン等

につきましても何らかの形で商品化できないかということで考えまして、県立鹿本

農業高等学校の方にご相談申し上げましたところ、たまたま本年につきまして、

８月頃行ったのですけれども、ちょっと時期を失したということもございまして、

なかなか商品化の話まではいかなかったということでございます。と申しますのが、

ミカンにつきましては酸味とかそういうのがありまして、なかなかその時期を逸し

ますとそういう取り組みができないということもございますので、まして農家の

方々にそういう摘果の未利用の分をお願いするということもできませんでしたので、

当初、お話だけに終わったわけでございます。 

 本年度につきましては、当初から計画いたしまして、今考えておりますのは、先

ほど申し上げましたミカンの摘果とかニンジンの出荷できない分、そのほかイノシ

シ等の駆除で何とか有効な商品開発ができないかというようなことで、当初の方か

ら年度内、まだ話はしておりませんけれども、そういう取り組みについて鹿本農業

高等学校の方と十分協議してまいりたいというふうに思っております。あわせて、

商品開発ではございませんけれども、城北高校の方も相談いたしまして、山鹿にで

きるようなメニューの相談等についても十分協議をやっていきたいというふうに思

っております。 

○議長（横手啓介君）   

 福田商工観光部長。 

［商工観光部長 福田憲之君 登壇］ 

○商工観光部長（福田憲之君）   

 まず、質問の１点目、企業誘致関係でございます。企業の用地の適地関係につき

ましては、平成18年度から調査を行いまして、本年度になりましてようやく東部工

業団地の方、１カ所に場所を絞ったわけでございます。農振除外関係につきまして

は、非常に国・県の関係もございまして厳しくなっております。そういう部分もご

ざいますが、平成18年度から山鹿市全域20地区から現在の１地区まで絞って計画を

いたしております。そういう部分もございまして、その東部工業団地につきまして、

一生懸命その農振除外、いろいろな部分においてできる検討をしてまいりたいと考
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えておりますし、もしそういう部分でできないところがございましたら、変更もあ

るかなと考えております。 

 また、プラザファイブ再生事業の進捗状況関係についてお尋ねでございます。い

つ着工ができるのかということでございますが、中心市街地活性化基本計画が昨年

11月に認定がございました。本年になりましてプラザ内にキーテナントが決定をい

たしました。残念ながらそのプラザ内のテナントリーシング関係が60％弱というの

が、現在のところでございます。一生懸命にプラザ関係の建替え組合、協同組合関

係でリーシング関係の作業を行っていただいておりまして、３月中にはその部分に

ついて75％、80％程度ぐらいまではなる予定と考えております。そういうところも

ございまして、まだ市の方から補助決定は行っておりません。補助決定は、一応

75％以上になりますと採算性関係、そういう部分がございますので、75％を超えた

段階で補助決定の方を打ちたいと考えております。また、着工関係につきましては、

現在の予定では３月中に補助決定を打ち、入札関係がございまして、４月に着工予

定を目指しております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 安全で快適な暮らしということで、高齢者の方の移動について例を挙げて、議員

ご質問ありましたけれども、こういった過疎地とか中山間地域の振興につきまして

は、市全体の均衡ある発展を図る上で不可欠だと考えております。市民一人一人が

どこに住んでいても同じ山鹿市民である実感を共有できるような一体感のあるまち

づくりを展開していかなければならないと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 少し、先ほどの答弁の中で私の４年間の反省の部分がマニフェストの中にも欠落

しているのではないかと、また今の答弁にも欠落しておったということでお答えい

たします。 

 あの中には、そういった反省の項目は挙げていないわけでございますけれども、

先ほど太田黒議員の質問にも答えましたように、いろいろなことを取り組んでまい

りましたけれども、本当に至らなかった点、本当に多かったなと、そのような反省

をいたしております。またただいまの森議員のご批判等々もしっかりといただきな
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がら、糧にしながら今後邁進していきたいと思っております。たくさんの課題、ま

た反省があったというふうに認識をいたしております。 

○議長（横手啓介君）   

 森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

 ３回目の質問をいたします。 

 私が高齢者や山間地で暮らしておられる若い世代のご夫婦、三世代とか四世代で

一緒に同居されているところは別にいたしまして、そういう方たちと今度の選挙の

際に、いろいろなところに行かせてもらってお話を聞くことができました。思いを

強くしたものですから、今回の質問をいたしているわけですが、ぜひここの、安全

で快適な暮らしを支える基盤づくりということで５点ほどマニフェストに掲げてお

られます。特に、コンパクトシティの考え方に沿った生活しやすい都市機能の充実

を図るということはまことに結構ですが、それとともに、地域とともに、地域でど

う暮らしていくのかということを絶対に忘れてはならないと思います。住み慣れた

家庭や地域で暮らすことのできるようにしていきたいという総合計画を掲げており

ますし、地域とともに支え合う暮らしづくりのマニフェストの５番目に、高齢者や

障害者がいきいきと安心して暮らせる地域づくりを進めます。ですから、都市機能

が充実を図られて、そこが暮らしやすくなれば、やはり住み慣れた家庭や地域を泣

く泣く見限って、都市の方に人が移動してしまうということになれば、過疎、ある

いは限界集落というようなことが歯止めがきかなくなる。大変難しい課題とは思い

ますけれども、均衡ある発展とご答弁がありましたけれども、なかなかそういう状

況にはなっていないというふうに思います。ぜひ、これからもっと高齢化社会に山

鹿市はなっていくと思いますけれども、それらの方々が住み慣れた家庭や地域でど

うやって生きがいを持って心豊かに過ごしていくことができるのか、そういうこと

に大きく心を砕いていただいた施策を打っていただきたいということをお願いした

いと思います。 

 今回も昼食休憩になりますのでここでやめますが、あと委員会などでも思いを伝

えていきたいと思います。 

 最後に、もう一度中嶋市長の方から、今申し上げたようなことについて、どうい
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う思いを持っているということを述べていただきたいというふうに思います。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの３回目のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 今ご指摘の、住み慣れた地域や家庭で市民の方々がしっかりと暮らしていかれる

ような、そういった山鹿市をつくってほしい、つくるべきであるというご指摘、全

く同感でございます。今、中心市街地の活性化等々、中心部の活性化策もいろいろ

な中で取り組んでいるところでございますけれども、それとともに周辺地域、また

農業・林業、農村地帯の活性化、活力、再生、そういったものがこの山鹿市の第一

番目の課題であると、いろいろな機会に申し上げております。そういった思いをい

たしております。 

 平成21年度、そういった面に力を入れながら重点的な施策、また対策を講じてい

かなければならないという、そのような思いを強くいたしておるということを申し

上げておきたいと思います。また、そういった方々の気持ちを受け取るような場、

そういった方にもしっかりと足を運びながら気持ちを、思いを共有しながら運営に

当たっていきたいと、そういうふうに思っております。 

 先ほど、反省の中で具体性にちょっと欠けていたという思いをいたしております。

いろいろな不祥事や交通違反がたくさんあったという思いがいたします。私を初め、

職員のそういった職務に当たる緊張感が非常に欠落していたというふうに強く反省

をいたしております。 

 そういった中で、市民の方々の不安や不満を持たせるようなことにつながったと

いうことを強く反省いたしております。また、いろいろな取り組みや施策を展開し

てきたわけでございますけれども、先ほどお話がありましたように、「合併したっ

ちゃ何も良かことはなか」というような声が出るような、そういった市民の方々の

思いに十分こたえることができなかったなと、そういったことが大きな反省であろ

うというふうに思っております。これらを糧にしながらこれから頑張っていきたい

と思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、森議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。 

 午後１時10分から再開いたします。 

午後０時06分 休憩 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時10分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により、永田紘二議員の発言を許します。永田議員。 

［17番 永田紘二君 登壇］ 

○17番（永田紘二君）   

 17番議員の永田紘二でございます。発言通告に基づきまして一般質問を２点行い

ます。１問目は有害鳥獣駆除について、それから２問目は方保田東原遺跡の整備計

画についてということをお伺いします。その前に、議会での答弁等の責任をしっか

り執行部は踏まえていただきたい。それも踏まえて、少しお尋ねをしていきたいと

思います。 

 まず、有害鳥獣駆除対策についてお伺いをします。これにつきましては、12月議

会で森議員から質問、提言、それから執行部の答弁がありました。これが議事録で

そのまま残っていたら困るなという点もあります。その辺も踏まえて４点ほどお尋

ねをしたいと思います。 

 まず１点目でありますけれども、森議員の質問の中、提言の中に、こういう言葉

がございました。イノシシの猟をするのに箱わなの設置ができるのは狩猟免許を持

った者であり、設置できる場所、それから捕獲範囲は自己の所有の畑なり森でなけ

ればいけない。そうでしょうかというご質問でありましたし、すなわち、自分の農

林地内だけに出没するイノシシに限るということでしょうかという質問があってお

りました。執行部からは全く答弁があっておりません。猟友会からちょっとお話を

いただきまして私はこういう理解をしております。 

 駆除の場合は、市町村長が有害の駆除の許可を出します。その許可を出す市町村、

すなわち山鹿市がイノシシのわなは自分のところしかかけられないという質問をさ

れて、「はい、そうですか」というような理解をされたと思います。私は駆除と狩

猟とは二つありますけれども、駆除の場合は山鹿市、市町村長が駆除の許可をおろ

します。すなわち、山鹿市で許可をおろした場合は、鳥獣保護区でも休猟区でも、

どこにでもわなは設置できると理解をしますし、狩猟の場合は県知事が出します。

熊本県下イノシシに限っては、保護区はだめですけれども、休猟区までわなの設置

はできるという理解をしております。はっきりしたご答弁をしていただきたいと思

います。 

 それから、２点目であります。非常に今イノシシがふえたと、平小城のそこまで

来よるばいたというお話も伺っていますけれども、以前からして捕獲頭数、平成19
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年度、昨年度でありますけれども、518頭という報告がされました。参考までです

が、平成16年度の鹿北だけでも500頭報告をされています。18年度、合併した翌年

の山鹿市でも990頭捕獲したという報告があっています。何で19年度だけ500頭まで

減ったのか、その内容等について、少しお尋ねをしたいと思います。 

 それから、３点目であります。これは森議員の農林業被害の状況について教えて

くださいという質問がありました。こういう答弁があっています。被害面積は41町

ぐらいだろう。それから被害金額は3300万円という報告があっております。この

3300万円という報告がどういう数字でどういう積み上げをして報告をされたのか。

3300万円に500万円も600万円も補助金を出す地域はないと思います。もう少し具体

的にどういう形で積み上げて報告したのか、その辺のご報告をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、４点目でありますけれども、20年度の有害鳥獣駆除対策事業費は570

万円であります。その内訳を教えていただきたい。というのは、事業費は570万円

だけれども、本当にイノシシを捕獲する捕獲量をふやすための委託料というのは大

体幾らぐらいこの中であるのかということであります。 

 この４点ですね、今日は議事録も持ってしっかり読み返してきました。正確なと

ころをちゃんとお示しいただきたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 有害鳥獣対策の１点目について、12月定例会における森議員の質問に対する答弁

についてお答えいたします。 

 12月定例会における森久雄議員の質問の中で、箱わな設置ができるのは狩猟免許

取得者であり、設置できる場所、捕獲範囲は、自己所有の農林地内となっています。

自分の農林地内だけに出没するイノシシに限るということでしょうか、という質問

がありました。改めてお答えいたします。箱わなの設置場所については、自己所有

の農林地内だけでなく、鳥獣保護区、公道及び神社境内など狩猟が禁止されている

場所以外で、他人所有の農林地内であってもその土地の所有者の許可を得、箱わな

の設置や狩猟が狩猟期間内は県下全域でできます。また、有害鳥獣捕獲許可による

狩猟は、捕獲のために許可された地域内であり、鳥獣保護区、休猟区も含まれ、そ

の土地の所有者の許可を得、狩猟ができます。 

 次に２点目でございますけれども、近年イノシシがふえていると言われているの

に、以前と比較して捕獲頭数が増加してないということについて、お答え申し上げ
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ます。 

 平成18年度より委託先である猟友会に対して実績報告書に写真の提出をお願いし

ていますが、委託頭数を超えた分の確認ができておらず、捕獲頭数が報告されてい

ない分もあると思われます。 

 次に３点目でございますけれども、被害調査についてお答えいたします。今まで

被害調査につきましては、有害鳥獣駆除申請書の被害状況により各作物の被害面積

を集計し、算出していましたが、山鹿市全域の被害状況までは把握できていなかっ

たと思います。そこで、全体的な被害状況を把握するため、昨年末に山鹿市全地区

に対して調査を行いました。その結果、被害面積は約70ヘクタールであり、被害が

多い作物としてタケノコ、クリ、水稲、ミカンなどであります。被害額につきまし

ては現在精査中であります。 

 次に４点目、20年度有害鳥獣駆除の委託料についてお答えいたします。平成20年

度有害鳥獣駆除経費の総額は570万円となっています。内訳の主なものといたしま

して、猟友会への駆除委託料が350万円であります。その他、電気防護柵設置補助

が180万円となっています。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員、了解ですか。 

○17番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

永田議員。 

［17番 永田紘二君 登壇］ 

○17番（永田紘二君）   

 ２回目の質問を行いたいと思います。今答弁いただきましたけれども、12月の答

弁の反省は全くありませんでした。3300万円の被害なんて何でそういう答弁をした

のかなと私は今に調査をしている範囲内であるという答弁でありましたので、少し

反省をしていただきたいというような気がします。設置場所でも、確かに他人の敷

地は許可がいるというお話でありましたけれども、今はほとんどそういう手法はと

られてなくて、ほとんど設置はされているだろうという理解をします。その中で、

今後捕獲等数をふやすための戦略等は何かあるのかなということについてお伺いを

したいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、報告漏れがあったと、結局捕れているけれども、報告がし

てないから何頭かわからないということでありました。それでは完全な有害駆除の

委託というのはできないだろうというような気がします。 
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 それから、先ほど委託料の内訳の話ですけれども、猟友会に350万円とお話をさ

れました。多分捕獲に対する予算は220万円だったと思います。ということは、500

頭捕って報告しても、1000頭捕って報告しても、猟友会の委託料は220万円から上

がらないということであります。そういうことで、本当に駆除の戦略が組めるのか

なというような気がいたします。余談でありますけれども、３月３日、熊日新聞で

ありましたけれども、天草市の３月議会の当初予算が上程された。その中に有害鳥

獣駆除対策に6090万円という予算を計上されたということが載っておりました。結

局、防護柵なりイノシシ捕獲の報償金なりに対して6000万円組んでいるということ

であります。それから松永部長、最近先進地有害駆除の勉強にも行かれたというこ

とをお聞きしていますけれども、早いうちにしかかっていかないとどんどんふえる

ばかりで、農作物の被害がふえてくるだろうというような心配をするわけでありま

して、早目に戦略を組んでいただきたいという思いであります。そういうもろもろ

を引っくるめて、今後の取り組みについて部長にお尋ねをしたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 捕獲頭数をふやすための今後の取り組みについてお答え申し上げます。先ほど20

年度の猟友会との委託料は350万円とご説明申し上げましたが、内訳といたしまし

て猟友会が有害鳥獣駆除に当たっての必要経費が130万円、イノシシの委託頭数を

500頭と見込み、１頭当たり単価を4000円とした、いわゆる頭数割として220万円と

なっております。今後の取り組みにつきましては、農作物の被害の実態、市議会か

らのご提言などを十分参考とし、より効果的な駆除対策に努めてまいります。その

対策としましては、第一に、捕獲単価の見直し、第二に捕獲組織の育成・強化を図

り、捕獲頭数の増加につなげていきたいと考えております。さらに、被害が発生す

る前に捕獲等ができる予察捕獲の導入や、県などに働きかけ福岡、大分、熊本の

３県による合同一斉捕獲の回数をふやすなどして有効かつ効果的な捕獲を行いたい

と思っております。猟友会による駆除の範囲の問題につきましては、今後十分猟友

会と協議してまいりたいと考えております。 

 また、捕獲したイノシシ肉の処理等につきましては、猟友会の方々と五木村を視

察したところであります。今後イノシシ肉の有効活用に向けて検討してまいりたい

と思います。特にこの３カ年を重点施策として、有害鳥獣対策に取り組んでまいり

たいと思います。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   
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 永田議員、了解ですか。 

○17番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員。 

［17番 永田紘二君 登壇］ 

○17番（永田紘二君）   

 松永部長がしっかり、ここ３年間で頑張っていきたいという決意を申されました。

一つだけお願いをしておきたいと思います。駆除の山鹿市における区域というお話

がされましたけれども、今猟友会では、多分鹿北の猟友会は鹿北だけ、山鹿の猟友

会は山鹿だけ、鹿本の猟友会は鹿本だけという区域を線をつくっていると思います。

どうしてもやはり鹿北から菊鹿に逃げるイノシシもおるわけですから、全域、全猟

友会のメンバーの皆さん方が駆除できるような形を猟友会と相談していただきたい

と思います。 

 それから、２問目の質問に移りたいと思います。方保田東原遺跡の整備計画につ

いてお伺いをしたいと思います。何度も質問をしますけれども、先ほどちょっと触

れました議会答弁における責任、それに対する考え方の整理等、しっかりと踏まえ

ていただきたいということを捉まえながら地域の皆さん方から「東原は本当に、今

からどがんなるとだろうか」という不安の声がたくさんあります。それを踏まえて

質問をしていきたいと思います。 

 まず、20年度の進捗状況でありますけれども、出土文化財管理センターの前の農

地、宅地を今回買収されました。無事に終わったようでありますけれども、その内

容等について、またその成果がどういうものであったかということをお尋ねしてい

きたいと思います。特に、今イベント等をたくさんやっておられるようであります。

各地からいろいろな問い合わせがあっているということでありますけれども、その

内容等について、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 永田議員の方保田東原遺跡の整備計画のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、20年度の進捗状況についてお尋ねでございますが、用地買収につきまして

は、おかげをもちまして地域の皆様のご協力によりまして国庫補助事業として終了

いたしましたことをご報告申し上げたいと思います。総予算は3641万4000円で、面
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積が約3000平米でございました。今回出土文化財管理センター入口前が買収できま

したことで、見晴らしもよくなりましたので、遺跡の保存整備が大変しやすくなり、

活用の幅が広がるものと期待を申し上げているところでございます。 

 それから、２点目の内外に遺跡の価値を周知することが遺跡の保存につながると

いうご指摘につきましては、昨年５月に地域のさまざまな団体の皆様によります方

保田東原応援団を結成していただきまして、20年度は遺跡を活用したさまざまなイ

ベントを実施していただきました。そのほかにも大道小学校の子どもたちによるラ

ンタン祭り、方保田地域の方々による古代の米つくり、大道公民館講座の方々によ

るコンサートなど、遺跡の魅力をアピールしていただき、大変盛り上がりができて

きているというふうに考えております。また、『国家の品格』の著者の藤原正彦先

生が山鹿読書振興大会での講演においでになりましたときに関心を持っていただき

ましたので、遺跡をあわせてご案内させていただきました。また、九州財務局長が

出土文化財管理センターに展示しております方保田東原遺跡からの出土品を県内の

ベストスポットとして大きく評価いただいた新聞記事が出るなど、地域の盛り上が

りと情報発信ができまして、遺跡に対する周知が図られつつあるというふうに考え

ております。 

 さらに、先ほどもお話がございましたけれども、市外のお客様から市民の方に方

保田東原遺跡はどこにあるのかというお尋ねがふえてきたというふうにもお聞きし

ております。大変ありがたく思っているところでございます。今後とも、市民の皆

様とともに保存活用と整備、並びに遺跡についての周知に努めてまいりたいという

ふうに考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員、了解ですか。 

○17番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員。 

［17番 永田紘二君 登壇］ 

○17番（永田紘二君）   

 20年度の取り組みについては、おおよそ理解をさせていただきました。今年度に

住民の皆さん方に対する説明会、10月にあったと思いますが、内容はどういうもの

であったのか少しお尋ねをしておきたいと思います。と申しますのは、当初、18年

度に指定をいただく前から地域の皆さん方との説明会、たくさんやられております

けれども、特に今回10月のものにつきましては大事な説明会だったと思いますので、
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内容等、どういう結果であったのかお伺いをしたいと思います。 

 それから、今後そういう説明会なり情報の発信等のお考えがあるのか重ねてお伺

いをしておきたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 ２回目のご質問、住民説明会でどのような整備計画を説明したかというご質問に

お答え申し上げます。 

 これまでの経過といたしまして、19年度後半から20年度にかけまして庁内関係の

10課によります方保田東原遺跡の整備についての庁内検討会を設置いたしました。

その後、半年かけて検討を重ね、報告書を取りまとめ、それまでの遺跡の保存優先

から発掘・整備・活用を中心に進める方向を転換いたしました。その基本方針に基

づき、遺跡整備基本計画書を作成して、政策調整会議の審議を経て策定をいたした

ところでございます。あわせて遺跡の適切な管理を行うための基本方針を定めまし

た保存管理計画書を策定し、20年度事業計画とともに整備計画や保存管理計画書の

概要についての報告を行うため、用地交渉のめどが立ちました10月23日に地権者説

明会を開催いたしました。この中では、方針転換等につきましても大変厳しいご意

見もいただいたところでございますけれども、20年度の国庫補助事業による用地買

収のめどが立ちましたので、当面農地を優先し、既存公園に接する３地区を対象に

３年から５年のローリング方式での整備を行う方針で、事業が動き始めましたとい

うことをご報告させていただいたところでございます。また、当日ご出席できなか

った皆様には、１軒１軒戸別に訪問してご説明をさせていただきました。 

 次に、今後の説明会でございますけれども、ご指摘のように、前回の説明会では

資料の不足もございまして、全体の計画が大変わかりにくかったというお話も伺っ

ております。次回はお配りしたものよりもさらに詳しい概要版等を作成して20年度

の成果と次年度の計画について決定した段階で説明会を開催するよう計画したいと

考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員、了解ですか。 

○17番（永田紘二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 永田議員。 
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［17番 永田紘二君 登壇］ 

○17番（永田紘二君）   

 ３回目の質問をさせていただきます。極端に言いますと、21年度以降の整備計画

の予定についてお伺いをしたいと思うわけであります。20年度に動き出しまして、

今後どのような整備計画で行われるのか、また具体的に21年度どういう事業を取り

組んで行かれるのかをお尋ねしたいと思いますし、重ねて今後の整備計画などを地

域の住民、結局地権者の皆さんでありますけれども、納得していただけるような説

明会にするため、説明会の内容等をしっかり踏まえてほしいというお願いをしたい

わけであります。なぜならば、10月23日に説明会をされました。地権者の皆さん方

おおよそお集まりでありましたけれども、レジュメの口頭説明でありました。具体

的な資料は全くありませんでした。そういう説明会で納得していただいたという表

現が、非常に私としては不満であります。 

 それから、先ほど遺跡整備基本計画を作成したとありますけれども、その作成し

たものについてどこに出されているのか。地権者の皆さん方にも示してあるのか、

議員の皆さん方にも、また委員会等にも、そういう策定した資料を本当に出してあ

るのかということであります。 

 それから、遺跡内での規制緩和、10月のときにいろいろ規制緩和をしてくれとい

うご要望もあったようでありますけれども、規制緩和を内部で整理して文書をつく

って個々に配付をされております。その配付の仕方もちょっと疑問を持つのですが、

その中で規制緩和をしたがゆえに農地に建築許可がいるような農業倉庫をつくりた

いと進んでいる状況にあります。本当に、ほかの人たちが、「それならおれも家を

建てようか」という話も出ているところでありまして、非常に地域の皆さん方の不

安、それから行政に対する不信、非常に高まっているところでありまして、それが

ゆえにしっかりした施策をもって検討会、説明会をしていただきたいという気がす

るわけであります。なぜなら、18年度に国の指定８ヘクタールをもらうときに、地

権者の皆さん方の説明会は３回も４回もやられています。そして、具体的に数字を

示されました。固定資産税はただになるですばい、農地は５年ぐらいで全部買うで

すばい、宅地の移転するときは補償費を出しますよと、そういうもろもろを明確に

提示しながら説明したはずなのに、途中の説明会では資料もない、市としての戦略

のこれという戦略の変わったことの明示もされてない。これは本当に大事なことだ

と思いますし、最後に、これはぜひともはっきりした施策を打ち出して地権者の皆

様方に納得していただけるような検討会にしてほしいということをお願いしたいと

思います。 

 それから、最後になりますけれども、今日新しい教育長として杉本教育長、ご就
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任いただきまして、ここにご出席でありますので、少しお願いなり希望なりご期待

なりを申し上げたいと思います。 

 先日、全員協議会で教育長、ごあいさつがありました。学校教育に関して強く語

られました。幼・保・小連携のお話もありましたけれども、学校における教育の重

要性は申すまでもありませんが、今、最大のプロジェクト、課題は学校規模適正化

や耐震化など教育委員会の果たす役割は大変重要なものがあると考えます。特に文

化面では、今、方保田東原の質問をしておりますけれども、八千代座なり隈部館な

り鞠智城、全国に誇れる文化財が山鹿市には点在しているわけでありまして、その

保存や活用はもとより芸術文化の振興、大事な政策だろうと思います。また社会教

育におきましては、少子高齢化が進む中で、地域のコミュニティづくりのための市

民生活に密着した公民館活動、読書推進活動、生涯学習講座、山鹿人生大学、人権

教育、そして社会問題化している青少年の健全育成などさまざまな施策も必要であ

ります。さらに社会体育では、生涯スポーツの推進や地域スポーツクラブの育成、

身近にスポーツを楽しみながら市民の健康増進を図ることが今重要となっていると

考えます。また各種スポーツ大会の開催を誘致し、山鹿にお客さんをたくさん呼ん

で、山鹿の活性化も図れるものだと思います。 

 そういう意味からして、教育行政は大変幅広く各施策の推進、これは私が申すま

でもありませんけれども、子どもたちから高齢者に至るまで市民全体に至るものが

あり、教育行政のみならず福祉、商工、観光振興、市民生活の全体にかかるもので

あると思います。このように教育委員会の果たす役割の重要性をご認識の上、教育

行政全般の推進に今後ご尽力いただきますようにご期待を申し上げながら、私の一

般質問を終わりたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 永田議員の３回目のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、今後の整備計画につきましてでございますけれども、これまでもご説明は

しておりますけれども、遺跡をまずブロックごとに分けまして最短３年から最長

５年のスパンでのローリング方式で行う予定でございます。例えば５年であれば

１年目で遺跡の公有化、２年目と３年目で整備のための発掘調査を行い、４年目は

調査の結果に基づき整備計画を立て、５年目で整備を行うという計画をいたしてお

ります。この計画に基づきまして、20年度は用地買収ができましたので、これを足

がかりに発掘調査によって大きな成果が上がるものと期待しております。期待され
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た成果が出ますと最短でのローリングにより加速する必要があるとも考えられます

ので、今後ともご理解とご支援をお願い申し上げたいと思います。 

 また、文化庁も推進しております市民参加型の発掘調査の方式も検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 ２点目の21年度につきましては、現在予算要望の時期となっておりますが、整備

計画に基づきまして、次のステップとして国庫補助事業によります発掘調査ができ

ればというふうに考えております。今後、次のステップによる発掘調査で方保田東

原遺跡の新たな魅力ある出土品が発見され、全国に情報発信ができるのではと期待

を持っているところでございます。 

 今後の説明会の開催につきましては、昨年の説明会の反省を踏まえまして直ちに

欠席された方への個別の報告をし、さらに現在内部打ち合わせをしていた資料も不

足しておりましたので、早急に取りまとめてわかりやすい概要版の資料作成を指示

いたしておりますので、あわせて補足資料等も整理して地域住民の皆様にご理解い

ただけるような説明会を開催したいというふうに考えております。どうぞよろしく

お願い申し上げます。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

 山鹿市の教育行政の施策を総合的に推進してほしいという永田議員のご質問にお

答えしたいと思います。 

 ご質問の中で申されました教育委員会の重要性につきましては、十分認識いたし

ております。教育委員会では生涯学習社会を目指すため「限りない夢を抱き、心豊

かにたくましく生きる人材の育成」を教育目標に掲げており、既に山鹿市教育基本

計画を具現化し、学校教育、社会教育、文化財保護、芸術文化、社会体育等各分野

においてソフト・ハード両面の各種施策を積極的に推進しております。教育行政は

各分野にもつながる総合的な推進であり、ひいては山鹿市が掲げる「まほろば創

生・人輝く温もりの都市やまが」この実現に一歩近づくものと考えております。議

員ご指摘のように、幅広い所管の中身を早急に把握するとともに、各分野との連携

を取り教育行政の分野における各種施策を総合的に推進し、市民の負託にこたえる

よう精いっぱい努力してまいります。議員各位におかれましてはどうぞご理解の上、

ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、永田議員の一般質問は終了いたしました。 
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 次の通告順により、原徹議員の発言を許します。原議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

 12番、日本共産党の原徹です。私は一般質問を４問一括方式で行います。執行部

の明快な答弁をお願いしておきます。 

 まず、第１問は、職員の人事異動について質問いたします。３月は人事異動の月

であります。私自身、37年間の教職歴の中で７回異動しました。その中で１回だけ

全く予期していない異動によって、大変苦しんだことがあります。予期しなかった

異動によってストレスが蓄積し、私の顔面が歪み、１カ月間毎日市立病院の麻酔科

で首筋に注射を打ちながら治した経験があります。このように異動というのは非常

に神経を使うと思うわけです。公正・公平で本人の希望が可能な限り生かされた人

事が行われるかどうかは、職員の勤労意欲と同時に市民サービスに大きな影響を与

えると考え、この人事問題を取り上げるものであります。本年度も多数の退職者で

大規模な異動が予想されておりますが、３点質問いたします。 

 １点目、本市の場合、異動細則、異動基準、ルールと言ってもいいと思いますが、

その異動細則が設けられているのかお尋ねいたします。熊本県の義務制の教職員の

場合、管理職以外は同一職場勤務は７年、新規採用は３年という、こういうルール

がありまして、それに基づいて行われてきておりました。ところが私がまだ若い頃

の40年ほど前は、そのようなルールがなくて、同一職場に10年以上も居座る人がお

るかと思うと、１年で異動させられる人もいて、大変不公平で不明朗な情実人事が

はびこっていたと思います。 

 ２点目です。どのような手順、作業で異動が決まるのか。職員の異動希望はとら

れるのかどうかをお尋ねしておきます。 

 ３点目、同一課、同一職場に連続勤務している職員の最長年数は何年でしょうか。 

 次に、今回の市議会議員選挙で市民の間から強い要望が出されていた三つの問題

について質問いたします。 

 ２問目です。国保税の引き下げについて。日本共産党山鹿市委員会は、昨年度末

市民アンケートを実施しました。300通を超えるアンケートが返ってきましたが、

国保税に関する市民要求は非常に強いということがわかりました。山鹿市の国保税

について、高いと答えた人が24％、とても高い53％、合わせますと77％にも達して

おりました。そして、次のような意見が寄せられております。「一つの家族に後期

高齢者医療保険料と国保税、これはあまりにも重税である」またある人は、「山鹿

市が悪代官に見える。３人家族ですが、７月７万3000円、８月以降１月まで６万

9000円です。いつも納入の仕方で家族の和が壊れてしまいます。」「山鹿市民にな
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って８年、以前住んでいた愛知県は山鹿市よりも安かった。」「働いても働いても

生活が厳しく追いつめられ、国保税がとても高く感じる」「12月にリストラで失業

しました。国保に入ったが、納入通知書を見てあまりの高額に唖然としました」

「私は社会保険に加入しているが、仕事上、国保税の計算をしている。国保税は本

当に高いと思う」このように、市民は国保税の高さに悲鳴を上げているといっても

過言ではありません。 

 平成19年度の国保基金は10億5300万円となっており、県下でも断然トップの基金

率であります。一昨年の６月議会で私は１世帯２万円の引き下げを要請しました。

２億円あれば可能であり、それを実現してもまだ８億5000万円の基金が残ることに

なります。市民の切実な願いに答えるために引き下げるべきではないでしょうか。 

 ３問目は、子育て支援サポート体制についてであります。山鹿市の人口は年々減

少し、合併当時６万60人だったのが、２月28日現在５万8204人となっております。

４年間で1856人、年間平均464人が減少していくという状態であります。本格的な

少子化社会を迎え、山鹿市総合計画には健やかな子どもの育成を掲げて、子育てサ

ポート体制の充実として保護者のニーズを的確に把握し、利用者の立場に立って保

育サービスの提供を促進すると、このようにあります。私はこの基本計画に山鹿市

の現状を踏まえ、市民の立場に立ったものとして大いに注目しています。 

 そこで質問しますが、保護者のニーズとはどんなことであるか。どのように把握

されているかをお尋ねします。 

 ４問目は、市民会館建設。山鹿市民会館はいすを上げたり出したり引っ込ませた

りしなければなりませんので、文化ホールという名前を付けさせていただきます。

山鹿市文化ホールについて、プラザファイブの再生事業で市民会館がなくなり、市

民が大変不便を感じております。山鹿市には幾つかの合唱サークルがありますが、

菊池市や植木町などの施設を使って発表会を行っているとのことであります。代替

施設としての八千代座は、芝居用の建物なので合唱のとき自分の声が観客の方に行

ってしまって聞こえず、どの程度の声を出していいのか大変難しいということであ

ります。またピアノを置いておくスペースがなく、ピアノを運ぶだけで10万円の費

用がかかるとのことです。市民から合併して６万都市となったのだから、文化ホー

ルをぜひつくってもらいたいとの声が数多く寄せられております。 

 質問します。山鹿市文化ホールの建設計画はあるのかどうか、お答えください。 

 １回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 
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○総務部長（池田永実君）   

 一般質問の１問目、の職員の人事異動についてお答えを申し上げます。毎年度の

異動方針につきましては、次年度の組織改編も含めまして12月までに方針を策定し、

その方針に基づき人事異動案の作成作業に入っております。異動細則につきまして

は、書面による基準は定めておりませんが、新規採用職員については３年で再配す

ることとしております。また、人事異動案を作成する際には、職員本人の勤労意欲、

所属の方針を酌み取るシステムがございます。まず10月に全職員から自己評価に上

司の評価を加えた人事評価記録書と人材育成希望調書、いわゆる人事異動希望調書

を提出させます。その後11月に各部長及び総合支所長と協議を行いまして、異動方

針をもとに異動案の作成をしているところでございます。 

 それから、同一課における勤続年数の最長年数につきましては、管理職員で23年、

一般職員で16年となっております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 原議員のご質問についてお答えいたします。 

 当市の国保税につきましては、合併に伴い不均一課税だったものを平成19年度ま

でに段階的に統一改正を行いました。また平成20年度においては後期高齢者支援分

の創設に伴う調整改正を行っております。なお、基金につきましては、合併時の持

ち寄りや18年度の決算状況がよかったこと、剰余金積立等の効果により確かに増加

いたしました。しかしながら、19年度決算におきましては９月議会でご審議いただ

きましたように、実質収支は約３億2800万円の黒字ですが、前年度繰越分を除く単

年度収支は約２億300万円の赤字であり、基金積立や取り崩しを除いた実質単年度

収支も約４億500万円のマイナスとなっております。これは過去の剰余金を使い果

たしたということを意味します。なお、今後もこのような状況で推移すれば、基金

額も減少していくものと考えておりますが、本年度から後期高齢者支援金や前期高

齢者交付金の創設など、国におきまして保険財政における大幅な調整制度の改正が

行われており、その影響がなかなか見込めない状況でございますので、今しばらく

財政状況を見極めていきたいと考えております。 

 次に、一般質問の３問目、子育て支援サポート体制についてお答えいたします。

子育ての支援を行っていく上で保護者からのニーズについてどのように把握してい

るのかというご質問ですが、保護者からのニーズの把握につきましては、子育て支

援の施設であります保育園、子育て支援センター、つどいの広場、児童館や病後児
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保育室などを利用している保護者の方から、個々にご意見やご要望をお聞きするこ

ともございますし、次世代育成支援行動計画推進協議会において委員の皆様方から

ご意見を伺うこともございます。ご質問の子育て支援に関しまして、平成20年度に

おいて、子育て家庭の保護者を対象にニーズ調査を実施いたしました。この調査は

平成22年度から26年度までの後期次世代育成支援行動計画の策定に際しての事前調

査でございます。この調査の集計や分析につきましては、21年度に実施することと

しておりますので、現時点では詳細な子育てに対する保護者のニーズの把握につい

ては、後期次世代育成支援行動計画の策定に向けたこれからの作業と考えていると

ころでございます。以上、ご答弁終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 質問の４問目、市民会館、文化ホールのご質問にお答えいたします。市民会館、

文化会館等、いわゆる文化ホール的施設の建設につきましては、当市の課題事業の

一つでございます。しかしながら、現在におきましては他の優先すべき喫緊の課題

事業がございますので、議員お尋ねの再建計画について具体的な計画はございませ

ん。市民会館の代替施設につきましては、既存の八千代座、総合体育館、グリーン

パルス、ひだまり等のご利用をお願い申し上げます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 原議員、了解ですか。 

○12番（原 徹君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 原議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

 ２回目の質問をいたします。 

 文書での異動細則、ルールは作成していないとのことですが、およその基準とい

いますかルールを設けないと、同じ課での勤務年数に格差が生じるのではないでし

ょうか。事実、これまで仕事はしっかりしていると思われる職員の人が１年で異動

させられた事例があります。その職員は、「希望していなかったが、新しい課に異

動になった。よし勉強してまた頑張るぞと気持ちを一新していたら、翌年にはまた

次の課に異動させられた。なぜ１年で異動になったのかわからない。」と、大変不



- 75 -   

満そうな顔で語っていたのが私は印象に残っております。こんな職員がいる一方、

答弁にあったように23年間も同じ課に連続勤務している職員もいるわけです。これ

では公平な人事異動と言えないのではないでしょうか。20年以上も同じ課で働いて

いたら業者との癒着も生じてくる心配はないのでしょうか。確かに職種や部署によ

って同一視できない面もあります。一定の異動ルールが必要ではないでしょうか。

基準があれば、このような不公平な人事異動は生じがたいわけであります。また異

動内示を早めて本人の希望と全く異なった基準外の異動、特別の異動といいますか、

そういうやむを得ず行われなければならない異動の場合には、きちんと説明するな

ど、血の通った人権尊重の人事を目指すべきではないでしょうか。お答えください。 

 ２問目の国保税についてです。単年度収支は赤字で基金は減少し、国保会計は逼

迫するとのことでありますが、これだけ高い国保税なのになぜ赤字財政になるのか

わかりません。19年度の国保税滞納世帯は2348世帯で、滞納率は23.6％、熊本市に

次いで２位であります。つまり100世帯のうち20世帯が滞納しているという状況で

あります。あまりにも国保税が高すぎて払いたくても払えない世帯がふえていると

いうことではないでしょうか。滞納者が多いから健全財政にならない。したがって

また税を上げる。これではイタチごっこになります。税を引き下げて、みんなが払

えるような国保税にすべきではないでしょうか。 

 ３問目は、子育て支援です。保護者のニーズについては現在集計中とのことであ

りますが、余りにも取り組みが遅いと私は思うのです。保護者の願いがどんなこと

かを的確に把握しない限り積極的な対策がとれないと考えます。先ほど紹介しまし

た日本共産党山鹿市委員会の市民アンケートから保護者の子育て支援の切実なニー

ズとして次の５点を挙げることができると私は思いました。１点目はこれまで何回

も取り組んでこの場で取り上げてきました乳幼児医療費の病院窓口完全無料化、つ

まり現物給付であります。２点目は、医療費無料化の対象者拡大、つまり今小学校

に入る前までですが、これを４年生、６年生まで拡大してくれという要望です。

３点目は、市立病院に常時小児科を設置してくれ。４点目が、市立病院に産婦人科

を設置してくれ。５点目が保育料の減額であります。市立病院に常時小児科を、そ

して産婦人科を設置するということは、医師不足という現状から国の医療政策が変

わらないと山鹿市だけで解決することは困難であります。しかし、子どもの医療費

助成事業は、その気さえあればすぐにできる事業であります。熊本日日新聞に、

「はいこちら編集局」というコーナーがございます。２月28日付に山鹿のことが出

ていました。菊池市が子どもの医療費を小学校６年まで無料化する、条例改正案を

発表したという記事が載っていました。「私が住んでいる山鹿市は医療費が無料な

のは小学校入学前までなんです。孫が４月から小学生ですが、息子夫婦は、菊池市
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がうらやましか、と話しています。不景気で子育て世代の息子たちの給料では、病

気をしやすい子どもたちの医療費負担は大きいのです。ぜひ山鹿市も菊池市の政策

を見習って無料になる年齢を拡大してほしいです。子どもがどんどん少なくなって

いますから、子どもを大事にする市になってほしいと思います。山鹿市、パート57

歳の女性」と。こういう編集局に電話がかかっているようです。熊本日日新聞２月

25日付を見ますと、県北版に大きな見出しで「小６まで医療費無料、菊池市が対象

拡大提案」とあり、現在の小３までの対象を小６まで拡大するとの記事であります。

また次の26日付には、合志市が、「２億2051万円をかけて医療費の無料化を小３か

ら小６まで拡大する」と報道しています。 

 市長に質問いたします。先ほども指摘しましたように、総合計画には保護者の多

様な保育ニーズに対応し、安心して子どもを生み育てるための子育て環境づくり、

利用者の立場に立った保育サービスを促進するとあります。子どもの医療費助成の

対象者年齢を拡大して、できれば小学校３年、さらには小学校６年まで拡大して保

護者の願いにこたえ少子化対策に役立てるべきだと思いますが、市長の見解を伺い

たいと思います。 

 ４問目は、市民会館、すなわち文化ホールについてです。代替施設を利用してく

れというならすぐ使用できるように設備を整えておくべきではないでしょうか。既

に市民会館は使用できなくなっているのに、いまだにグランドピアノはそのまま置

いてあります。反響盤が設置してある菊鹿町のグリーンパルスが市民会館の代替施

設であればピアノも早々に移送・配置しておくべきではないのでしょうか。 

 質問します。１点目、グリーンパルスにはいつまでにピアノを配置されるのか。

２点目、市長にも文化ホール建設について質問しておきたいと思います。広報やま

がでも紹介されていますように、山鹿市少年少女合唱団の定期演奏会が３月29日に

開かれます。山鹿市の合唱団の定期演奏会なのに、会場は菊池市文化会館です。全

国大会で常時優秀な成績を収めております山鹿小・山鹿中学校の合唱部の児童生徒

を中心に構成された合唱団なのでレベルの高い演奏が期待できるわけです。したが

って、会場も設備の良い菊池市文化会館を選定されたのだろうと思います。本来な

ら、山鹿市少年少女合唱団なので、地元の山鹿市で演奏を開きたいわけです。しか

しそれができないという異常な状態にあります。山鹿市に文化ホールがなければい

つまでもこのような状況が続くわけであります。 

 確かに、即山鹿市文化ホール建設は、財政上から見て困難であります。しかし、

このままの状態をいつまでも放置できないのではないでしょうか。先ほどは全く考

えていないというような大変冷たい、夢のない答弁でございましたが、市長に文化

ホール建設の展望についてお伺いして、２回目を終わります。 
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○議長（横手啓介君）   

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後２時11分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時24分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 人事異動について、２回目のご質問にお答えいたします。 

 市の業務は非常に多岐にわたっております。また近年は特に専門性を求められて

おります。このため、同一課勤務年数の長短につきましては、特殊な技術や経験を

積まなければならない部署もあります。そのため、特定の職員の同一課での勤務年

数が長くなる状況が生じておりますことは現に承知をしております。ただ、職員個

人のことを考えますと、過度の長期在籍には問題がございますので、後継者育成の

観点からも計画的な人員配置に努め、同一課在籍年数の基準を定めたいと考えてお

ります。 

 次に、希望と異なる異動となった場合の職員への説明につきましては、個人の異

動希望を十分尊重しながらも組織の必要性や適材適所などを考慮した上での異動で

ありますので、個々の説明まで行うことは考えておりません。市職員として当然の

ことながら異動の有無にかかわらず、その部署で全力を尽くす使命感を持ってもら

いたいと思っております。 

 次に、内示の時期につきましては、かなり以前には前日ということもあっていた

ようでございますが、今は四、五日前には行っており、職員の異動に係る負担の軽

減に努めているところでございます。なお、職員の人事異動につきましては、多か

れ少なかれ不満はつきものであると思っております。午前中にも職員の不祥事のこ

とが取り上げられておりましたが、職員は与えられた中で自分の職責を果たすこと

が最も大事なことであると思いますし、そのことが自分自身の信頼にもつながって

いくものと思います。 

 原議員のところにも人事についてのそういった不満の声が伝わることがあるかと

思いますが、そのときはまずは担当課の職員課へ、また私のところでも結構でござ

いますので申し出るようなご指導をぜひお願いしたいと思います。ちゃんと聞く耳

は持っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 原議員の２回目のご質問にお答えいたします。 

 まず、平成19年度の国保財政の単年度収支が赤字になった理由としましては、第

一に医療費等の保険給付費の増加があります。対前年比4.8％増、約２億1300万円

の増加であります。また老人保健拠出金など各拠出金が、対前年比20.9％の増、約

４億4500万円が増加しております。これらの歳出の増加に対しまして、国庫補助な

ど特定財源は伸び悩んでおりまして、差し引き保険税で賄うべき額の合計は、対前

年比18.8％増、約２億5800万円が増加しております。このため、当年度の歳入で賄

うことができず繰越金や基金取り崩しにより収支を確保したということでございま

す。国保財政は、インフルエンザの発症など医療費の動向に大きく影響されますし、

その医療費関係での支出、収入も、１年後や２年後に確定清算される仕組みでござ

いますので、平成20年度以降の財政状況については、大幅な制度改正がなされた初

年度でもあり、なかなか見込めない状況でございます。１回目のご質問でもお答え

しましたように、もうしばらく財政状況を見極めたいと考えております。 

 なお、平成20年度から後期高齢者制度の創設により、75歳以上の方は独立して国

保税から後期高齢保険料となりましたが、平成19年度と平成20年度の世帯合算での

保険税負担の比較は、１世帯平均では6300円ほどの軽減の見込みであります。75歳

以上の方がおられる世帯については、保険負担の軽減がなされたと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 市民会館のピアノの移設についてお答え申し上げます。 

 現在市民会館はピアノ、いす、その他多くの備品の整理をしております。グリー

ンパルスへのピアノの移設につきましては、３月18日を予定しております。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 原議員の一般質問の３問目、子育て支援サポート体制についての２回目のご質問

にお答えいたします。 
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 乳幼児医療費の助成対象年齢の引き上げについてのご質問でございますが、山鹿

市におきましては、合併前に各市町で対象年齢や自己負担額を設けるなど、異なっ

た運用を行ってきましたが、平成17年４月から通院・入院ともに対象年齢を小学校

就学前までに引き上げ、事業を実施してきたところでございます。その後４年を経

過したわけでございますが、これまでの事業の内容や実績などを検証し、今後の事

業展開へとつなげていきたいと考えております。 

 もう１点の、市民会館の建設についてのご質問にお答えいたします。先ほど、担

当の方でご答弁申し上げましたように、今優先して取り組まねばならない事業とし

て、プラザファイブ再生、学校再編・耐震化、産業の振興、過疎対策、新庁舎建設

等がございます。議員お尋ねの大規模な文化施設の建設につきましては、既存の施

設とのすみ分けをしっかりと図りながら、検討してまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 原議員、了解ですか。 

○12番（原 徹君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 原議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

 それでは、順序を入れ替えますが、国保税についてですけれども、国保税で多く

の国民が苦しむというのは、1984年に自民党政府が国民健康保険法を改悪して国か

らの補助を減らし、その分運営主体の市町村に負担を押しつけてきたこと。さらに

は構造改革の名で小泉政権以来、自民・公明政権がとりつづけている社会保障費を

毎年2200億円ずつ削減していくという、こういった政治方針に最大の原因があると

いうことを考えるわけです。答弁ではさらに保険財政における調整制度の大幅な改

正が行われその影響が見込めないので、財政状況を見極めたいとの答弁でありまし

た。３月末には大量のリストラで失業者がさらにふえ、国保加入者の加入もふえる

ことが予想されます。今後、国の悪政から市民を守るという立場でぜひ引き下げに

取り組んでほしいということをお願いしておきます。 

 次に、子育て支援についてでありますが、いつもの市長答弁とは違いまして、検

証するという答弁をいただきました。ということは、前向きな積極的なご答弁だと

私は受け取りたいわけであります。私が知っているお母さんに、大体育ちが山鹿だ

ものだから、菊池にいたけれども、１年生の子どもがいるのですが、菊池から山鹿

に帰ってきたお母さんがおられます、ふるさとに帰りたいということで。ところが
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先ほど新聞で紹介したように、菊池は子どもの医療費としてだんだん対象者を拡大

している。だから、菊池の方が子育てしやすいから移転を考えると、そういうお母

さんもおられるわけです。今の市長答弁を伝えて、ぜひ山鹿に残ってもらえるよう

私は説得したいというふうに思います。６月議会を楽しみにしております。 

 次は、文化ホール建設についてですが、長年の夢であります。そのための寄付金

も寄せられ積み立てられていると思います。私も35年ほど前に子ども劇場、映画鑑

賞サークル、文化協会あるいは合唱サークルなどと一緒になって文化会館建設の署

名運動を大展開したことを覚えております。それが今はもう八千代座のイベントの

ときの大駐車場になっておりますけれども、一応土地だけは購入したわけです。何

とか６万市民が夢を持てるように今後計画をぜひ立てていただきたい。また、旧

４町の市民の方からは、植木もあるのだから６万市の山鹿にないのはおかしいとい

う声は多いわけであります。これもお願いする以外にありません。 

 最後に、人事異動について質問いたします。この職員の方は私に訴えたわけでは

ないのです。日ごろの対話で、「あら、もう帰ってきたのですか」と、こっちの課

に、「またこっちにこられたのですか。前の課は何年おられたのですか」と言った

ら「１年です」と。「あら、またこっちですか」と、そういう対話であったのです

が、私は先ほど言ったようにこの異動については大変痛い目にあっていますので非

常に注目しているわけです。「ああ、山鹿市の人事異動は大変遅れているな」と日

頃から思っておりました。池田部長になられたので、池田部長なら解決してくれは

しないだろうかと思って、この本会議で問題にしたわけです。早速基準を定めたい

というご答弁でした。ぜひお願いしたいと思います。 

 なお、基準に準じない特別の人事異動の場合の説明は不要とのことでありますが、

これも公務員だから指示があればどこに異動しても勤務に励むことは当然でありま

す。しかし、先ほどの特例として、なぜ１年で異動させられたのかが不明で納得で

きないと、こういった特別の場合にはきちんと説明してやるというのが本筋ではな

いでしょうか。そのことが始めに申し上げました勤労意欲や市民サービスにも反映

してくると思うから提起したわけです。人を品物のように扱うような人事異動では

なく、人権尊重の立場からの提言として今後も検討していただきたいと思います。

そしてルールづくりを職員組合と一緒に話し合っていただければと考えるわけです。 

 最後の質問に移ります。山鹿市総合計画の男女共同参画では、「女性職員の管理

職への登用を促進する。」とあります。ごらんのとおり、この執行部を見ても男ば

かりであります。なかなか進んでいないというのが本当ではないでしょうか。実態

はどうなっているかをお尋ねしておきます。同時に、昨年の６月議会で私は女性職

員の保育園長、幼稚園長が係長級にとどまっているのはおかしいのではないかとい
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うことをただしました。それに対して、総務部長が処遇に対しては検討課題にして

いくと答弁されております。本年度はどのように取り扱われるのかをお尋ねして、

質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 人事異動についての３回目のご質問にお答えいたします。私が申し上げたかった

のは、これから地方分権時代に求められる公務員とは、能力アップはもちろんのこ

とでございますけれども、やはり責任感、使命感そして倫理観を強く持って、市民

の負託に対応できるといいますか、そういう公務員を目指さなければならないと思

っております。午前中からありましたように緊張感が薄れているとか、そういった

お話がありましたので、議員さんの方もぜひ、要望を聞かれるのもいいですけれど

も、ぜひご指導をお願いしたいということを申し上げたかったのでございます。 

 それでは、ご質問にお答えします。課長補佐級以上の女性管理職の割合は５％、

それから主任、係長以上の役付職員にあっては24.5％となっております。山鹿市男

女共同参画計画では役付職員の割合を30％以上と、目標値を定めております。現在

その目標達成に向け努力をしているところでございます。今年度の人事異動方針に

おいても女性職員の登用については、将来の管理職登用拡大を考慮し、まずは係長、

主任級の登用を積極的に行いまして、早い段階でのリーダーとなるべき資質の向上

と自覚の醸成を図りたいと考えております。 

 次に、保育園、幼稚園の園長の職位につきましては、現在においても施設長とし

て職務の困難性及び高度の責任を持つため、管理職として位置づけているところで

ございます。保育士、幼稚園教諭にかかわらず、保健師や社会福祉士などの一般職

の専門職についても課長、課長補佐などのライン職にポストが少なく、昇任の機会

を得られない状況にあります。次年度より専門職における課長補佐相当級格付とす

る主幹制度を導入する予定であります。この制度の導入によりまして専門職員の職

責に対する正当な評価が図られ、成績主義による職務遂行の意識向上と活性化が生

まれるものと考えております。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、原議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により高野誠二議員の発言を許します。高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   



- 82 -   

 24番の高野でございます。4年ぶりにここに立たせていただきまして大変遠足を

明日に控えた小学生のように、昨日は眠れない日を過ごしておりました。今回は、

リハビリでございますので、一般質問を１点だけ手短にしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 さくら湯再生について、お伺いします。さくら湯の再生は山鹿市のシンボルを再

生させるということであり、プラザファイブ復興にも大いに貢献し、さらに周辺商

店街復興のみならず、山鹿市全体のイメージアップにもつながる一大事業でありま

す。本議会の冒頭に市長もプラザ再建の方向性を力説しておられました。中心市街

地活性化を目指す市長の並々ならない考えが見えたような気がいたします。その中

で大きな役割をさくら湯再生は担っていると思います。 

 また、さくら湯は歴史的に見ても大変意義がある建造物であります。山鹿市史に

よりますと、明治３年熊本藩には実学党政権が誕生し、山鹿の井上甚十郎、江上津

直が横井小楠に学び、実学精神の二人は財産全部の目録を藩公に奉還したいと願い

出たのでありますが、当時の細川藩知事はこれを受理せず、せっかくの誠意を町方

公共事業に尽くすように諭したとされております。財力がある人はお金を、ない人

は労力を提供し、当時の戸数である700戸持ちの温泉としてさくら湯が誕生したわ

けです。つまり実学党の相互扶助精神を反映したすばらしい建造物であります。そ

れはお互いを助け合うという先人たちが私たちに残してくれた教訓あふれるもので

はないでしょうか。その歴史的に非常に意義のある、また先人たちの心の支えであ

ったさくら湯を後世に残すことが私たちの役目ではないかと思います。 

 さくら湯が再建されると聞いて山鹿市民は皆さん大変喜んでおられます。巨額の

投資をされるさくら湯は、ありきたりの再生ではなく、できる限りにぎわいをみせ

た当時のままのさくら湯の再生を市民は望んでおられると思います。50年、100年

たって重要文化財ともなる建物をつくるべきではないでしょうか。そして、さくら

湯は八千代座と並ぶ市街地活性化の起爆剤の双璧となるべきものであります。この

二つがそろって初めて山鹿市のアイデンティティーが生まれるといっても過言では

ないと思います。 

 そこでお尋ねいたします。さくら湯再生の庁内プロジェクトチームがありますが、

現在の進捗状況はどうなっておりますか。またそのプロジェクトでは、どのような

さくら湯再建を考えておられますか。そして先ほど申しましたが、にぎわいをみせ

た当時の木造のさくら湯の再生を考えておられるのでしょうか。そして、最後に今

後のスケジュールをお聞きしまして、１回目の質問といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。福田商工観光部長。 
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［商工観光部長 福田憲之君 登壇］ 

○商工観光部長（福田憲之君）   

 高野議員ご質問の、さくら湯再生に係る庁内プロジェクトの現状につきましてお

答えをいたします。 

 このプロジェクトは庁内の関係する五つの課で構成をいたしまして、事務局は観

光課で担当いたしております。現在は、平成16年に崇城大学の協力で策定いたしま

したさくら湯再生に係る報告書をベースに、その後の状況変化やプラザファイブ再

生の状況なども考慮しながら、さくら湯再生・基本構想のたたき台を基本構想の素

案という形で取りまとめております。まだ、多少課題が残っておりますので、現在

その検討を急いでいる段階でございます。 

 構想素案の内容といたしまして、再生の基本コンセプトは総合計画にも掲げてお

りますように、「湯の町山鹿の歴史と文化を代表する顔」としております。再生の

具体的目標といたしましては、まず山鹿らしさが存在したよき時代の象徴といたし

まして、また多くの温泉地を有する本市の看板といたしましての位置づけから、湯

のまち山鹿のシンボルを目標の一つとし、さらに日常の暮らしに根ざしたさくら湯

の原点である市民温泉としての位置づけ、そして三つ目の目標としてまちづくりの

拠点施設を掲げております。豊前街道の町並みと調和し、かつ集客力に優れた施設

といたしましてさくら湯とその周辺を整備することによりまして、中心市街地の活

性化及び市内各地域に点在する歴史・文化・観光などに係る拠点施設として幅広い

活用を目指してまいりたいと考えております。 

 また、さくら湯の本体につきましては、さくら湯が最も元気だった時代の姿を目

標にした木造建築を基本に考えております。なお、現在プラザファイブ一帯は準防

火地域となっておりますので、その中で可能な木造建築を目指しております。外観

はできるだけ昔の姿にこだわるものとし、内部は当時の場の雰囲気を残しながら現

代の使用にも耐え得るものとしたいと考えております。 

 今後の予定といたしましては、庁内で構想の素案がまとまりましたら、新年度

早々には市民の皆様と議論する組織として基本構想策定協議会を速やかに立ち上げ

る予定でございます。メンバーは温泉を利用されている方、また観光や商業の関係

者の方、そして建築や文化面に詳しい方々などを予定しております。いろいろな立

場の方々との十分な話し合いを経て基本構想を完成させることで、皆さんの期待に

こたえられるようなさくら湯の再生を目指してまいりたいと考えております。 

 今後のスケジュールといたしましては、この構想と基本計画を今年中に策定をい

たしまして、翌年には基本設計、実施設計へと進み、順調に運べば23年には建設に

着手を目指したいと考えております。以上、お答えを申し上げます。 
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○議長（横手啓介君）   

 高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

 ２回目の質問を行います。次に、都市計画課にお尋ねをしたいと思います。 

 今の答弁の中に準防火地域との言葉が出てまいりましたけれども、この規制によ

りまして木造による完全再生は難しいと聞いております。防火地域、準防火地域は、

都市計画法に基づき、市街地における火災の危険を防ぐために定められた建築基準

法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われる地域の一つと聞いておりますの

で、準防火地域内の建物につきましては、一定規模以上の構築物は耐火建築物また

は準耐火建築物とすることとなっており、木造の建築物は延焼のおそれのある部分

を防火構造とすることなどの制限があるということです。先ほどの答弁では、さく

ら湯が最も元気だった時代の姿を目標とした木造建築を基本に考えているというこ

とでございますけれども、現在プラザファイブ一帯は準防火地域となっているので、

その中で可能な木造建築物を目指しているということでございます。外観はできる

だけ昔の姿にこだわる。内部は当時の場の雰囲気を残しながら現代の使用にも耐え

得るというような形にしたいということでございました。 

 その中で、できるだけという言葉がどうも引っかかってなりませんけれども、も

ちろん現在の建築基準法による規制には従わなければならないと思っておりますが、

準防火地域指定ということで、外観が損なわれるのではないかと心配しております。

例えば、屋根が分厚くなるとか、窓枠がサッシにならなければいけないとか、そう

いういろいろな心配が出てまいります。山鹿市は鹿北、菊鹿等に良質な木材を有し

ております。その木材をふんだんに使ったぬくもりのあるさくら湯の再生は地産地

消にもつながり地域経済の活性化にもつながるものだと思います。以前の木造建築

によるさくら湯を完全再生させるためにも、この際、準防火地域の指定を解除した

らいかがでしょうか。２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。有働建設部長。 

［建設部長 有働郁夫君 登壇］ 

○建設部長（有働郁夫君）   
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 準防火地域について、都市計画及び建築行政の立場からお答え申し上げます。 

 まず、準防火地域の指定解除に関する都市計画の手続についてご説明いたします。

準防火地域は、都市計画法に規定する地域地区の一つでございまして、法に基づく

手続を経て都市計画に定めることができることとなっております。決定の権限は山

鹿市にございますが、決定に当たっては、あらかじめ熊本県と協議し、その後、市

の都市計画審議会での承認などを経て、熊本県知事の同意を得た上で告示を行うこ

とで効力が生じる仕組みになっております。都市計画の決定には、指定と変更の両

方が含まれておりますが、仮に準防火地域の都市計画を廃止する場合は、変更とし

て取り扱うことになりますので、熊本県知事の同意を得る必要がございます。 

 なお、その際は、廃止の理由、廃止後の当該地域の将来像、代替措置などについ

て合理的な説明が求められます。また、これら一連の都市計画決定に要する期間に

つきましては、少なくとも数カ月程度が必要となります。 

 次に、準防火地域に対する都市計画制度の観点から、その考え方についてご説明

いたします。都市計画は、道路や下水道などの都市施設の整備を初め、市街地再開

発や土地区画整理などの市街地開発事業による都市基盤の整備を行うとともに、用

途地域や防火地域などを指定し、建築物の用途規制、形態規制、構造規制などを行

うことによって、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的といたしてお

ります。このうち、準防火地域は木造家屋が密集する市街地など、一たん火災が発

生しますと多くの人命や財産に甚大な被害が発生することが予想される地区につい

て、火災の危険を防除することを目的として指定するもので、一定の建物を建て替

える際に、耐火構造もしくは準耐火構造に転換することにより、市街地の防火機能

を高めるための制度でございます。 

 本市の準防火地域は昭和46年８月に発生いたしました中町大火を教訓に、当該被

災地区と当時事業化を進めておりました広町の市街地再開発事業予定地区について、

建物が建て替わるのを機に市街地の防火機能を高めるために都市計画法に基づき指

定したものでございます。また、山鹿市地域防災計画の中の火災予防計画において

も、市街地などの火災危険区域等の防火対策として建築物の不燃化を促進すること

を計画目標といたしております。 

 このようなことから、準防火地域が果たす役割は極めて大きく、都市の防災機能

の向上を図る上で、その根幹を担う制度でございます。したがいまして、さくら湯

の再建に伴います準防火地域の指定解除につきましては、都市計画の理念、指定目

的等にそぐわないものというふうに考えております。 

 以上のことから、建設部といたしましては、準防火地域の指定目的を十分踏まえ

た上で建築基準法や消防法などの関係法令等を遵守しつつ、最新の工法、技術を駆
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使して往時のさくら湯の姿に近づけることを最大の目標として、さくら湯の再建に

協力してまいりたいと考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

 そぐわないということでございました。担当課といたしましては、そのような答

弁にならざるを得ないのかなと思っております。 

 最後に、市長にお尋ねをいたします。山鹿市には複数の関連する観光資源が存在

いたします。その観光資源を総合的にとらえる場合、文化財相互の関連性をどのよ

うにとらえるかにより、どのようにさくら湯をその要素として含めるかが重要だと

思います。そのとらえ方により把握の対象となる観光資源がふえて、さらに多様な

パターンによる把握が可能となると思います。また、さくら湯はそれが置かれた環

境の中で、人々の日常生活とかかわりながら伝統的な意義と価値を形成してきたと

いう側面を持つことを踏まえれば、地域の歴史や人々の生活とのかかわりを総合的

にとらえて新たな価値を見出すことが必要ではないかと思います。 

 八千代座とともに、さくら湯を核とした地域の魅力の向上を考えれば、過疎化や

少子高齢化が進む市街地において、祭りや伝統行事においても当該地域だけではで

きなくなったとき、行政やほかの地域の人々との連携・協力が考えられ、その結果、

人々の交流が促進され、地域全体が活性化することも期待できると思います。 

 さて、今の建設部長の答弁では、準防火地域の指定解除は、都市計画の理念、目

的にそぐわないとの見解でした。それならば都市計画というものは何を目的にして

いるのかと考えさせられます。その都市を魅力と活力あふれる空間にしていくため、

また社会生活を安心して快適に送るためには、都市づくりにおける一定のルールが

必要だということ、それが都市計画と認識しております。その前の方の段階で魅力

と活力にあふれるまちづくりのキーワードは、山鹿市におきましては「本物」とい

う言葉だと思います。豊前街道や八千代座の価値は、本物にこだわった点にありま

す。準防火構造の規制のために無理やり建てた木造建築物で、現在の八千代座のよ

うに市民に愛されると思いますか。私たちは先人たちの努力と、これからの本物を

キーワードとしたまちづくりに対して、もっと深く考えるべきではないでしょうか。



- 87 -   

また防火機能面では、プラザ再生案によりますと、さくら湯東側に広場があり、残

りの三方は広い道路があります。したがいまして防災上、さくら湯部分を切り離し

て考えることは可能だと思います。準防火地域指定解除は市長の裁量が大きいと聞

いております。市長が準防火地域指定の解除を決断されれば、さらにすばらしいさ

くら湯ができるのではないかと思っております。十数年たって、今の子どもや孫た

ちから本物をつくってくれてありがとうと言われるようなさくら湯をつくるべきで

す。以上のことに対しまして、市長の見解をお聞きしまして質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの高野議員のご質問、市長としてのさくら湯再建にかける思いにつきま

してお答えいたします。 

 ただいまの質問の中に八千代座の持つ歴史的な意義を改めて認識させていただい

たところでございますし、また議員のこの事業にかける思いもしっかりと受け止め

たところでございます。私は本３月議会の冒頭におきまして、今回のプラザファイ

ブ再生事業は何が何でもやり遂げねばならないという決意と、これについての皆さ

ん方のさらなるご支援をお願いいたしたところでございます。ご質問のさくら湯再

建はこのプラザファイブ再生事業と連携したものであり、同時に山鹿市の歴史・文

化を未来に伝える豊前街道の大きな目玉として、八千代座と並んで市民の皆さんの

大きな財産となり得るものと非常に期待をいたしておるところでございます。 

 先ほど担当部長が答弁申し上げましたとおり、幅広い活用を目指しているさくら

湯の再生でありますので、完成した暁には温泉地山鹿の顔として十二分の働きをし

てくれるものと思います。そのような期待を寄せているさくら湯であり、本市の一

大事業でもありますので、今回の再建では、でき得る限り当時の姿で蘇ってほしい

ものと願っております。しかし同時に、先ほどの建設部長答弁にもありましたよう

に、かつての中心部大火を教訓に指定された準防火地域が本市の都市防災にとって

重要な役割を果たしていることもまた確かなことであると考えております。 

 以上のように、非常に難しい問題でありますので、これに関係するその他の要素

や課題などもあわせまして慎重に検討しながら、さくら湯の再生を進めてまいりた

いと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、高野議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、福本義文議員の発言を許します。福本議員。 



- 88 -   

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

 ４番、福本義文でございます。本日、最後になりまして、大変皆様お疲れのよう

に感じますけれども、通告に従いまして２点ほど質問をさせていただきます。 

 まず１点目、乳幼児医療費助成事業についてですけれど、この質問は今まで原議

員からも何回も質問されているようであります。また先ほども原議員の方から質問

があり、答弁もあって、多少ダブるところもあるかと思いますけれど、個人的に、

私の周りの方々から、前々から複数のお母さん・お父さんたちからいっぱいそうい

った意見を聞いております。と言いますのも、この病院での窓口払いをなくしてほ

しいという声は、よく皆様も耳にしているかと思います。私たち子どもの時代は今

のように市役所に子育て支援課がある、また乳幼児医療費助成制度など考えられな

い時代でありました。しかし昨今の少子高齢化の中では、大変進歩ある助成事業で

あると思われます。現在の社会の中、県内の他市の取り組みで最近特に新聞紙上で

見れば、先ほどの質問にもありましたように、隣市の菊池市、合志市では医療費助

成を小学６年生まで引き上げる。また先日の新聞では、隣町の和水町では中学３年

生まで引き上げると、大変他市町は努力されていることが感じられます。そういっ

た中、現実的に私たちの周りにも特にこういった乳幼児の場合、急に熱が出たりお

なかが痛い、風邪気味ではなが出ているなどで、親としては病院に連れていき診察

を受けます。その際、１回行って元気になる子もおりますけれども、数回通院にな

ったりまた入院したりと、病院通いをしなければいけません。この中、今の山鹿市

での乳幼児医療費助成制度では、その都度病院また調剤薬局の窓口での現金払いで

あります。その後、市役所の窓口で乳幼児医療費申請手続をして、それから銀行口

座等へ降り込みとなって一般市民から見れば何回も足を運ばなければなりません。

こんなむだなことはないと思います。そこで、病院、調剤薬局での窓口払いをなく

し、また助成対象者を、就学前６歳児までを小学６年生まで引き上げた場合、その

助成額の増額見込みはどれだけあるか。また一般市民、高齢者を含んだ高額医療費

の払い戻しについてのお答えも重ねてお願いします。 

 ２点目、市発注の小規模工事登録制度、その他の登録制度についてですけれど、

大変厳しい現在社会の中、景気は悪化し、深刻化しております。そんな中今回の定

額給付金、１人１万2000円、また65歳以上、18歳以下の方には２万円ということで、

大変ありがたい金額であります。山鹿市においても総額９億5500万円と、本当大変

なお金です。しかし、こういった中、商店主、商業者、また零細企業者には特に厳

しいものがあります。そんな中、２年ほど前に事業者の受注機会を拡大するととも

に、市内経済の活性化を図るということを目的とする小規模工事登録制度ができて
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おります。この制度の２年間の実績もしくは成果を詳しくお聞きしたいと思います。 

 また、その他の商工業者等の登録制度はほかにはないのか、重ねてお答えをいた

だきたいと思います。以上、１回目の質問といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 福本議員の一般質問、乳幼児医療費一部負担金に対する助成事業について、お答

えいたします。 

 乳幼児医療費の助成対象の年齢につきましての県内の状況でございますが、小学

校３年生までが菊池市、合志市、宇土市で、中学校３年生までを対象としているの

が阿蘇市でございます。残り10市は、山鹿市を含め就学前の乳幼児を対象としてお

ります。さらに21年度において対象年齢の引き上げを検討しているのが菊池市、合

志市と聞いております。 

 次に、山鹿市において乳幼児医療費の助成対象年齢を小学校６年生までに引き上

げた場合、対象児童は3000名増の5600人となります。助成額も1800万円の増で、

１億2100万円程度となる見込みでございます。また、高額療養費がある場合の手続

でございますが、これまでは加入している保険から払い戻し請求をしていただき、

残りの自己負担分について乳幼児医療費の請求を行っていただく必要がありました

が、平成19年４月から入院に際しては限度額適用認定証の交付申請をしていただけ

れば、限度額までの支払いで済みますので、医療機関での支払後はいつでも乳幼児

医療費助成の申請手続ができるようになっております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 ご質問の２点目、市発注の小規模工事、その他の登録制度についてお答えいたし

ます。 

 まず、小規模工事登録制度の現状についてでございますが、本制度は制定から約

２年を経過し、19年度当初受け付けで31事業者、20年度追加受け付けで５事業者、

合計36事業者の方が登録をされております。この登録の対象となるのは、建設業法

に規定されております土木工事業を含む28の業種で、１事業者当たり３業種までの

登録が認められております。登録の内訳を見ますと17業種に及び、件数の多い順か

ら建築工事業12件、大工工事業９件、内装仕上工事業９件、左官工事業５件、土木
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工事業４件、その他24件、合計の登録数は63件となっております。 

 次に、その実績としましては19年度は10事業者の方が合わせて97件、総額515万

円を受注されております。20年度につきましては、10月末現在で６事業者の方が合

わせて41件、総額184万円の受注となっております。いずれの年度も、本庁舎を初

め、市の施設全般にわたってのトイレの修繕、ガラスの入れ替え、畳表替え、配電

盤の取り替えなど、広範囲に及ぶ維持補修等が主なものでございます。 

 次に、その他の登録制度についてでございますが、地元事業者の受注機会の均衡

を目的とした他の登録制度としましては、平成18年10月から庁用車の車検整備及び

車両購入に関しての登録制度を設けております。現在203台の庁用車を保有してお

りますが、車検については38事業者、車両販売については36事業者を登録いたして

おります。公用車の車検につきましては、地元の自動車整備工業協同組合と契約を

行い、車両整備に係る経費の統一と受注機会の均衡を図っているところでございま

す。なお、車両購入に当たりましては５社の指名による競争入札を行い、経費節減

に努めている状況でございます。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

 ２回目の質問をいたします。 

 県内の他市の取り組みについては、ただいま中野部長の答弁でわかりましたけれ

ども、当山鹿市のこれからの具体的な取り組みについてお答えをいただきたいと思

います。前もって中野部長、中嶋市長にはこの資料がお手元にあるかと思いますけ

れども、この資料は隣町の和水町乳幼児等医療費助成事業の制度改正に伴う説明資

料であります。この資料を見ますと、乳幼児等医療費保険適用分の一部負担金の公

費の流れ、それと現物支給方式また償還払い方式の２段階方式をとっておられます。

当山鹿市も近郊の市町に遅れをとらないよう助成対象者の年齢アップはもちろん、

病院・調剤薬局での窓口払いの廃止を強く求めるものであります。この答弁につい

ては、中嶋市長からのお答えをいただきたいと思います。 

 ２点目の、小規模工事登録制度についてですが、36業者登録は建設業法に基づい

た業種であり、19年度が10業者、97件、総額515万円、それから20年度については、
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10月末現在で60業者、41件、総額180万円の受注とあります。この登録制度の利活

用が鈍く寂しいものと感じております。また21年度の受付登録事業者は11業者と聞

いております。今後この登録制度につきましては、制度の目的でもあります受注機

会の拡大を図り、市内経済の活性化を図るとなっております。そのためにも、山鹿

市内には複数の建築組合があります。そこでこれらの組合等への案内を、また市職

員一人一人のへの周知徹底を図っていただきたいと思います。 

 また、他の登録制度ですが、車関係で車検事業者、車両販売事業者があるとわか

りましたが、庁用車の台数の多いこと、端的に203台とは、一般職員数の六百数十

名に対すれば３人に１台となります。この車の台数は一般市民から見れば大変多く

はないだろうかと感じられます。そこで、これらの台数を減らしていく努力・検討

をお願いいたします。 

 また、印刷物、物品の納入品などの市発注の業種におきましても、地元市内の事

業者にも受注の機会を与えていただきたいと思います。これが山鹿市内経済の活性

化につながると強く信じております。再度の答弁をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 福本議員の２回目の質問にお答えいたします。 

 和水町の状況を紹介いただきましたが、乳幼児医療費の助成事業に関しまして、

平成20年５月から国保連合会などを利用した新たな運用がなされていると聞いてお

ります。山鹿市におきましても乳幼児医療費の助成は、子育て支援に係る施策の一

つとして取り組んできたところでございますが、合併後４年を経過したところでご

ざいますので、事業内容を検証しながら今後の施策へとつなげていく必要があると

考えております。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 小規模工事登録制度に対する今後の市の対応についてお答えいたします。 

 本年２月に更新の受け付けを行っておりますが、受け付けをされた事業者は11業

者と、前回までの36事業者に比べ大幅な減少を見ております。本制度は、事業者の

方からの申請主義ではありますが、より多くの小規模事業者の方々に門戸を開くた

め、今回は特例としまして随時申請を受け付けることといたしております。その周
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知につきましては、広報やまがや山鹿市のホームページ等への掲載を行い、ＰＲに

努めたいと思います。 

 本制度は、契約金額30万円未満の工事及び修繕に限られておりますが、短期間で

の事業施工が行える非常に利便性の高い制度であります。市職員への周知を徹底し

まして制度内容に適合する工事等の発注につきましては、これまで同様小規模事業

者の方々の積極的な活用と受注機会の拡大に努めてまいります。 

 それから、公用車の台数につきましては、今後職員も10年で220人ほど削減いた

しますが、当然、検討いたしまして適正な配置にしてまいりたいと思います。印刷

につきましてもなるべく市内で発注するよう心がけてまいります。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの答弁に不足するというような福本議員のご意思でございますので、改

めてお答えいたしますけれども、年齢の適正化、引き上げ等々も含めて、また現物

支払い等も含めて乳幼児医療費の助成事業というようなとらえ方をいたしておりま

す。そのことも含めて、先ほど言いましたけれども、あくまでもこれまでの４年間

の事業を検証する、まず検証が大事であるというふうに思っておりますので、検証

するということをお答えいたしておきたいと思います。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

 終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、福本議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君）   

 これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後３時27分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成21年（第２回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第３号）   

 

平成21年３月10日（火曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．北原 昭三 

 一般質問 

 （１）高齢者生活支援について 

   ① 火災警報機の設置について 

   ② 通院・買い物等の送迎サポート体制について 

 （２）子育て支援について 

   ① 妊婦無料健診について 

   ② 乳幼児医療費助成について 

 （３）経済対策（地域商品券）について 

２．川野 功 

 一般質問 

 （１）教育関係について 

   ① 杉本教育長の山鹿市教育ビジョンについて 

   ② 教育センターの本年度活動計画について 

   ③ 子どもの学力向上対策について 

   ④ 教育委員会の場所について 

 （２）高度情報化計画について 

   ① 現在までの進捗状況 

   ② 高度情報化後の総合支所の役割について 

   ③ フレッツ光等の光ファイバー網充実について 

３．池田 誠一 

 一般質問 

 （１）山鹿市の教育行政に対する教育長としての抱負、そして教育に懸ける夢とは 

４．藤本 芳雄 

 一般質問 
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 （１）定額給付金について 

 （２）教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

   ① 子ども輝きプラン事業 

   ② 生涯教育推進事業 

   ③ 文化振興事業 

   ④ 生涯スポーツ推進及びスポーツ大会開催事業 

    以上を受けての教育長の所信を 

５．丸山 康昭 

 一般質問 

 （１）クリーンセンターの移設について 

 （２）工業団地の整備について 

   ① 山鹿東部工業団地について 

   ② 鹿央町合里外輪崎について 

 （３）山鹿市立病院の経営形態等について 

   ① 地域拠点病院化を目指す中、地域医療連携への取り組みについて 

   ② 自治体病院改革プランの内容について 

   ③ 今後の経営形態のあり方について（市長） 

６．森川 昭彦 

 一般質問 

 （１）地方行財政の展望、合併後の４年間の検証と今後４年間の実践行動について 

   ① ４年間の実績検証と財政面を含めた評価 

   ② 政策課題に係る重要政策の決定と今後の実践 

 （２）時代に適応した「新しい地方行政のかたち、これからの山鹿市の目指す行政の 

   かたち」 

   ① これからの山鹿市の重要政策を確実に執行していくためには何を成し、何が

必要か。 

   ② 職員の執行能力（企画・実行力・責任感）は、要件を満たしているか。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   
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３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     杉 燒 義 文 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     池 田 永 実 君   
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市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     福 田 憲 之 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     藏 原 榮 一 君   

病 院 長     本 郷 弘 昭 君   

病 院 事 務 部 長     星 子 四 郎 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

教育部首席審議員     佐 藤   智 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君   

市民福祉部次長     栃 原 昭 一 君   

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

商工観光部次長     永 田 義 文 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     幸 村 英 星 君   

財 政 課 長     米加田 純 正 君   

いきがい推進課長     小 川 啓 司 君   

健 康 増 進 課 長     黒 田 睦 男 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

農 林 整 備 課 長     野 中 貞 臣 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

住 宅 課 長     古 家 明 敏 君   

環 境 課 長     斉 藤 憲 二 君   

病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

局長補佐兼議会総務係長     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 これより本日の会議を開きます。 

 お手元に議案の正誤表が提出されておりますのでご了承願います。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

 日程第１、昨日に引き続き、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。北原昭三議員。 

［７番 北原 昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

 皆様、おはようございます。議席番号７番の北原昭三でございます。よろしくお

願いいたします。 

 新たな気持ちで、今後４年間、議会活動に頑張ってまいりたいというふうに思っ

ております。議員の皆様、執行部の皆様、そして議会事務局の皆様、よろしくお願

いを申し上げます。 

 それでは、発言通告にしたがいまして、一括質問におきまして、今回３件の一般

質問を行います。 

 １件目、高齢者生活支援についてでございます。火災報知器の設置についての質

問をいたします。平成16年６月に、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一

部を改正する法律が改正され、消防法の一部が改正されました。住宅火災による犠

牲者、特にお年寄りが年々増加し、特に火災に気がつくのが遅れたことによる原因

があることが火災住宅全体の４割に当たります。火災の初期段階で気がつき、早急

に消火活動を行い、避難をしていれば、犠牲者を出さないで済むようなケースも数

多く存在します。 

 このような訃報が多く発生したため、消防法を改正する法律が公布されることに

なりました。平成18年６月からの施行では、新築の家に設置することが義務づけら

れ、既に建築されている建物につきましては、平成23年６月１日から、すべての住

宅の寝室等に義務化されます。 

 アメリカでは1970年代から住宅に火災報知器の設置を法律で義務づけており、火

災による犠牲者を半減することに成功しております。 

 本来なら、国が義務化に当たって全面的に負担をするべきかと思います。国に働

きかけるとともに、自治体は市民の安全を守らなければなりません。特に弱い立場
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の高齢者には、本人任せにせず、何らかの対応が市としても必要ではないかと思い

ます。 

 そこで質問をいたします。自治体によりまして、既存住宅への火災警報器設置の

期限と設置場所が異なるように聞いております。１点目といたしまして、山鹿市と

しての設置期限並びに設置場所、市保有の施設、市営住宅への設置状況等。２点目

といたしまして、高齢者世帯への無料設置についての考えはないかお伺いをいたし

ます。 

 ２件目です。子育て支援についてお伺いします。少子高齢化の進展は、我が国経

済における供給と需要に大きな影響を与える問題であります。供給面におきまして

は、現在の出生率の低下傾向がこのまま続けば、将来的には少子高齢化による人口

の年齢構成の急激なゆがみや労働力人口の急減という事態を招き、経済社会の活力

や国際競争力を大きく損なうとともに、社会保障や安全保障など、制度面での持続

性にも支障が生じてまいります。需要面におきましては、総人口の減少に伴う総需

要の減少が経済成長のマイナス要因となることが予想されます。 

 近年、政府におきまして、人口減少問題の重要性が認識され、少子化対策が充実

されてまいりました。公明党は、子ども優先社会の実現を目指し、子育て支援策の

充実に向け、連立政権に参加し取り組んでまいりました。子育てへの経済的負担軽

減に向け、児童手当の拡充、出産・育児一時金の拡充、奨学金の貸与額の拡充など

の取り組みを行ってきた結果、平成17年に1.26まで低下した出生率が、平成18年は

1.32に、平成19年は1.34と、２年連続で増加に転じました。 

 しかし、人口を維持するために必要な2.08までの回復には、さらなる対策が必要

であります。このような背景もあり、今、各自治体においては、子育て支援を最優

先課題と捉え、安心して生み育てられる社会、子育てしやすいまちを目指した自治

体独自の支援や、国の支援策へのかさ上げなどを行っております。 

 そこで、本市の取り組みについて質問をいたします。妊婦健診についてでありま

す。本年４月より、妊婦健診の公費助成が２回から５回へと拡充されたことは、子

育て世代のお父さんお母さんには大変嬉しいことだと思います。しかし、これは厚

生労働省から出された健康な妊娠・出産を迎える上で、最低限必要な妊婦健診を

５回とするという通知によるものであります。全国を見ましても、平成19年度は公

費助成の回数が平均2.8回であったのが、今年度は5.5回と、公費助成の回数がふえ

たことは、この厚生労働省の通知の効果があらわれた結果であると考えます。 

 また、出産に対する経済的負担を軽減することが人口増につながる裏づけとして、

平成19年度の統計によりますと、出生率が全国平均より高い福島県や滋賀県では、

妊婦健診の助成回数が県内の平均で10回を超えています。逆に助成回数の少ない大
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阪府や和歌山県では、出生率も低い数字となっております。このことからも、自治

体が健診にかかる必要を負担し、子どもを生みやすい環境をつくることが重要であ

ると考えます。妊婦健診にかかる必要は、検査内容により異なりますけれども、

１回当たり5000円から１万円かかります。先の厚生労働省の通知にあるとおり、14

回程度の健診を受けると、10万円以上かかることになります。昨年12月の妊婦無料

健診の14回の拡充を本議会で依頼をしておりました。そのときの答弁では、山鹿市

といたしましても、妊婦にかかる経済的な不安を軽減し、少子化の解消や安全・安

心な出産をするために、今後、国の動向を見て検討していかなければならないとい

うふうに考えておりますとの内容でございました。国では790億円の予算を掲げ、

妊婦健診14回の公費負担の拡充を、時限的ではございますけれども、実行する第二

次補正予算が可決をいたしました。山鹿市としまして、14回妊婦無料健診について

の取り組みの状況、対応の時期、内容等、また里帰り出産への取組状況についてお

伺いをいたします。 

 ３件目です。経済対策についてお伺いをいたします。石油、穀物などの資源高に

端を発した物価高騰に、米国発の金融危機が加わり、100年に一度と言われるよう

な世界同時不況が国内に大きな衝撃を与えております。国の統計によりますと、我

が国は1981年以降、貿易黒字が継続しておりますが、半年ベースで２期連続の前年

同期比マイナスは実に26年ぶりとのことであります。日本経済は外需の依存度が高

く、海外発のリスクに弱いことが指摘されてきましたが、外的要因に左右されにく

い内需主導型の自立的な経済構造へと変革していくことが今後最大の課題であると

思います。自動車、家電メーカーなど、大手企業の大幅減産による影響は、たび重

なる業績の下方修正や、派遣社員削減を初め、正社員のリストラ方針にまで及び、

中小零細企業の受注量は一段と激減傾向が鮮明になってきたようであります。バブ

ル崩壊後の不況と比べて最も違うことは、景気後退のスピードのなさであります。

熊本労働局は、昨年12月の有効求人倍率は0.49倍と、前月比0.2ポイント減、ハ

ローワーク熊本では昨年12月の求職件数は2256件で、前年同月比較488件の増だそ

うです。 

 本市を取り巻く経済状況につきまして、市長はどのように認識をしておられるの

か、まずお尋ねをいたします。以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 これより、執行部の答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 おはようございます。 
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 北原議員の高齢者生活支援についてお尋ねでございます。質問内容が各課に及ん

でおりますが、高齢福祉を担当しております市民福祉部の方で取りまとめましたの

で、お答えさせていただきます。 

 ご質問の１点目、住宅用火災警報器の設置につきましては、住宅火災による死傷

者の減少を図るため、平成16年６月に消防法が改正され、平成18年６月１日以降、

着工する新築住宅に設置が義務づけられました。また、既存住宅の設置期限につき

ましては、各自治体が条例で定めることとされており、本市の場合、山鹿植木広域

行政事務組合火災予防条例において、平成23年６月２日から設置することが義務づ

けられております。なお、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている場所につ

きましては、本市の場合、すべての寝室及び２階以上に寝室がある場合には、寝室

がある階の階段となっております。その他台所、居間等については、努力義務とな

っております。 

 次に、市保有の公共施設等につきましては、消防法及び同法施行令の規定により、

その建物の規模等に応じて、自動火災警報器の設置が義務づけられておりますので、

このような施設等については、住宅用火災警報器の設置は必要とされておりません。

また、市営住宅1479戸につきましては、現在、未設置でございますが、今回の法改

正により、約3300戸の火災警報器の設置が必要となってまいります。設置時期につ

きましては、21年度設置を目指し調整を行っている状況でございます。 

 ２点目の高齢者世帯への無料設置につきましては、住宅用火災警報器についての

補助は行っておりません。ただし、鹿北地区や鹿央地区におきましては、地域の消

防ボランティア活動として、住宅用火災警報器の設置について、希望される方へ機

器のあっせん等を行う普及啓発活動に取り組まれておられます。自分たちの地域は

自分たちで守るという、このような活動が今後も広がっていくと期待しますととも

に、市といたしましては、先ほども述べましたように、市営住宅への設置を優先的

に考えているところです。いずれにいたしましても、市民の安全と財産を守ること

は大切なことであり、このような活動や既に設置の方などの状況を把握しながら、

総合的に判断する必要があると存じますのでご理解いただきたいと思います。 

 次に、子育て支援について、１点目、妊婦無料健診についてお答えします。妊婦

無料健診の拡充につきましては、北原議員ご発言のとおり、昨年12月の定例会にお

いて、妊婦に係る経済的な不安を軽減し、少子化の解消や安全・安心な出産をする

ために、今後、国の動向を見て検討していかなければならないというお答えをいた

しました。その後、国から妊婦健診の公費負担の拡充について示され、山鹿市とし

ましては、子育て支援対策の一つとして、妊婦が健診費用の心配をせずに、必要な

回数の健診を受けられるよう、母子健康手帳交付申請時の妊娠週数に応じ、最高14
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回まで拡充し、また助成対象としましては、21年２月受診分から対応する予定でご

ざいます。現在の山鹿市における妊婦無料健診につきましては、熊本県と福岡県で

の受診に対応するようにいたしておりますが、今回、里帰り出産にも対応する必要

があり、全国での妊婦健診にも対応するようにしたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 皆さん、おはようございます。 

 北原議員お尋ねの３点目、現在の山鹿市における経済状況への認識についてお答

えいたします。 

 我が国の2008年10月から12月期のＧＤＰ国内総生産額は、戦後最悪のマイナス幅

が予想されており、政府見解でも21年度の経済成長がマイナスへ転じるとされるな

ど、議員ご指摘のとおり、100年に一度の世界不況が現実化しております。熊本県

の昨年12月時点での景気動向指数は22項目の指標のうち、20項目で景気後退側面を

示し、鉱工業指数についても生産・出荷は３カ月連続の低下、一方、在庫は３カ月

連続の増加と、鉱工業製造面での停滞が把握されております。山鹿市に目を転じま

しても、いまだ大きな工場閉鎖等には至っておりませんが、市内の経済状況につい

ても徐々にその窮状が明らかになってきております。昨月末、製造業を中心に、市

内事業所62社に対して行いました景況調査によると、調査対象の65％で経営状況が

悪化していると感じられております。また、県信用保証協会発表の山鹿市の保証債

務残高が１月末で前年比124％となるなど、山鹿市の経済状況も我が国の大幅な景

気後退局面の影響を免れ得ず、大変厳しい状況にあると認識いたしております。市

といたしましても、市内におけるさまざまな経済動向を的確に把握し、市内事業者

や市民の皆様への支援をできるだけ速やかに実施してまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 北原議員。 

［７番 北原 昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

 ご答弁、ありがとうございました。 
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 火災警報器の件でございますけれども、早急に密集している市営住宅1479戸、

3300個の設置をお願いしておきたいと思います。 

 余談ですが、３月３日の熊日新聞に、益城町は町内すべての約１万2000世帯に住

宅用火災警報器を１台ずつ無料配布する方針を決めたとありました。自治体が全世

帯に無料配布したのは全国で５市町村しかなく、人口が多い自治体では珍しいとい

う、益城町町長は町民の生命・財産を守るために無料配布を決めたと言われており

ます。生命・財産を守る、本当に素晴らしいことと思いましたのでご紹介をさせて

いただきました。 

 それでは、２回目の質問をいたします。 

 高齢者生活支援、通院、買い物等の送迎サポート体制についてです。昨日、森議

員の方より、高齢者の交通手段等についてのご質問もございましたが、私が感じて

いる部分、またお聞きしましたことを言わせていただきたいと思います。 

 高齢者の方より、歳を取って、病院に行く、また買い物に行くにも、足がなく、

大変困っていると多くの声を、この選挙期間中も聞きました。山鹿市内は山鹿市街

地循環バスがあり、鹿央町、菊鹿町にも、あいのりタクシーなど、多様の便がござ

いますけれども、山鹿の郡部といいますか、言葉的にはあれですけれども、川辺、

平小城には、現在そのような便はありません。川辺地区におきましては、ＪＡより

定期的に循環バスを提供され、高齢者の方がご利用になられており、助かっており

ますとの声も聞きました。通院、買い物等の交通面での援助を行う体制づくりが必

要と考えられます。市長の基本政策の中に、地域の特性に応じた交通手段とありま

す。今後の高齢化社会を見据え、当然、お考えのことと思いますが、現在運行して

いない地域といいますか、全体的に今後どのような対応を検討されるのかお伺いを

いたします。 

 ２件目、子育て支援の２回目の質問をいたします。国におきましては、第二次補

正予算で生活者支援としまして、子育て応援特別手当支給（仮称）、第２子以降の

子どもを持つ家庭に年額３万6000円を支給、１年間限定ではございます等の支援策、

また21年度予算におきましては、出産・育児一時金の拡充、35万円から、10月から

42万円などが予定をされております。 

 それでは、本題に入ります。私は、平成17年６月、平成18年９月、平成19年12月

と、過去に３回、乳幼児医療費助成対象年齢の引き上げにつきまして質問をしてま

いりました。平成19年12月定例会時のご答弁は、現時点での対象年齢の引き上げは

予定しておりませんとの返答でございました。あれから１年３カ月が経過をいたし

ております。少子化対策が叫ばれている中で、子育て支援の充実は絶対必要な施策

です。現在、多くの市町村で対象年齢引き上げが進んでおります。私も「医療費無
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料化 菊池市を見習って」という新聞の記事を紹介しようと思っておりましたけれ

ども、昨日、原議員よりご紹介がありましたので割愛いたします。山鹿市も他市に

負けない施策で、少子化対策に取り組んでいかないと、将来、本当に厳しい状況に

なるのではないのかと思っております。子育ての環境がいい菊池に引っ越しをした

という話も聞きます。 

 乳幼児医療費対象年齢引き上げの見解についての質問を予定をしておりましたけ

れども、昨日、原議員、福本議員が、対象年齢引き上げのご質問をされ、市長より

検証されるとのご答弁でしたので、これも割愛をいたします。 

 １点だけお伺いをいたします。平成19年度のこの助成総額並びに平成20年度助成

総額につきましては、見込みといいますか、推測になると思いますけれども、お知

らせをしていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、経済対策につきまして、２回目、地域商品券についてお伺いをいた

します。我が国のＧＤＰの約６割は個人消費が占めており、個人資産の総額は国家

予算の17倍で、約1400兆円と言われております。こうした潤沢な資産が消費や投資

により動きやすい環境整備が急務と言われるゆえんであります。経済不安や雇用不

安が市民生活に及ぼす影響は、物心両面におきまして実に大であります。不況の時

代こそ今までにも増して市民にやさしい行政を発信することは心の危機管理の観点

からも大きな意義があると言えます。窓口における相談対応や情報提供、ワンスト

ックサービスの充実など、市民の一人一人に対する配慮ある貞節な対応が一層望ま

れると思考するものですが、いかがお考えでしょうか。経済対策、地域活性化、地

元消費に向け、個人消費を促進すべく、熊本市、八代市、菊池市、また南関町を初

め、全国的には地域振興券、商品券などの発行の取り組みが見られるようになりま

した。地元商店街などで利用可能なプレミアム付き商品券の発行など、商店街活性

化対策の一つだと思います。いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 高齢者生活支援についての、通院、買い物等の送迎サポート体制についてお答え

いたします。 

 まず、現在運行しております市街地循環バスと菊鹿地域及び鹿央地域のあいのり

タクシーの利用状況についてご報告をいたします。市街地循環バスが平成19年12月

から平成21年２月までの15カ月で9028人の利用があっております。１カ月の平均利
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用は602人でございます。菊鹿地域のあいのりタクシーは、平成20年10月から平成

21年２月までの５カ月で4094人、１カ月平均利用は819人でございます。また、鹿

央地域のあいのりタクシーは、平成21年１月から２カ月で62人、１カ月の平均利用

は31人となっております。 

 次に、交通面での今後の対応についてでございますが、人口の減少や高齢化が進

む中、現在取り組んでおります市街地循環バスやあいのりタクシー等の新たな公共

交通手段の必要性は、今後もますます高まるものと思われます。したがいまして、

高齢者はもとより、地域住民の利便性の向上を図り、市全体の均衡ある発展を目指

すため、総務、福祉、教育部門と連携を図りながら、地域に応じた新たな公共交通

手段の整備を順次進めてまいりたいと考えております。 

 次に、子育て支援の乳幼児医療費助成額についてお答えいたします。平成19年度

乳幼児医療費の助成額は8476万4051円でした。財源の内訳につきましては、県補助

金が1372万4000円で、残り7104万51円が一般財源でございます。平成20年度につき

ましては、現時点での見込みの数値となりますが、助成総額は約7800万円程度にな

るのではないかと考えております。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 福田商工観光部長。 

［商工観光部長 福田憲之君 登壇］ 

○商工観光部長（福田憲之君）   

 北原議員の２回目ご質問の経済対策についての市の取り組みについてお答えを申

し上げます。 

 １点目の窓口における相談対応や情報提供などのワンストップサービスの充実に

つきましては、緊急雇用相談窓口を商工課に一元化して開設をいたしております。

離職者に対する雇用相談と市の緊急雇用対策での雇用手続きがワンストップで処理

できる体制となっております。相談者の事務手続きの簡素化で精神的な負担軽減を

図っているところでございます。なお、現在までの雇用相談件数は62件でございま

す。市の緊急雇用に伴います臨時職員の採用につきましては、６課で17名となって

おります。 

 ２点目の地域商品券につきましては、全国的な取り組みが行われており、地域経

済の活性化と生活支援対策として、プレミアム商品券の発行が計画されております。

全国で発行を予定されている自治体が698団体で、全自治体の39％となっておりま

す。県内自治体では６団体で計画がされている状況であると伺っております。本市

におきましても、市内商工業者への支援対策と地域住民への生活支援を目的に、山

鹿商工会議所、山鹿市商工会で連携したプレミアム共通商品券の発行に向けました
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早急な取り組みがなされております。市といたしましても、緊急経済対策の一環と

いたしまして、商工業団体の取り組みに対し、積極的に支援をしていかなければな

らないと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 北原議員。 

［７番 北原 昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

 ご答弁、ありがとうございました。先ほど、中野部長より助成総額のご答弁があ

ったわけでございますけれども、平成19年度が約8476万円、20年度が今のところ見

込みで7800万円というようなお話がございまして、以前を調べてみましたところ、

平成17年度が6663万円、平成18年度が8367万円という金額でございました。この19

年度とした場合、20年度見込みでございますけど、約676万円、医療費というか、

この助成が下がっているわけでございますけれども、ちょっと原因についてわかり

ませんけれども、そこら辺を含めまして、昨日からですね、原議員、福本議員もお

っしゃっていましたように、市長の方では、今後、検証していくということでござ

いますけれども、段階を踏んで、まずはじめに小学校３年生までの、拡充とかを、

早急に検討していただきたいと思います。 

 それと、地域商品券についてでございます。先ほど全国で発行を予定されている

自治体が698団体で、全自治体の39％となっておりますとのご答弁でございました。

各自治体、消費再建策を狙った取り組みと思います。ちょっと昨年の話で申し訳あ

りませんけど、12月９日、西日本新聞によりますと、菊池市が12月１日から販売を

開始して話題となった地域商品券「いちえ」が12月８日に早くも完売した。用意し

ていた商品券は２万セットで、その額１億円である。菊池市が販売した地域限定の

商品券「いちえ」は、１枚500円の券、11枚綴りの5500円分を5000円で販売し、そ

の差額を同市が負担するという仕組み、１人10セットまで購入できる。使用できる

のは市内の登録店のみではありますけれども、利用者にしてみれば、5000円で5500

円の買い物ができる、つまり10％お得というわけです。12月１日の販売開始には、

既に多くの購入客が訪れ、初日に約3000セットを販売、そして12月９日に用意して

いました２万セットがまた完売したということでございます。販売総額は１億円で

あります。同市では２月にも１万セット販売をされたそうです。不景気といわれる
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この時期に10％のお得感と、年末の物入りな時期に販売したことも、好評の要因だ

ったようです。市内登録店であれば、忘年会などにも使用でき、ガソリンスタンド

でも使えるため、需要は大きかった。今回の地域振興券は菊池市ではなく、玉東町

でも同じ仕組みのものを発行しており、差額は町が負担する。県外からも問い合わ

せが殺到し、隣接市町からも買い物に来る人もおられたそうです。今後、他県でも

このシステムを導入するところが出てきており、地域の経済復興手段としてこれか

ら注目をされそうだ。「いちえ」のシステムなど、市など行政が負担するのは10％

なので、販売価格が１億円の場合、1000万円が負担される。つまりは税金から使わ

れる形になる。国が実行しようとしている定額給付金の福岡県の支給額は約750億

円だと報道されておりましたけれども、このうち10億円を使用すれば、単純に考え

ると、100億円の地域振興券が購入される可能性があるわけです。菊池市のような

方法で有効に使うことができるのではないでしょうか。かつて1999年に国が流通し

ました地域振興券は、経済効果がなかった散々の講評でしたが、今回の菊池市の場

合は、購入者の積極的な反応を見ても、経済効果につながりがあるそうです。時代

が変われば効果も変わるのか、それとも地域行政がみずから動いたことが受け入れ

られたのか、今後の状況に注目したいとありました。ぜひ、山鹿市も地元商店街活

性化のために、早急な取り組みをお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で北原議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、川野功議員の発言を許します。川野議員。 

○19番（川野 功君）   

 おはようございます。19番、川野です。 

 先日通告しておりました２点、１、教育関係について、２、高度情報化計画につ

いて、一問一答方式で質問いたします。よろしくご回答お願いいたします。 

 それでは、まず１、教育関係について、杉本教育長の山鹿市教育ビジョンについ

て質問いたします。まずは、教育長のご就任おめでとうございます。まだ就任され

たばかりで、現状を把握したり、どういう対策をとっていこうとか考えておられる

時期だと思います。そこで、今すぐに山鹿市の教育の現状と問題点はどうかとか、

どこをどうしたいかなどと聞いても答えが返ってくるとは思っておりません。そこ

で、教育長の考えておられる山鹿市の教育に関しての理想的な教育方針、理想的な

教育環境はどうあるべきかについてお考えをお尋ねいたします。 

 次に、教育センターの本年度活動計画についてお尋ねいたします。今まで何度も

教育センターについてはお尋ねしておりますが、そして随分しつこいなと思ってお
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られるかもしれませんが、ここは私の納得のいく施策や成果が出るまで続けていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 そこで、今回は教育センターの見直しと充実について質問いたします。学校教育

指導員、社会教育指導員の先生方が活動されておりますが、私の目から見ると、ま

だまだできることはあると思いますし、期待した成果が出ているとは言えないので

はないでしょうか。これは私の間違いかもしれませんので、十分に反論してもらっ

ても構いません。活動と成果も十分にお知らせください。私としては、もっともっ

と現場に出ていって、直接、先生たちに指導等をしていただきたいと思っておりま

す。教育センターに一番期待していることは、先生たちの資質の向上、授業レベル

の向上、ひいては子どもの学力向上にあります。その点に関しては、まだまだ活用

できていないと思っておりますので、よろしくご答弁お願いいたします。 

 次に、子どもの学力向上について質問いたします。平成19年度から全国学力調査

が行われています。山鹿市では、学力の低下が進んでいるのではないか心配してお

りますが、実際はどうでしょうか、お尋ねいたします。全国学力調査で２回連続全

国トップレベルとされたのが秋田県でした。東京都のような塾に通っている子ども

たちが多い都会の子どもではなくて、塾にはほとんど行かない子どもたちが多い秋

田県が堂々のトップでした。また、秋田県内でも都市部よりも町村部の子どもの方

が成績がよかったようです。秋田県の教育方法は、秋田方式とまで言われるように

なり、その教育効果が話題を呼んでおります。山鹿市でも秋田方式を解析し、取り

入れてもらいたいと思いますが、教育委員会の対応はどうでしょうか。 

 次に、教育委員会の場所について質問いたします。以前、一般質問でひだまりの

方へ教育委員会を移したらどうかと質問しましたが、その後どうなっているのでし

ょうか。今の教育委員会は、今さら私が言う必要もありませんが、非常に狭く、ま

た部屋が３課とも分かれていて、意思の疎通が図りにくい配置になっております。

以前も教育関係の会議がダブルブッキングすることがありました。これが意思の疎

通がとれていない証拠だと思います。早くワンフロアの快適なところに移り、教育

行政を効率よくこなしていただきたいと願っております。そして、今の場所は公民

館として市民に開放すべきだと考えております。新庁舎の工事が始まったら、真っ

先に移動するのは間違いないと思っておりますので、どうせなら早目に動いた方が

よくないかと思いますが、現在のお考えのをお尋ねいたします。 

 以上、１回目の質問をよろしくお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 
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○教育長（杉本作德君）   

 それでは、川野議員の１点目、山鹿市の教育に関しての理想的な教育方針、理想

的な教育環境はどうあるべきか等についてお答えをしたいと思います。 

 本市においては、山鹿市の教育ビジョン、基本構想のもとに、人づくり計画が推

進されておりますが、私の教育方針は基本的には現在推進されています「生きる力

を育む人づくり」、「家庭や地域を愛する人づくり」、「健康とスポーツを愛する

人づくり」、「文化や歴史に親しむ人づくり」、この四つの人づくり施策をさらに

充実させるべく努めてまいりたいと考えております。その中でも、私が現在特に考

えておりますことは、まず１点目ですが、子どもを自立できる大人に導くための人

づくり、なかなか子どもの世代から大人へ移行できない大人がおられるようでござ

います、この人たちの人づくり教育。それから２点目は、次世代を生み育てる若い

父親、母親、この人たちのいわゆる大人の人づくり教育。それから３点目でござい

ます。地域社会で頑張っておられたすばらしい先輩方、非常にすばらしい知恵を持

っておられます。こういう方々が最近活躍される場がなくなってきている。こうい

う方々の生涯にわたり求め学ぶ人づくり、この３点を今現在しっかり考えておりま

す。 

 まず、最初の１点目については、就学前教育、それから義務教育を通して、基礎

学力、基礎体力、基礎的人間力、この基礎的人間力といいますのは、私はこのよう

に捉えております。人として社会生活を営む上で必要とされる力、いわゆる基本的

生活習慣、規範意識、道徳心、こういうことでございます。人としての基礎的資質

を身につけ、高等学校教育を通して学力、体力、人間力をさらに充実させ、自立で

きる大人へ導いてやることが極めて重要であると考えております。そのために家庭

の教育力、地域社会の教育力が非常に最近弱体化しております。学校教育のみに頼

ることなく、家庭教育、社会教育のさらなる充実を図る必要があります。保育園、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、家庭、地域社会がしっかりと連携しながら、

子どもたちに大人として自立できる資質を身につけさせ、大人社会まで導くことが

非常に大切であります。 

 山鹿市には、未来を背負う可能性を秘めたすばらしい子どもたちがたくさんおり

ます。その可能性を引き出してやることは、私たち大人の責務であると考えており

ます。私たち大人が勇気と自信を持って、子どもたちの育成に取り組まなければな

りません。山鹿市で生まれ育ってよかったという子どもたちの声が今以上に増大し、

山鹿市を巣立ち、そして全国に羽ばたき、さらには世界に羽ばたいて、これを文武

両面にわたり活躍して、そしてその成果を郷土熊本、山鹿市に還元してくれること

を期待しておるものであります。 
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 それから、２点目については、若い父親、母親の家庭教育力を高めることであり

ます。現在、教育センターを中心に、このための施策が推進されておりますが、さ

らに充実するよう努めてまいりたいと考えております。 

 それから、３点目についてでございますが、高齢化社会が急速に加速化している

現在、高齢者の皆様が生きがいを持って生活をしていけるような環境づくりが急務

であると考えております。さらなる取り組みの充実に努めたいと考えています。 

 なお、人づくりの具現化に際しては、私はそれぞれの分野の専門家の皆様方のお

知恵をしっかりお借りしながら、皆様が目的を持って意欲的に職務に務められるよ

うな、そういった環境づくりの支援をしてやることが、私の責務であると考えてお

ります。 

 以上のような方針で、誠心誠意、山鹿市の教育行政に取り組んでまいります。ど

うかひとつ、議員の皆様方のご指導・ご支援を何卒よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

 おはようございます。 

 川野議員の質問の２点目、教育センターの本年度の活動状況と成果についてお答

えいたします。 

 まず、山鹿市教育センターでございますが、ご承知のとおり、山鹿市教育ビジョ

ンの具現化のために、幼・保・小・中や家庭・地域との連携を基盤に、学校教育の

さらなる充実と教職員の資質向上を目指して設立されました。その事業としまして

は、教職員の資質向上と指導技術の向上、確かな学力の育成に関する授業実践研修、

基礎基本的な学力の徹底と学習・生活態度の育成、幼・保・小・中連携に関する研

修、学校・家庭・地域の連携推進などがございます。本年度は基本的な考え方とし

て、１点目に学校教育課の中の研究機関として、当面、学校教育を中心に取り組む

こと、２点目として、学校教育の立場から、家庭教育、地域教育へのアプローチを

図ること、３点目は主に研修に関するものを講座と称し、山鹿市教育センターが主

催することという３点を柱としまして、５月の全体研修会での元教育委員長の中川

先生の講演を皮切りに、先生方の希望で参加する講座形式を多く取り入れ、みずか

らの意欲によって参加する研修会を新規に開催いたしました。中堅教職員としての

ミドルマネジメントを高める中堅教職員講座、学校教育指導員が直接学校を訪れて

指導・助言をする道徳教育指導力向上講座、研究主任２年未満の先生たちに校内研

究の進め方について指導・助言する研究主任講座、国語、算数を中心に授業力を高
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める実践的な研修、授業づくり講座、音楽や図工、美術、書写等、地域の人材を学

校に派遣し、指導力向上を図るスーパーアドバイザー派遣事業、指導法についての

相談を受ける指導法相談事業、社会教育指導員が家庭教育等について講話をしたり、

各中学校区ごとの幼・保・小・中連携カリキュラムの作成と実践化を推進する幼・

保・小・中の連携に関する事業などでございます。ほかにも継続事業である、ふる

さと学習会、学校経営講座、ブロック別授業研究会、ブロック別音楽会も行ってお

ります。なお、水泳記録会、陸上記録会は、小体連主催に移行いたしております。

さらに、本年度から山鹿市教育センターの組織の中に、子育て支援課管轄でありま

す市内26の保育園とも連携しまして、幼稚園、保育園の先生方を対象とした保育

園・幼稚園経営講座を開催いたしました。その講座には、市内保育園、幼稚園から、

23園の先生方、40名が意欲的に参加され、研修していただきました。 

 先ほど申しました各種講座は、すべて学校教育指導員、社会教育指導員が担当し

ておりまして、その回数は夜間の講座が延べ31回、学校での指導支援に延べ45回ほ

どございます。そのほかにも教育委員会主催事業であります学校訪問による指導が

29回、学校指導員派遣事業による訪問指導が延べ80回、研究発表会に伴う指導・助

言に20回、幼・保・小・中連携支援として、幼稚園、保育園、小学校での保護者会

における家庭教育講話や座談会を30回、教育相談を10回ほど行っております。その

ほかにも学校へ行こう会の日の学校訪問や、普段の学校に出向いての相談・支援活

動も行っております。週４日の勤務の中で本当によく頑張っていただいていること

に感謝しているところでございます。 

 成果としましては、先生方の資質の向上、授業力の向上が図られたととらえてお

ります。教育ですから、目に見える形や数値化してはっきりととらえることはでき

ない面がありますが、研修いただいた先生方の人間力、授業力向上が、ひいては同

僚の先生方へと広がっていったり、日常の教育活動や授業に反映され、児童・生徒

の落ち着きのある学校生活や学力の向上となってあらわれているものととらえてお

ります。 

 次に、３点目の学力向上対策についてお答えいたします。 

 まず、山鹿市の児童・生徒の学力の実態でございますが、小学校では２月、中学

校では４月に行われています全国標準学力検査の結果では、小・中学校ともに全国

平均を上回っておりますし、学習効果をあらわす成就値もプラスになっております。

また、４月に小学６年生と中学３年生を対象として実施されました全国学力・学習

状況調査では、小学６年の国語、算数の知識・理解力を見ますＡ問題は、ともに全

国平均を上回っておりますが、思考力、表現力などを見ますＢ問題は、ともに全国

平均をやや下回っておりました。中学３年生では、国語のＡ・Ｂ問題、数学のＢ問
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題は、ともに全国平均を上回っておりまして、ただ数学のＡ問題のみがやや下回っ

ておりました。また、12月に行われました熊本県学力調査及びゆうチャレンジにつ

きましては、まだ結果が出ておりません。さらには、県下の全中学３年生に９月と

12月に実施されております県共通テストの結果は、近年向上してきております。 

 以上の状況から見ますと、学力が低下してきているということはないかと思われ

ます。しかし、学校教育法の30条で規定されました、基礎・基本を活用して課題を

解決するために必要な思考力、表現力、判断力がやや劣っているということが大き

な課題であるというふうに捉えております。ただ、注意しておりますのは、数回の

テストの点数のみで学力全体を捉え、一喜一憂したり、競争心だけをあおるのは危

険であるということです。しかし、教育委員会としましては、児童・生徒の確かな

学力向上に向けて、まずは先生方の人間力、授業力を向上させるべく、最善の努力

をしてまいる覚悟でございます。 

 川野議員からご提言いただきました秋田方式につきましては、教育委員会としま

しても大変関心の高いところでございます。秋田県は、いじめ・不登校が全国で最

も低い発生率であり、学校生活が円満であること、元気な学校生活が学力の高いこ

とにつながっていること、家庭学習ノートの活用がなされていること、習熟度別少

人数授業、児童・生徒思考大会等を実施していること、読書に力を入れていること

など、参考になることばかりでございます。また、その背景としましては、通塾率

は全国平均より大幅に低く、家庭学習にしっかり取り組めております。また、少子

高齢化率が非常に高く、保護者の平均所得は最下位圏であり、自殺率は13年連続で

全国１位という厳しい状況にあります。したがって、教育こそ財産なり、教育しか

ないという教育基盤のもとに、家庭、地域、学校が強力に連携して、児童・生徒を

支援しているという教育風土がございます。 

 さて、この秋田方式は、山鹿市における取り組みと共通することが数多くありま

す。いじめ・不登校の解消に向けては、オアシスクラブやサポートティーチャーを

配置するとともに、学校、家庭、地域、諸機関が連携した活動を展開しながら支援

を行っております。 

 また、学力向上と深く関連している基本的生活習慣を育成すべく、全市挙げて、

「早ね、あいさつ、朝ごはん」運動に取り組んでいるところでございます。家庭学

習ノートにつきましては、自主学習ノートということで、多くの小・中学校で取り

組まれております。 

 読書につきましても、市内の小学校に読書活動推進員３名を配置し、図書室の整

備を図るとともに、読書オリンピックなどにより読書活動を推進し、読み聞かせ、

朝の一斉読書にも取り組んでいるところでございます。 
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 また、少人数による習熟度別小人数授業やＴＴによる授業も多くの小・中学校で

行われております。さらに、熊本県では、いち早くゆうチャレンジやまいチャレン

ジという表現力、思考力を育成する学力検査を実施しながら、その結果を生かした

授業改善に取り組んでおります。先の全国学力調査のＢ問題には、熊本県のゆうチ

ャレンジの問題がほとんど採用されております。 

 秋田方式の根底にございます、子どもたちの幼児期からのきちんとした生活習慣

づけ、自然体験活動などによる知・徳・体のバランスのとれた人づくり、教育環境

づくりは、山鹿市の目指す、「人・はぐくむ」という教育基本テーマに相通ずるも

のでございます。また、教育は人なりの言葉どおり、教師の人間力、授業力を向上

させることが最も大切であるという考え方にも強く共感するものでございます。 

 今後とも、山鹿市教育目標であります「限りない夢を抱き、心豊かにたくましく

生きる人材の育成」を目指し、児童・生徒一人一人の限りない可能性を伸ばすべく

教師の資質向上を図りながら努力してまいる覚悟でございます。今後ともご指導・

ご支援いただきますようよろしくお願いいたしまして、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 川野議員の４点目の教育委員会が早目に移転したらどうかというご質問に対しま

して、ご答弁申し上げます。 

 川野議員が以前にご指摘されましたように、市民の皆様には駐車場及び各施設の

利用に大変ご迷惑をかけていることは心苦しく思っているところでございます。ま

た、相談機能の充実を図りましたことや、新たに学校再編整備室を設けましたこと

等により、現在の事務所自体もさらに手狭になりつつあります。ただ、鹿本のひだ

まり等への移転を考えます前に、現在、新庁舎の建設の検討が進められている現状

がございます。また、教育委員会では鹿北複合施設の建設にあわせまして、鹿北分

室教育課のあり方、ひいては今後の各分室のあり方も見据えていかなければならな

いというふうに考えております。そのような公共施設の再編整備が進む中におきま

して、教育部だけで事務所の移転等の検討を行いますことは、現状では大変難しい

というふうに考えております。公共施設全体を検討しております市長部局との調整

を図りまして、将来を見据えた計画的な移転の方策を探っていくことが肝要であろ

うかというふうに現在では考えているところでございます。また、将来的な市民の

利便性を考慮いたしますと、例えば、就学前や青少年、できれば福祉も含めまして、

子どもたちに関する相談業務は一つの場所で済ませられるといった総合窓口、いわ
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ゆるワンストップサービスが可能な施設、さらにはご指摘をいただきました迅速な

施策判断や指示ができる組織・体制なども含めて考えていくことが、今後の教育行

政のあり方として最も大切なことではないかというふうに考えている次第でござい

ます。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時06分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時17分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 丁寧なご答弁、ありがとうございました。 

 教育長が言われますように、私たち大人の人づくりに対してもよろしくお願いし

ておきます。 

 それでは、教育センターに関して再質問いたします。教育指導員の先生方がよく

頑張っておられること、その目指しているものが教師の人間力、授業力の向上であ

ることという点など、まったくそのとおりだと思います。その点、すばらしくよく

やっているなと感謝いたしております。ただ、何か私が思うことと、ほんの少しず

れがあるかなと感じました。私としましては、実際に熟練した先生が現場で直接指

導することをもっと多くやってほしい。もっと実際の生の授業に出ていって、先生

たちと直接触れ合って指導していただきたいと思います。 

 次に、先生と子どもたちとのかかわり合う時間を最大限にふやしてほしいという

点、この二つです。いろいろ活動をやってくれと言いながら、子どもと交わる時間

をふやせとは、矛盾しているように感じるかもしれませんが、両方とも大事なこと

で、やればできると思っております。レポートを書いたり、先生方の貴重な時間を

使っている集会等を減らしていけばよいのではないのでしょうか。現場で直接その

ときに指導することが一番身につきます。私はバスケットの練習をよく見ておりま
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すが、指導の方法でまったく子どもたちの理解度が違ってきます。私がいい指導と

思うのは、例えばディフェンスのフォーメーションの指導だとしたら、練習試合を

しながら、直したい点はその場で時間を止めて直接指導します。後で、あそこはこ

うした方がよいとか、あのときはああすべきだったなどと、まとめて指導しても、

ほとんど身にはつきません。子どもたちは具体的に体験しないと、教えたことが体

にしみつきはしません。私は、それを身にしみて感じてきました。先生方もそれが

すべてだとは言いませんが、ある程度同じではないでしょうか。私がずっと教育セ

ンターに要求しているのは、生きた指導、生きたサポートをしていただきたいとい

う点です。そして、いい先生はそのよい点をどんどん伸ばして、子どもと向き合う

時間を多くしていただきたいし、少々問題のある先生には、その授業が終わった後、

すぐに修正するような、そんな指導はできないものでしょうか。そして、提出書類

をもっと減らす方法も検討していだたきたいと思います。そういう意味でも、教育

センターのセンター長やスタッフの組織は、教育委員会と違った視線で取り組むこ

とができるように、別の人を割り振った方がよいように思っております。 

 また、指導を活性化させるために、指導員を地区ごとに配置し、お互いに競わせ

たりすることもやってみてはどうでしょうか。そして、もっと熱心な人、今の人が

熱心でないと言っているわけではありませんが、熱心な人を張りつけていただきた

い。地域には有能な先生方がまだ多く眠っています。お金をかけないで、ボランテ

ィアの近い状態でもきっと協力いただけると思います。この点、よろしくお願いし

ます。 

 次に、子どもとかかわり合う時間をできるだけ多くする点に関してですが、先生

方と話したときに、できるだけ行事を減らしたいと思い、思い切って行事をカット

して、その時間を空けたら、そこに新しい行事が入ってきて、結局空き時間がつく

れなかったという意見がいっぱいありました。もっと空き時間をつくることを徹底

していただきたいと思います。 

 そこで質問ですが、実際の生の授業に出ていって、先生たちと直接触れ合って指

導していだたきたいという点、先生と子どもたちとのかかわり合う時間を最大限に

ふやして欲しいという点、教育センターのセンター長やスタッフの組織は、教育委

員会と違った構成がとれないかについて、再度お尋ねいたします。 

 次に、秋田方式に関してですが、そんなことをやっている、同じことを思い、そ

ういう目的でやっているというような答弁でした。確かに指導する方から見たら、

同じ思いで、同じ方針で、同じ効果を期待しているかもしれませんが、それがえて

して同じ結果を生まないことが多いのも事実です。地域の環境が違うと言ってしま

えばそれまでですが、何かが違うのだと思います。これは、ある方から聞いた秋田
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方式に関する話なのですが、秋田方式は非常にわかりやすい、当たり前のことを当

たり前のようにやっているという点で受け入れやすいのではないかということでし

た。その内容とは、簡単に言えば三つのことです。一つは丁寧な指導、二つはきめ

細かな指導、そして三つは家庭学習の習慣化、この三つです。丁寧な指導とは、子

どもに親切にきちっと教えるということ、きめ細かな指導とは、少人数で目の行き

届いた教えができるということ、そして家庭学習の習慣化、それを徹底してやって

いる。これだと具体的でみんなわかりやすいのではないでしょうか。先生たちがど

ういう行動を起こせばよいかを具体的にわかりやすく伝えることが非常に大事だと

思っております。単なる情報で知っているだけではなく、実際に現場に行って体験

していただきたいと思います。その点、もう少し勉強してみる価値があると思いま

すが、いかがでしょうか。 

 次に、教育委員会の場所についてですが、現在はまだそういう時期ではないとい

うご答弁でした。時期がきたならば、速やかに検討いただくようにお願いいたしま

す。これは答弁は要りません。以上、２回目の質問、よろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

 川野議員の２点目、教育センターに関する２回目のご質問にお答えします。 

 まず、学校現場での生の授業を参観しての指導についてでございますが、先ほど

の答弁で紹介しましたとおり、道徳教育指導力向上講座は、参加者26名の全学校に

出かけて行き、授業参観をした後に、きめ細やかな指導助言を行っております。同

様に、研究主任講座においても、参加者21名の全学校、幼稚園に出かけての指導支

援を行っているところです。また、夏期休業中はひだまりにおいて、授業づくりに

ついての相談活動も行っております。その講座以外にも、学校に出かけての授業を

見ての指導・助言の場は、先ほどの答弁のとおりです。教育委員会は先生方の服務

監督をするところでもありますが、基本的に先生方の応援団であらねばならないし、

実際、そういう立場で支援しております。さらに、毎日の授業につきましては、各

学校の校長先生が授業参観をしての指導・助言をされたり、校内研究テーマによる

研究授業を全職員が実施するなど、大変意欲的な取り組みが行われております。 

 次に、子どもたちとかかわり合う時間の確保につきましては、昨年６月議会でも

教育長が答弁しておりますように、１点目に、各種研修会、会議などの開催回数を

減らしております。２点目に、さまざまな教育課題の対応のために、サポートテ

ィーチャー25名の配置をしております。３点目に、事務量の軽減を図っております。



- 118 -  

４点目に、「早ね、あいさつ、朝ごはん運動」による取り組みです。また、授業で

子どもを育てると言われますように、１日６時間の授業時間が何といっても先生と

子どもたちが触れ合う最も大切な時間であります。教育委員会としましても、まず

は授業を大切にしながら、先生方の加重負担の軽減が図れるよう、さらなる行事精

選・統合や、事務の効率化を推進してまいりたいと思います。 

 次に、教育センターのスタッフ組織の件でございますが、１回目の答弁で申し上

げましたように、基本的な考え方として、学校教育課の中の研究機関として、当面、

学校教育を中心に取り組むとしております。常駐のスタッフにつきましては、市の

財政の問題等とも絡めながら、どうにかならないかということで検討しているとこ

ろでございます。本年度は、社会教育指導員１名と、来民小学校区での県指定、家

庭教育支援基盤事業による家庭教育支援チームの５名の方が、ひだまりを起点とし

て活動していただいております。また、夏休み中には、先生方の相談活動のために、

学校教育指導員もひだまりを拠点として活動いたしました。 

 次に、３点目の学力充実に関しての秋田方式についてお答えいたします。川野議

員からご提言いただきました３点、丁寧な指導、きめ細やかな指導、家庭学習の習

慣化が大切であるということは、私もまったく同感でございます。先ほどの答弁の

繰り返しになりますが、熊本県の方でも７、８年前から、徹底指導と能動型学習に

よるきめ細やかな指導を熊本型授業と称しまして、たび重なる研修や指導助言が重

ねられ、実践化されております。さらに、わかる授業の実践を目指し、授業の工

夫・改善を図るとともに、少人数授業や複数教師による指導をするＴＴ授業、そし

てサポートティーチャーの配置、複式学級の授業支援をするアシスタントティーチ

ャーの配置などにより、個に応じた指導・支援の充実を図っているところです。 

 家庭学習の習慣化につきましては、先ほどの答弁のとおりです。 

 この秋田方式につきましては、２月に鹿本中学校のお二人の先生が、秋田県の八

竜中学校を視察訪問されております。その視察された先生のお話をお伺いしますと、

教育内容・方法は、熊本県の取り組みと大きな違いはないが、学習評価の結果処理

と対応が非常にスピーディーに行われているということでした。また、秋田県教委

が20年３月に打ち出しました秋田わか杉っ子学びの10か条というのがございます。

一つ目に早ね、早起き、朝ごはんに家庭学習、こういうもので、三つ目に読書で拓

く心と世界、七つ目にきまり・ルールは守ってあたり前、こういう10か条がござい

まして、この10か条は大変参考となるものでありますので、ぜひ、山鹿市でも取り

入れていきたいと思っております。 

 また、本教育委員会でも秋田県への視察研修を行い、実際に自分の目で見て確か

めたいとも思っているところです。今後とも、山鹿の子どもたちの確かな学力の向
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上に向けてご支援いただきますようお願いいたしまして、答弁とします。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 ご答弁、ありがとうございました。 

 いろいろ言いましたが、教育長がかわられ、新しい体制で教育委員会がスタート

します。今までの習慣やしきたりに縛られないで、一からつくり上げてベストなも

のをつくっていただきたいと願っております。教育関係は総務文教の所管でありま

すので、詳しくは委員会の方でやっていきたいと思います。 

 次に、２問目に入ります。高度情報化計画について質問いたします。現在までの

進捗状況をお尋ねいたします。山鹿市は高度情報化計画を18年９月に策定しました。

これは国のＵジャパン政策により、いつでも、どこでも、何でも、だれでも、簡単

にネットワークにつながり、ＩＴが草の根のように生活の隅々まで溶け込むことを

目標に挙げています。本市においても、このような国の政策を踏まえ、情報通信技

術を最大限に活用し、少子高齢化、地域経済の活性化、環境問題、地域連携などに

的確に対応していくため、本市の特性を生かした効率的かつ効果的な情報化施策の

展開が必要とされています。そのため、まちづくりを情報化の視点からとらえ、市

民の豊かな暮らしや地域振興を図るため、市民生活、産業、教育、福祉など、あら

ゆる分野における課題を明らかにし、課題解決に向けた具体的な情報サービスの提

供、情報通信基盤の整備や行政事務の効率化など、高度情報化施策を計画的に推進

していくために、山鹿市高度情報化計画が策定されました。計画が策定されてから、

既に２年半が過ぎております。ＩＴ業界ではドッグイヤーと言われますように、普

通の業界と比べると、７倍以上早く進むと言われております。それから考えると、

計画が出されてから２年半ということは、実に18年が過ぎ去ったことになります。

現在までの進捗状況をお尋ねいたします。 

 次に、高度情報化後の総合支所の役割についてという質問ですが、国の指針でい

つでも、どこででも同じように仕事ができるようにしなさいとあります。現時点で

各総合支所はどういう状態になっているのでしょうか。本庁に行かないと処理がで

きない業務がないのかお尋ねいたします。 
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 次に、フレッツ光等の光ファイバー網の充実についてお尋ねいたします。世間で

は、フレッツ光とか光テレビなどと、テレビやほかのマスコミでも光ファイバー網

を大々的に宣伝しております。山鹿市民の多くの皆さんも、いずれ光に変えたいと

思っておられるようです。しかし、現実は旧山鹿市の中心部しか光網は整備されて

おらず、今後の整備計画もないと聞いております。旧町部の市民からは、光はいつ

来るんですかとよく聞かれるようになってきました。ほとんどの市民はそのうち光

が来るだろうと思っているようです。しかし、私が答えるときは、このままでは残

念ながら、いつまで待っても光は来ませんよと言うしかありません。それに加えて

合併協議会で予定されていたまほろばネット構想は、残念ながら現時点ではとても

実現不可能になっていると思います。自前の光ファイバー網が無理なら、せめて民

間の光ファイバーが引かれるように、市の方でサポートできないでしょうか。山鹿

市民が他の地域と比べて情報格差が生まれないようにするのは行政の大事な役目だ

と思っております。以上、３点質問いたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 ご質問の１点目、高度情報化計画の進捗状況についてお答えいたします。山鹿市

高度情報化計画は、平成18年度から22年度までの５カ年の計画で、現在は中間年に

当たります。その主な事業について、進捗状況についてご報告いたします。情報通

信基盤整備事業として、平成18年度に鹿北、菊鹿、鹿央地区のオフトーク通信施設

等の改修を行い、行政情報基盤の確保を図りました。また、菊鹿内田校区のＡＤＳ

Ｌ導入支援により、市内のどこからでもブロードバンドインターネットに加入する

ことができるようになりました。 

 次に、平成23年７月の地上デジタルテレビ完全移行に伴う共聴施設のデジタル改

修の支援を21年度から計画的に実施してまいります。 

 次に、情報通信基盤整備事業を活用したソフト事業として、オフトークと防災行

政無線を接続し、火災発生時に広域消防本部等から市内全地区に対し一斉放送が可

能となり、防災面における告知能力の向上を図ることができました。また、ホーム

ページの充実として、やまが探訪ナビ、山鹿子育て街道ブック等、観光、子育て支

援サイトを設けました。その他、図書館の蔵書検索や貸出予約をパソコンや携帯電

話等からできる図書館システムや公共施設の利用申込みをより手軽に行える公共施

設予約システム等々の構築につきましては、市を越えた広域的な利活用、整備費用

の分担など、スケールメリットを生かせるように、熊本県及び県下市町村で構成し
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ている電子自治体推進協議会及び関係各課と連携を密にしながら整備を進めており

ます。 

 次に、２点目のご質問、高度情報化システム後の総合支所の状況についてお答え

いたします。合併時に本庁と各総合支所間の行政システムのネットワーク化を整備

しており、各総合支所でも本庁と同じ業務が可能で、本庁に行かないとできない業

務はございません。また、ＩＴ講習会等を全職員に実施し、ＩＴ能力向上を図って

おります。 

 次に、３点目のご質問、フレッツ光等の光ファイバー網充実についてお答えいた

します。現在、主流になりつつある光ブロードバンド基盤について、本市ではＮＴ

Ｔ西日本が行っている、いわゆるＢフレッツというサービスで、旧山鹿市内の一部

に限定されている状況で、現在のところ、エリア拡大の見通しはなかなか難しいよ

うでございます。そのため、市では各種情報通信サービスの充実を図るため、参入

する通信事業者に情報提供などの支援の取り組みを行っております。今後、超高速

接続が標準化される時代に、全市民が地域格差なく快適にインターネットを利用で

きるために、より少ない投資で、より効果のある通信基盤を整備するため、光通信

や電話回線、及び無線通信など、さまざまな技術開発が進められている現在、その

住民ニーズ等の把握に努めてまいります。 

 また、議員お尋ねの光エリア拡大につきましては、通信事業者に働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 ご答弁、ありがとうございます。 

 進捗状況に関しましては、これまでにできたことをご答弁いただきました。しか

し、計画を見てみると、21年から実施という項目がかなりありましたが、実際に実

施されるのは本当に少ないようで残念に思っております。特に図書館のシステムな

どは、19年に完成して、20年度からは実施となっておりますが、まだまだ実施され

ないような答弁で、これも残念です。大きな予算が絡みますので、簡単に実施でき

ないかもしれませんが、できるだけ計画に沿って進めていただきたいとお願いいた
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します。これに関しては答弁は要りません。 

 次に、２の総合支所の役割について質問いたします。ご答弁では、本庁と各支所

間はネットワークができており、各総合支所でも本庁でも同じ業務ができて、本庁

に行かないとできない業務はないという答弁でした。情報化の整備ができており、

どこででも業務が遂行できるのであれば、できるだけ業務を分散し、総合支所をも

っと有効利用することはできないのでしょうか。旧４町にとって総合支所は地域の

よりどころであります。私は今、商店街の空き店舗のうち、１カ所何とか埋めるこ

とができないかと動いておりますが、地域一番の大きな総合支所が空き店舗状態に

なっているようなものです。これでは周辺部の地域の発展は望めません。旧山鹿市

の中心が八千代座やさくら湯、プラザファイブであるように、各町の総合支所はま

さに町の中心だったと思います。その中で本市は中心市街地活性化でプラザファイ

ブに大きなリスクを払いながらも、活性化しようとしております。もう少し周辺の

地域のことを考えると、総合支所を簡単に空き店舗にしてほしくはありません。人

員や仕事を削減する方法ではなく、市職員全体が200人以上削減したとしても、総

合支所を縮小しないで仕事を効率化する方法もあると思います。このことに真剣に

取り組んでもらいたいと思います。 

 次に、フレッツ光等の光ファイバー網充実についてですが、通信業者に働きかけ

を行っていきたいというご答弁でした。ぜひ、積極的に、またおどかしを入れてで

も働きかけをしていただきたいと思います。というのは、本市はＮＴＴの回線を借

り上げて使っていたり、情報企画課はビルも借りております。私から言わせると、

相当のお得意様になっているわけです。働きかけをするとき、してくれないなら、

ケーブルや事務所やメンテナンスを全部自前でやるぞぐらいのことを言ってもいい

と思っております。実際に自前でやった方が将来的にいいと私は思っております。

２年ぐらい前に、ＮＴＴの方が私のところに来られて話をしました。そのとき、鹿

本町には光は来ませんとはっきり言われました。光を引くためには、6000世帯ある

ことが条件だそうです。鹿本町は2500世帯しかありませんから無理なようです。た

だし、それも行政の補助があれば別なようです。具体的にどうすれば整備できるの

かぜひ働きかけをお願いいたします。これに関しては答弁は要りません。 

 以上、２回目の質問をいたします。よろしくご回答をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 高度情報化利用による業務の分散についてお答え申し上げます。 
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 確かに情報システムの整備により、かなりの分野の業務が各出先機関であっても

対応できることになります。議員ご提案の業務の分散化につきましては、電算情報

システムの発達により、申請や交付業務等、市民の皆様に影響が出ないように業務

の改善が進んでいるところですが、当市といたしましては、各分野にまたがる業務

の総合調整の必要性から、本庁集約型の方がより効果的・効率的な業務の遂行がで

きるものと考えております。 

 総合支所の有効利用につきましては、地域活動の拠点となる地域コミュニティ的

機能を考えており、多様な人々が集う開放型の施設として、地域の皆様や地域の多

くの団体の方の交流の場として活用していだたきたいと思っております。 

 市の業務につきましても、今後、短期のもので、かつ執務場所にこたわらない業

務、例えば各種申請書の集中的な受付などにつきましては、各総合支所を活用して

まいりたいと考えております。また、同様に各種会議、研修会、打ち合わせ等につ

いても、可能な限り総合支所を利用してまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 ご答弁、ありがとうございました。 

 総合支所に関してですが、組織や業務形態を見直すことで、分散してももっと効

率的にやっていく方法もあると思います。そこら辺も検討が必要だと思います。総

合支所の活性化については、私だけでなく、ほかの多くの議員もそう思っておられ

ると思いますが、どうすればよいか、なかなか有効な手立てが思いつかない状態だ

と思います。総合支所の活性化について、どうしていくかということで、情報網は

できておりますので、組織や業務形態を見直してですね、分散しても有効で効率的

な業務ができるようにということで、これからいろいろ一回勉強して提案をしてい

こうと思っております。これは答弁要りません。 

 以上質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で川野議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで昼食のため、休憩いたします。午後１時より再開いたします。 
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午前11時46分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時00分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により、池田誠一議員の発言を許します。池田議員。 

［15番 池田誠一君 登壇］ 

○15番（池田誠一君）   

 こんにちは。15番議員の池田でございます。 

 今まで10年間、この議会に席を置かせていただきましたけれども、１番から始ま

り、15番目ということで、10年間で15番ということで、一番最後の30番の議員さん

までいくには、あと10年かかるのかなあという気もいたしておりますけれども、そ

れはそれといたしまして、発言通告にしたがいまして、一般質問を１点行いたいと

存じます。 

 通告いたしておりましたけれども、この通告の内容につきましては、先般、永田

議員、そしてまた先ほど川野議員の方からも全く同じような内容等で通告をされま

して、ご質問なされたわけでございますので、どういう形で質問しようかなという

ふうに思っておりますけれども、別な形の中で質問させていただければというふう

に思っております。 

 本当に、杉本教育長におかれましては、今般、初めてこの議会に教育長として、

この席を置かれた形での初議会だったかなというふうに思っておりますけれども、

その間におきまして、今までこの教育行政の中で、そしてまた今まで培われた経験

の中では、高校教育という形の中で、そのほとんどを費やされてこられたのかなあ

というふうに考えております、そういう中において、この末端行政であります市町

村自治体、そしてまたこの山鹿市にとりましては、市行政でございますので、そこ

における教育行政というものは、あくまでも義務教育課程における教育行政の範疇

に入るのかなという気がしてなりません。そういった中で、教育長におかれまして

は、今までのその高校での経験を考えながらの今回の就任ということでございます

ので、若干なりともその義務教育課程との違った部分がありはしないのかなという

気がしてなりません。そういった意味におきまして、今般ご就任なされました杉本

教育長におかれまするこの山鹿市における教育行政の指針、そしてまたビジョン、

そしてまた自分の考えというものをもしお持ちであるならばお聞かせいただければ

というふうに存じ上げます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   
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 執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

 池田議員のただいまの質問に答えたいと思います。 

 高校教育畑から義務教育を中心とする教育行政の長となって、義務教育に対する

どんな思いを持っておられるかということでございますが、実は私は教員生活37年

間、県立学校で勤務してまいりましたが、その間に多種多様の講師を体験してきま

した。農業高校、商業高校、工業高校、それから普通高校、熊本市内まで２度まい

りましたが、その中で県立学校、いわゆる養護学校も体験いたしました。その締め

くくりとして、私は最後に大変光栄に思っておりますが、母校の鹿本高校の校長と

して着任をしたわけでございます。その折、この地域の学校教育のあり方を、２年

間でございましたが、拝見させていただきました。そういったことを含めて、ここ

でお話をしてみたいと思います。 

 高校教育で生徒指導といわゆる学習指導、一番中心になりますが、これにおいて、

現在、県立学校、高等学校で課題となっていることの大きな点が、いわゆる先ほど

申しました人間力、基本的生活習慣、規範意識、道徳心、この欠如と目的意識、高

等学校に入ってくる目的意識の欠如、それから基礎学力の不足であります。これは

県下全般、私が今渡ってきた高等学校で感じ得たことでございますが、山鹿市に帰

ってきまして、存在する高校、４校ありますが、私は校長として、この４校で情報

交換会をとっておりました。やはりそれぞれの校長が抱えている課題もまさしく同

様の課題であります。それぞれの学校でこれらの課題解決のために賢明に取り組ん

でおられるのが現状でありますが、義務教育までにしっかりした基礎学力や基礎的

人間力を身につけて入ってこられた生徒さん方は、確実に高等学校で指導した場合

に成果となってあらわれます。その逆の場合が大変難しい。特に、今課題となって

おります不登校関係も、高等学校の段階まで上ってきた段階ではかなり難しゅうご

ざいます。特に人間力の育成は、就学前から育成環境・教育環境が極めて重要であ

ると感じます。進学率が向上し、高校全入の時代を迎えた現在、義務教育と高校教

育を分離して考えることは、これは一昔前のこととなっております。これからは高

校生を含めて、子どもたちを育成することが大変重要だと考えます。人間力の育成

等に関しては、いわゆる３歳、「三つ子の魂百まで」と言いますが、保・幼・小・

中・高の連携を強化して、一貫して学力・体力・人間力を身につけることが重要で

あると考えております。 

 ところで、私が高校籍から教育長に就任したということで、懸念されている声を

少々聞くわけでございますが、先ほど申し上げましたように、私の職歴の中でその
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一端であります病弱養護学校というところに、勤務をいたしました。ここは管理職

で初めての着任でございましたが、ここでの体験を少し話させていだたきたいと思

います。この学校には、県内各地からいろいろな病気を持った小学生、中学生、高

校生が隣接する病院に入院をしながら学校生活を送っています。入院して、それか

ら渡り廊下を歩いて学校に来るわけです。ここで体験した、特に学校の様子を少し

申しますと、ここにはその病気の症状に応じて病弱部というのがございます。それ

から、筋ジストロフィー部というのがございます。重傷心身障害部と、それから私

はここに高等部をつくれということで派遣されました。高校生が入ってきた。特に

この病弱部の中に入っていきましてびっくりしたんですが、ここらあたりは大体病

気をもっている、慢性疾患等を持っている子どもたちが来るはずなんです。何せた

くさんの不登校生があちこちから集まってきている。不登校で埋められている。不

登校と言いますと、学校でなかなか生活できない子どもたちなんですが、実はここ

にやってきて、もう生き生きとしている姿を見て、私、どうしてこの子たちが学校

に行けないのかということを痛感いたしました。特別な専門の方々が指導をしてお

りますので、私も実際、数学の教員ですから、算数、数学を教えました。また、何

カ月かすれば、もとの在籍校に帰ります。全部、自分の出身校の制服を着ています

から、３カ月ぐらいすると、また帰ってきます。なかなかうまくいかない。ここに

何かが問題があるなということを、私なりにつかんできております。 

 それから、重傷心身障害部というのを少しお話します。実は、この重傷心身障害

部というのは、あそこの学校に来れる子どももおるし、来れない子どももおる。来

れない子どもが実は非常に厳しい生活、教育を受けているんです、教育を。学校の

教員が家庭に出向いていって、いわゆる重傷の小・中・高校生に教えているんです。

これは訪問学級といいます。私は教頭として、そこに卒業証書授与式に行った。

１名おります、目が動かない、体が動かない。本当に言うならば植物人間的な感じ

になっている。卒業証書授与式に行ったら、お父さんとお母さんが横に座られて、

おじさんとおばさんが横におられて、「杉本君、今から卒業証書を授与するよ。」

と言っても動かないんです、目も体も。いや、教頭先生、反応してますよと。どこ

ですか。足の親指ば見てください。教頭先生の声が聞こえたと喜んでますと、担任

が言います。初めて体験することに、物すごく感動を覚え、お父さんお母さんの心

情をしっかり聞いてきました。 

 一つだけ事例を紹介しましたが、私はこの学校で限られた命の中で懸命に生きて、

そして生き生きとして学んでいる子どもたちの姿、その子どもたちの家族の思いを

見てきました。菊池郡市内には４校ございます。山鹿市内には養護学校が１校もな

い。この山鹿市内にも同様の子どもさんたちが、家族がいらっしゃいます。私はこ
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こで見てきた、養護学校で体験したことを、しっかり心の中に焼きついております。 

 さらに、教育センターに勤めましたところ、県立教育センターです。ここで小・

中・高等学校の先生方と一緒に勉強をして、そして地域の小・中・高校に出向いて

回って、指導をしたわけでございますが、こういったことを地域情報を踏まえて、

これから山鹿市の教育行政に当たっていきたいと思っております。機会がありまし

たら、校長先生方、園長先生方にも、あるいは保育園の園長先生方にもお会いして、

このあたりの心情をお話したいと、そういうふうに考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 池田議員、了解ですか。 

○15番（池田誠一君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 池田議員。 

［15番 池田誠一君 登壇］ 

○15番（池田誠一君）   

 ただいま教育長より、本当に心のこもった自分の信念と申し上げますか、そうい

った形の中で、これから先の教育行政を当たっていきたいという、本当に心打たれ

るようなご発言いただいたわけでございますけれども、私が今、小学校20校、中学

校６校、都合26の小・中学校をこの山鹿市内に存在するわけでございますけれども、

そのうちの八幡小学校の今、ＰＴＡ会長を仰せつかっておりますし、持ち回りとい

うことでもございますが、山鹿中学校エリアの中から、市Ｐ連会長を出さなくちゃ

いけないというような形の中で、たまたま私がその市Ｐ連会長も仰せつかっており

ます。そういう中において、いろんな保護者の方たち、そしてまた学校の現場にお

られる先生方とのお話を伺う中で、気づいた点が幾つかございます。そういった中

において、今、一番問題視されているんじゃないかなという点が、保護者が、もち

ろん私と現在の保護者といいますと、約20年ぐらいのギャップがあるわけですね。

今の小学校のＰＴＡといいますか、保護者の方たちというのは、大体35歳から40歳

ぐらいの方たちが中心でございまして、私が今55歳でございますので、約20年間の

ギャップがあります。そういった中において、私自身が今まで小・中学校で経験し

たことと、今の保護者の方たちの経験した過程というのが全く違っております。こ

れは本当にカルチャーショックを覚えるぐらいの違いがあります。そういった中に

おいて、また、先生たちもまた同じような経験じゃなかろうかというふうに考えま

す。と言いますのも、一番末端に働いていらっしゃる先生方の気持ちというものは、

私たち時代の先生は、教育だけを専念すればよかった時代であったんですけれども、
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今の先生方というのは、子どもたちに対する教え以外にも、何を気にするかといっ

たら、一番最初に目を光らせるのは保護者の方に眼を光らせるわけです。保護者が

何か言ってきはしないだろうか、何か自分に不都合なことがあったら言われはしな

いだろうかという、そういった不信感の中で、子どもたちの教育を見る上において、

本当に自信を持って子どもたちの教育に当たることができない先生がいっぱいいら

っしゃいます。これは何か、これはちょっと間違っちゃおらんだろうかなという気

がしてなりません。私が何回もこの場で申し上げましたこともありますけれども、

やはり学校における教育というものは、先生方が自信を持って、そしてまた熱い心

を持って教育に当たってくれる、そのときの子どもたちこそ、きちっとした将来に

おいて、大人になるものというふうに考える次第であります。市長も、そしてまた

先ほどのご答弁もありましたように、人を育てる心というものを、この山鹿市政の

中で第一番に掲げておられます。そういった中において、その現場に携わっておら

れる先生方が、思いっきり仕事ができる、思いっきり教育ができるような、そうい

ったシステムづくりをつくらなければならないのかなというふうに思います。そう

いった意味において、先ほどから申し上げますように、まず保護者の教育をしなけ

ればならないのかなと思います。間違った保護者がいっぱいいます。一度申し上げ

ましたとおり、モンスターペアレントという言葉もありました。また、テレビドラ

マでも放映されました。本当に変な正義感を持った、間違った正義感を持った親た

ちが今存在するということも事実です。そういった親たちに対する教育というのも、

絶対必要なんじゃないかなと、それはまた学校現場における教育だけじゃなくて、

私たち保護者みずからが先頭に立って、その保護者に対する指導も行わなくちゃな

らない、そういった時代に入ってきはしていないかなという気がしてなりません。

そういった意味において、学校サイドにおける教育現場からのサポートというもの

も、どういった形でこれに対する処し方をもしお考えならば、お示しいだたきたい

なというふうに思います。今、いろんな意味で手法等も考えておられますけれども、

やはり大人になったときに、その法を犯したときには罰則があります。まして、今

まで37年間といった高校の教育行政の中におられました教育長は、如実に思われて

るかと思いますけれども、学校には校則というものがございます。高校にももちろ

ん校則はあります。校則に違反したときには、きちっとした罰があります。高校で

あるならば謹慎、停学、最もひどい罰則として退学までございます。しかしながら、

義務教育課程にはそれはございません。どういった形で、間違ったことを犯した子

どもたちに対するしつけ、そしてまたそれに対するペナルティというものをお考え

になるか、そしてまたそれに対してどのように処されようと思われているのか、高

校教育とまた違った部分がありはしないかなと思います。しかしながら、間違った
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ことは間違ったことだとして、きちっと罰則を与えることも一つの私は子どもに対

するしつけの中の一環だと信じて疑いません。その辺のところも合わせてご答弁い

ただければ幸いでございます。よろしくお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

 ただいまの池田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 確かに、昨今、モンスターペアレントという言葉を耳にいたしますが、学校や教

師に対して、本当に理不尽な要求を突きつけてこられる保護者も最近ふえてまいり

ました。山鹿市におきましては、幸いそのようなことは少ない状況にありますが、

従来、家庭でしつけとして行われてきた、いわゆる人間力、基本的生活習慣づけ、

規範意識の育成、それから地域での集団遊びの中で培われてきた社会性、思いやり

の心、コミュニケーション能力、さらに自然の中での遊び等々、数多くのことが、

現在、学校教育にゆだねられ、要求される時代となってきています。そのために、

学校の先生方の多忙感は以前から比べると、かなり強まってきており、ストレスも

増加して、精神疾患により休職される先生が全国的に増加の一途をたどっていると、

そういう事実もあります。 

 学校教育の中心は、授業が中心になっています。先生方が授業に集中でき、子ど

もたちとかかわる時間の確保のためにも、保護者や地域が学校と一体となり、地域

の子は地域で育てる、我が子は親が全責任を持って育ててやると、そういう当たり

前のことが当たり前になされる地域づくり、家庭づくりが必要だと私は考えます。 

 学校におけるＰＴＡ活動こそ、親と先生が一緒になって子どもたちを育てていこ

うという共同体組織であります。先生方が子どもの授業や諸教育活動に集中して取

り組んでいただけるように、教育委員会といたしましても、地域や家庭の教育力の

向上に向けた施策に賢明に取り組んでまいりたいと思っております。 

 現在、その一環として、来民小学校区では、県指定の家庭教育支援基盤事業によ

る家庭教育支援チームが組織されていると伺っております。家庭教育に関する支援

活動に取り組んでおられる来民小学校区、それから鹿北地区におきましては、さら

に県指定による学校支援地域本部事業の取り組みの中で、学校の教育活動を支援す

る、いわゆる地域ボランティア活動が推進されていると伺っております。このよう

な取り組みをこの山鹿市全市に広げていくことにより、地域の子どもたちは地域で

育てるという機運を高めてまいりたいと考えております。以上、ご答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   
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 池田議員、了解ですか。 

○15番（池田誠一君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 池田議員。 

［15番 池田誠一君 登壇］ 

○15番（池田誠一君）   

 今の教育長のご答弁を聞き、これから先の子どもたちの明日を担う山鹿に住む子

どもたちが、本当により夢のある、そしてまた実現でき得る子どもたちに育つのか

なあという気がしてなりません。教育長のその指針というものをきちっと、学校現

場の中においても生かしていただければというふうに思います。 

 それから、１点でございますけれども、これは私の個人的な考えではありますけ

れども、以前、市長が高校教育現場の中において、宇土高校、八代高校、玉名高校

における、中・高一貫教育の指定校を受けたということの報道を得まして、最も古

い伝統ある鹿本高校がどうしてそれができないのかというような意味も込めまして、

県の方に陳情に行かれたということも伺っております。私も以前、そういったこと

を市長にお尋ねしたこともありましたけれども、たまたま今回、熊本県の高校教育

現場におられた杉本先生を招聘することによって、そういった話がまたでき得るの

かなという気がしてなりません。あの済々黌から分校である鹿本高校の、この県北

で冠たる地位をもっている鹿本高校における、その城北の地の現状を見たときに、

まして今、熊本県知事も鹿本高校出身でもございます。そういった意味において、

今、一番最もやりやすい、そしてできやすい環境づくりも整ってるのかなという気

がしておりますので、その辺の意味も込めての、杉本教育長の招聘であったのかな

という気がいたしております。もし、まだそういった機会じゃないかもしれません

けれども、市長の方からそういった意思があるならば、一度、県の方にもご陳情に

行かれたという経緯もありますので、もしご答弁いただければ幸いかと思いますの

で、市長の方にご答弁をお願い申し上げたいというふうに思います。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの池田議員の３回目のご質問、今回の杉本教育長の招請に、県立高校の

中・高一貫、そういったことへの思いもあるのかというお尋ねでございますけれど

も、そういったことは全くございません。関係ございません。ただいま、杉本教育
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長から熱烈な、今、お話があっておりますように、私は杉本教育長の教育にかける

情熱、行動力、高い見識、そういったものをぜひこの山鹿市の教育に生かしてほし

い、そういった強い信念で招請をお願いをしたところでございます。以上です。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で池田議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、藤本芳雄議員の発言を許します。藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

 ３番議員の藤本芳雄でございます。 

 今回、２点通告をいたしておりますが、まず１番目の定額給付金につきましては、

昨日、27番議員より、大変詳しく、そして広範囲にわたりましてのご質問がありま

した。執行部より詳しく答弁がありましたので、私も含め、それぞれしっかりと内

容がおわかりになったと思います。私もあまり聞くことがなくなりましたけれども、

以下、私の思いを述べてみたいと思います。最後に、市長、何かありましたら、よ

ろしくお願いします。 

 答弁の中にもありましたけれども、口座を持たない人、あるいは特に高齢者、ま

たひとり暮らしの方々への支援等についても、温かい配慮がされるとのこと、ぜひ、

よろしくお願いをしたいと思います。 

 この定額給付金につきましては、麻生総理の「さもしい」発言以来、物議を醸し

出した、そしてまた可決をされました。世論調査によりますと、定額給付金を評価

しないという声が７割を超え、２兆円のお金があるならば、年金、医療など、社会

保障制度の立て直しや雇用対策に使ってほしいという回答が上位を占めたという新

聞報道もありました。一方で、生活は必ずしも楽ではないのだから、給付金があれ

ば助かるという声も多かったようであります。また、この調査にあらわれたとおり、

ありがたいけれども、もっと有効な使い道もあったのではないかという国民の声も

多くあったようであります。生活支援か景気対策か定まらない政策目標、またこの

給付金は景気刺激に役立てようと、プレミアつき商品券を発行する自治体や商店街

があるということであります。また、寄附を呼びかける市町村もあると聞いており

ます。この生活支援、景気回復になり得るのか、昨日の答弁では、次長より経済効

果を３億6000万円見込んでいるという答弁がなされました。商工会等ともタイアッ

プして、ぜひ、山鹿市内で消費ができるようにと、使っていただきたいという思い

でもあります。 

 本日の新聞を見ますと、阿蘇市において、昨日の議会において、自治体プレミア

つき商品券を発行するよう、そういう旨の提案がなされたという新聞報道もありま
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した。山鹿市ではいかがでしょうか。広大な量の事務作業等、大変な作業があると

思いますけれども、一日も早い給付がなされますようお願いをいたしまして、１回

目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの藤本議員の１回目の質問にお答えいたします。 

 この給付金につきましては、これまでも国会の場で、また社会の場でも、大変な

いろんな議論がなされてきたところでございます。いろんな思い、効果はどうか、

いいか悪いかと、いろんな論議があったと思いますけれども、しかしながら、これ

につきましては、そういった方向が決定されました。それをしっかりと受けて、こ

の目的でございます地域経済、また家庭の生活支援、そういったものに役立つよう

に速やかに事務もとり行いながら取り組んでまいりたい。そしてまた、それが地域

経済に役立つような形で波及してほしいなあと、そんな思いをいたしております。

粛々と受けながら取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

 次に、教育委員会関係についてお尋ねをいたします。 

 まず、その前に、本議場にはいらっしゃいませんけれども、長年にわたりまして、

ご尽力をいただきました前田中教育長、新市発足とともに、この４年間、教育長と

して、また合併前の旧山鹿市に通算をいたしますと、８年５カ月という長きにわた

りまして、教育長としてご尽力をいただきました。私もいろんな場所で一緒に仕事

をした関係もありますけれども、長いご苦労に対し敬意を表するとともに、本当に

ご苦労様でしたというお言葉もかけたいと思います。 

 さて、本会議の冒頭に、平成19年度を対象とした教育委員会の事務に関する点検

評価報告書が提出をされました。拝見いたしますと、今後は教育委員会の活動の自

己点検評価を行うことが明記されているとともに、平成19年３月策定の教育基本計
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画の教育振興施策の中から、主な事業の取り組みと課題や、今後の方向性が記載さ

れておりました。実は、昨年、熊本県の教育委員会が主催するある会議に出席をい

たしました折に、市町村の教育委員会に対して、ぜひ、教育基本計画を策定してほ

しいと、県としてもそういう指導あるいはお願いと言いますか、をしておるという

ことでございました。その折に県内の教育基本計画の策定状況の説明がありました

けれども、しかしまだまだその策定をしているという市町村は少ないということで

ありました。そんな中に我が山鹿市の名前が出まして、私も非常にうれしく、また

鼻が高い思いをしたという思いがあります。その山鹿市の教育基本計画の中で、今

回の点検評価がどのような位置づけがなされているのかお聞きいたします。 

 今回の点検報告書の中で、主な事業を抜き出して評価がなされていますが、その

中でも山鹿市の教育方針の基幹となるものに絞って質問をいたします。 

 山鹿市教育ビジョンの主要施策の４点の中で、１、生きる力を育む人づくり、２、

家庭や地域を愛する人づくり、３、文化や歴史に親しむ人づくり、４、健康とス

ポーツを愛する人づくり、このうちまず２点についてお伺いをいたします。 

 生きがいをはぐくむ人づくりの、子ども輝きプランについて、先ほどから少しお

話があっておりましたけれども、不登校対策あるいは障害のある児童への支援対策

がありますけれども、不登校の問題では、家庭環境、それぞれの背景や問題が違う

と思いますが、現在、不登校の児童・生徒はどのくらいいるのか。そして、減少し

ているのか。主な原因としては何なのか。また、障害を持つ、ただいまも教育長よ

り、初めてと言っていいぐらいの障害を持つ子どもたちのお話がありました。障害

を持つ児童の学習、教育活動支援とありますが、その人数等について、そしてまた

本市で受け入れのできない障害をもつ児童生徒が特別支援学校へどのくらい行って

いるのかをお尋ねいたします。 

 次に、家庭や地域を愛する人づくりとしての生涯教育推進事業については、その

ニーズに対応するため、延べ57の生涯学習、公民館講座を開催しているとあります

が、その参加者の人数と地域性あふれる講座等がありましたらご紹介をください。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 藤本議員の一般質問、点検評価報告書についてご答弁を申し上げます。 

 まず、教育基本計画における点検評価の位置づけについてでございますが、教育

基本計画は、子どもたちを含む市民の皆様の手により、県下に先駆けて策定したも
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のでございます。この基本計画では、市民と協働で取り組むため、教育基本計画推

進委員会を設けさせていただいております。そして、その進捗状況の管理を市民の

皆様と一緒に行うこととしております。今回の点検評価につきましては、法の改正

で義務づけをされたところでございますけれども、この推進委員会において、既に

事業に対するご意見等を伺っていたところでございました。この点検評価を通じま

して、さらに教育基本計画を推進してまいりたいというふうに考えております。 

 さて、山鹿市教育ビジョンの中の１番目の子ども輝きプラン事業についてお答え

申し上げます。子ども輝きプランとして、不登校生徒への支援と障害を持つ児童・

生徒への支援を役目とするサポートティーチャー25名を山鹿市内の小・中学校に配

置をしております。不登校に関しては、学校や担任の先生の力とともに、オアシス

クラブを中心としたサポートティーチャー９名の大きな働きもございまして、合併

前の平成16年度に80人だった不登校生が、本年度２月末で40人台と激減いたしてお

ります。手ごたえを感じ、評価をいただいているところでございます。 

 次に、不登校の原因でございますが、これはさまざまでございますけども、人間

関係づくりがうまく築けないことによるものや、家庭環境によるものが多くなって

いるというふうに考えております。また、障害のある児童へのサポートティーチ

ャー16名の配置によりまして、児童や保護者の学校生活への不安が解消されつつあ

るというふうに考えております。山鹿市では、国よりもいち早く特別支援教育支援

員、つまりサポートティーチャーを導入し、その活用が充実しているということで、

他の市町からの視察もあっておりまして、子ども輝きプラン事業が山鹿市の人づく

りの大きな特色となっているところでございます。今後はサポートティーチャーの

研修を充実させ、その指導力をますます高めていこうと考えているところでござい

ます。 

 なお、お尋ねの市外の特別支援学校に通う児童・生徒の数は、平成20年度は27人

でございます。 

 その他の取り組みといたしましては、平成18年度から20年度まで、県や文科省の

指定を受け、山鹿中学校区の小・中学校区で不登校の解消を目的に、自立支援実践

モデル事業に取り組んでおります。さらに、心の教室相談員を２名、中学校に配置

をいたしているところでございます。 

 続きまして、２番目のご質問の生涯教育推進事業でございますが、本市では市民

各層の多様な学習ニーズに対応し、生涯学習を支援するため、地域ごとに公民館講

座や生涯大学を開催しております。平成19年度の公民館講座は特色あるものという

お尋ねでございますので、例えば山鹿地域のむしゃんよか生き方講座、菊鹿地域の

伝承料理講座、鹿北地域の男の料理教室など、地域の特色を生かした講座、あるい
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は文化的なもの、食品加工など、生活に役立つもの、さらに健康づくりを兼ねた太

極拳など、本当にさまざまな分野から52講座を開設し、約900名の方が受講されて

おります。 

 また、一方、生涯大学５講座につきましては、やはりこれも各地域におきまして、

年間８回から11回開催しておりまして、受講者も約600名、医学、健康、福祉問題

など、さまざまな分野にわたり意欲的な学習がなされております。 

 平成20年度の新たな取り組みといたしましては、教育基本計画に位置づけられて

おります山鹿人生大学の創設を視野に入れ、どちらかといえば、これまで趣味的な

色合いが濃かった公民館講座に加え、教養的な講座８講座、山鹿探訪講座、食の講

座、銀河鉄道講座などを開設いたしたところでございます。本講座には約280名の

受講があり、アンケートを見ましてもどの講座も大変好評ということでございます。

今後の方向性といたしましては、地域への貢献や人づくりに貢献できることを生き

がいとする生涯学習現役を目指すための学習の場として、すべての力を子どもたち

に還元していくという教育基本計画の山鹿人生大学の創設を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。以上、ご答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

 不登校対策等にも80名からの児童・生徒が約半分になったという成果もあらわれ

てもおります。また、今後ともしっかりとご努力をいただきたいと思います。 

 次に、文化や歴史に親しむ人づくりとしての、文化振興事業についてお尋ねをい

たします。伝承活動を支える組織・人材の強化とあります。この芸術文化の継承と

いうものは、いわゆる後継者を育てながら、永遠とこの歴史をつないでいくという

思いがありますけれども、その内容についてご説明をお願いいたします。 

 次に、生涯スポーツの振興及びスポーツ大会開催事業とあります。市では、市民

１人１スポーツを目標としてとありますが、どんな取り組みがあるのか、また熊本

県の成人のスポーツ実施率というのが非常に低下をしていると懸念をされておりま

す。あわせて取り組みがあるのかお尋ねをいたします。 

 それから、山鹿市の各体育施設は非常に利用が多いという評価も得ております。
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土・日はほとんど詰まっている状態であるとか、定期的にいろんな大会があるとか

いう、実際に私も目の当たりにしますけれども、そういうことも含めていかがでし

ょうか。 

 先ほど、川野議員から、子どもの学力低下云々についてはご質問がありました。

これとあわせて、昭和60年をピークとして、児童・生徒のいわゆる子どもの体力、

運動能力の低下傾向が続いているというデータがありますし、それがひいては肥満

傾向の割合が増加し、将来の生活習慣病への危険性が高まっているという中央審議

会等の実績と言いますか、これが現状であるということであります。この方策とし

ては、外遊び、スポーツの勧めという取り組みもなされております。この市内の幼

稚園・保育園、小・中学校等を含めて、ぜひ私も芝生化というのを提案したいと思

いますけれども、これは次回に質問をしたいと思います。 

 新学期になりますと、児童・生徒の体力検定が行われます。熊本県では全国に先

駆けてこの制度を実施しているということでございますが、実は平成19年、文部科

学省の主催によりますこの新体力検定の養成講座がありましたので、熊本県から

２名、全国から14名でありましたけれども、参加をしてまいりました。そして、熊

本県の体育指導員協議会の研修の中で、300名からの皆さんに講習をしていただい

て、地元山鹿はもちろんですけれども、皆さんに講習をさせていただきました。ま

もなく新学期になりますと、各小学校等でこの体力検定が行われると思いますけれ

ども、ぜひ、体育指導員等も協力を一緒になってお手伝いをしたいという思いもご

ざいますので、学校長会等でいろんなお話がありましたならば、ぜひ、おつなぎを

していただきたいと思います。 

 最後に、ここで、子どもから大人まで、いわゆる生涯を通じたスポーツや総合型

地域スポーツクラブの振興が大事だと思いますが、どのような取り組みになってい

るのかお聞きをいたします。以上で２回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 ２回目のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、第１に文化振興事業についてでございますけれども、元ＮＨＫのアナウン

サーの鈴木健二さんが、熊本県立劇場の館長になられまして、県内の民俗芸能の掘

り起こしをされたことがございます。当地の調査もあわせてしていただいたことが

ございます。現在、山鹿市におきましても、多くの貴重な民俗芸能が保存継承され

ております。その発表の場が少ないということで、実は昨年、第１回の民俗芸能大
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会を実施したところでございます。19年度は神楽、茶山唄など、七つの団体にご出

演いただきまして、大変好評でございました。現在、このような活動をされており

ますのは、市内で27団体でございます。そのうち神楽が18団体ございます。ただ、

笛の演奏者が大変少ないということで、横笛教室を開催して、現在、人材育成を行

っているところでございます。山鹿八千代座狂言教室につきましても、早４年目に

なり、次第に歴史を積み重ねております。現在、小学生４名、大人９名が参加して、

活動をいただいているところでございます。このように、民俗芸能等を継承し、発

展させることは、山鹿市の教育ビジョンにもあります文化や歴史に親しむ人づくり

ということにつながるものであるというふうに考えておりますので、今後も保存と

継承に努力をいたしたいというふうに考えておるところでございます。 

 次に、４番目の生涯スポーツ推進及びスポーツ大会開催事業についてのご質問で

ございますけれども、現在、高齢者を対象に年間27回の軽スポーツやレクリエーシ

ョンを行う健康づくり教室を開催しておりまして、健康の保持と生きがいづくりの

応援を行ってまいっております。また、体育指導員や体育委員を中心にした校区の

運動会あるいは地域のスポーツ大会を催しまして、体力づくりや健康づくりばかり

ではなくて、むしろ人づくり、地域づくりにも大変大きな役割を果たしてきている

というふうに考えているところでございます。 

 また、カルチャースポーツセンターでは、ハンドボールの国際大会を初め、本年

度はツール・ド・コリア・ジャパンや全国ラジオ体操を実施し、全国あるいは九州、

または県の各種スポーツ大会を数多く誘致させていただきました。先ほどご指摘が

ありましたが、年間を通じまして土曜日、日曜日はほとんど埋まった状態で、市民

に観る楽しさと感動を与えるばかりではなくて、地元観光・物産振興にも役立って

いるのではないかというふうに考えているところでございます。 

 それから、子どもの体力についてでございますけれども、実は本年度初めて、子

どもたちの全国体力・運動能力・運動習慣等調査が文部科学省のもとで行われまし

て、今年の１月にその統計結果が発表されました。ご指摘のように、全国的に子ど

もたちの体力は低下しているということが、その結果としてあらわれたところでご

ざいますけれども、山鹿の子どもに限って申せば、確かに低下はしておりますが、

まだ総合力で全国・県の平均は上回っておるということでございました。 

 先ほどの体育指導員の検定のことでございますけれども、現在、山鹿市では体育

指導員のうち３名の委員が体力検定員の資格を持っていらっしゃいます。地域での

体力測定の実施など、今後の活躍を期待しているところでございます。 

 なお、教育委員会では、これまで市長部局とともに、子どもたちの体力の問題を

取り上げまして、幼・保・小・中が連携して、ワークショップや教育フォーラムを
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開催してまいりました。その中で、子どもたちが遊びまわることもしない、あるい

は「疲れた」が口癖の子どもたち、あるいは何もないのに転ぶなど、驚くような実

態が報告されているところでございます。現在進めております総合型地域スポーツ

の中に、子どもたちを取り込みながら、地域で、あるいは家庭で、そして学校で一

体となって育てていく取り組みをさらに推進してまいりたいというふうに考えてお

ります。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

 最後に、教育長にお尋ねをいたします。 

 昨日から、あるいは先ほどまで、３名の方、私で４名になりますけれども、教育

長の力強い答弁をお聞きしたところであります。教育ビジョンに対する大変詳しく、

そしてその思いを力強く答弁をいただきました。先ほどの答弁をお聞きしておりま

すと、今まで聞いたことのないと言いますか、障害を持った子どもたちの学校勤務

というのは、先ほどお聞きしますと、私たちの思いを絶するような、やはり本当に

今日の命がありがたいなあという思いでお聞きをしたところであります。しかしな

がら、先ほどの答弁では、高校教育一筋だということでありまして、今回、教育長

としましては、幼・保・小・中・高までという幅広い、このいわゆる社会教育、生

涯教育、生涯スポーツの中での活躍を期待するところでありますけれども、この中

で今までにないと言いますか、非常に力強いお話をいただきました。２点、私はお

聞きしながらメモを取ったところで、２点だけが非常に感銘を受けたところであり

ますけれども、その一つがいわゆる保護者である若い大人のための教育と、自立の

できる大人をという思いであります。先ほど池田議員の質問の中にもありましたけ

れども、どっちが子どもかというようなですね、保護者もいらっしゃるようにも思

いますし、また給食費の問題もまたお尋ねをしたいと思いますけれども、全国的に

ニュース等であると、その給食費も払わないで、子どもも通学をしている、親が給

食費も払わんというようなお話もあります。そしてまた、その人間力という言葉の

中に、高校生を含めた人間力の向上というお話がありました。今まで高校生という

のは、どちらかと言いますと、まあ中学校までの義務教育の中でのその社会教育と
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言いますか、教育委員会の取り組みだったかなという思いもありますけれども、今

回、高校生を含めたという取り組みをされるということですので、大いに期待をし、

また重なるかもしれませんけれども、教育長のその熱い思いを再度お聞きして、私

の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

 藤本議員の３回目のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 教育長としての教育行政に対しての私のビジョン、抱負、またどのような子ども

を育てていきたいかは、川野議員、池田議員のご質問にお答えしたとおりでござい

ますが、ご案内のように、山鹿市には合併後に策定された山鹿市総合計画、それを

受けて策定されました山鹿市教育部ビジョン、山鹿市教育基本計画がありまして、

それぞれに基本理念が示され、基本目標、基本的な施策が定められ、先ほど部長が

答弁申し上げました事業のほかにもたくさんの事業が計画されております。そのよ

うなことで、私といたしましては、私の教育行政に対する思いと、それぞれの計画

に定めてある各種の施策を融合させた形で、山鹿の子どもたちは山鹿が育てる、魅

力ある学習機会や生涯にわたってスポーツのできる環境の整備、心豊かで健康的な

市民の育成、後世へ伝えるべく芸術・文化活動の支援、文化財を守り歴史を大切に

する心の育成、創造性豊かな魅力ある人づくりを念頭に置いて、山鹿市教育行政を

総合的に推進してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、先ほど申し上げました病弱養護学科での私の感動の一言に、

高等部の生徒が今年の１年の目標を書いてみようと言ったら何と書いたかと言いま

すとですね、「今年１年死ないように生きる」と、こういうふうに書きました。私

は今、大切に私の宝として持っております。今後とも、藤本議員はじめ、議員各位

のご指導・ご鞭撻を何とぞよろしくお願い申し上げまして、ご答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で藤本議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後２時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時10分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次の通告順により、丸山康昭議員の発言を許します。丸山議員。 

［30番 丸山康昭君 登壇］ 

○30番（丸山康昭君）   

 30番、丸山康昭です。 

 ３点、通告いたしておりますけれども、一問一答方式でお願いをいたします。 

 クリーンセンターの移設について質問いたします。この問題は、山鹿植木広域行

政事務組合で協議を行うものかと思いますが、現在の施設の使用期限が地元との協

定書で、平成25年３月31日までとなっており、それ以後はごみの搬入が困難になる

と予測されます。また、植木町と熊本市の合併問題も進んでいますので、山鹿市と

しての考えをお尋ねいたします。 

 鹿央町にあるクリーンセンター、ごみ焼却施設の経緯について､私の知るところ

で説明をいたします。旧ごみ焼却施設は、昭和48年12月より平成４年３月までの18

年４カ月間、現在のかおう保育園の上で稼働いたしました。当時、耐用年数は10年

間だったと思います。昭和59年頃からビニールハウスに灰が積もるとか、臭いがひ

どいとの苦情が出るようになったので、鹿央町以外での建設場所探しが始まりまし

た。一時期、候補地も上がりましたが、地域の反対があり、建設場所が決まらず、

老朽化が進み、煙突の先端が破損し、道路上に落下したので、煙突の上部に鉄板を

巻き、補強しながら建設場所を町村会等で検討されましたが、見つからず、そのう

ちに煙突も倒壊の恐れがあるとのことで、近くに体育館、グラウンド、庁舎等が集

中するところで、町民に事故があってからではということで、現在地にクリーンセ

ンターを建設することになりました。建設は平成２年、３年の２年間となりました

が、建設前は耐用年数の12年間使用ということであったが、平成３年の１市５町の

市町長会で、交付税の配分問題と耐用年数の問題が協議になったことから、平成

３年７月10日付けで、鹿央町議会より、文書で使用期間を平成４年度より平成18年

度までの15年間とするよう申し入れを行いました。ダイオキシン低減対策改良工事

が必要となり、平成13年４月より、３回、協定書の内容等について協議がなされま

した。その中で問題になったのは、施設の使用期間でした。 

 第１回目の提示では、平成15年度から平成24年度までの10年間とし、平成25年度

以降の使用については、現施設の耐用状況や新設地の取得の進捗状況と諸般の事情

を勘案しながら、山鹿植木広域事務組合と地元４地区及び鹿央町が協議することに

なっていました。 

 第２回目の提示では、平成15年度から平成24年度までの10年間とする。平成25年

度以降はただし書きとし、新しく新設についての協議は平成19年度より開始するこ

とを追加して、第３回目の説明会に提示がありました。 
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 第３回目は、13年７月27日に行われましたが、地元から１回目、２回目も多くの

意見が出ましたが、３回目も次のような意見が出ました。議事録から一部を報告い

たします。「前回の説明会で、25年度からは鹿央町から撤退するということを文書

に入れるようお願いしたが、この協定書では25年以降も鹿央町にあるということ

か。」とか、「25年撤退が難しいのであれば、最初の約束の15年間で鹿央町から撤

退してください。」また、「10年間とする」で、「ただし書き以降は削除を」とい

うような意見が４地区の方々から22件ありました。当時、鹿央町の杉燒町長、森議

長、地元議員として私も１回目、２回目、３回目とも参加をいたしました。収拾案

として、杉燒町長から、「前回は10年間とし、濁してあったが、今回は10年間とす

ると一つの区切りを示すものと思う。この先、どのようなことが想定されるかわか

りませんが、次の新設についての協議では、私は鹿央町は絶対に受けないと言って

いいと思います。この協定でいけば、絶対にだめだということをはっきり言ってい

いと思います。」と言っておられます。平成14年12月１日付で、ダイオキシン低減

対策についての法が施行されるので、それまでに工事が完了しないと、使用できな

くなるので、使用期限のただし書き以降を削除するよう、議会挙げて努力をするの

で、協力をということで、私たち議会側もお願いをいたしました。その後、市町長

会や広域議会で何度も検討されましたが、平成13年12月26日付で、鹿央町議会より

文書で、鹿央町におけるクリーンセンターの使用期限を平成25年３月末日とし、協

定を厳守していただくよう重ねて要望をいたしました。平成14年２月15日、クリー

ンセンターの管理運営に関する協定書が締結されました。施設の使用期限はダイオ

キシン低減対策改良工事後の平成15年度から平成24年までの10年間とする。なお、

新設については、現町以外での設置を検討するとなり、地元の要望どおり、ただし

書き以降を削除されました。 

 以上のように、当時、地元が使用期限にこだわったのは、旧焼却施設は昭和48年

に建設されたもので、今の施設のように立派なものではなく、煤煙の灰もひどく、

また悪臭もひどいものでした。今でも思い出せるほどの臭いでございました。現在

地へ移転するときも、住民が危険にさらされるという事情もあり、反対がある中、

仕方なく地元は建設を受け入れました。建設前は、使用期間を10年間と要望してい

ましたが、耐用年数の12年間使用させていただきたいとの口約束でしたが、ところ

が建設中に、先ほど申しましたように、１市５町の市町長会で、使用期間のことが

問題になったので、議会として15年間の確約をお願いしたところ、広域組合長名で

15年経過後の継続使用の件につきましては、その確約を実行いたしますと、広域圏

事業の意味がなくなってしまうのではなかろうかということで、鹿央町に今後もご

迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし、できる限りの対応を協議しますとの返
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答が返ってきました。そのような経緯があったので、改良工事のとき、地元からは

使用期限をはっきりさせておかないと、現在地から撤退する意思がないのではとい

う心配があったからです。その後、広域事務組合内部で施設の延命を含め、数回検

討がされたようです。昨年12月から本年１月にかけて、４地区それぞれに協定書に

係る説明会が実施されましたが、地元の反対は執行部の予想以上のものがあったと

感じられたことと思います。参加されました中嶋市長も認識されたと思います。平

成25年４月１日以後のごみ受け入れについては、孫、子どもたちのためにも、体を

張ってでも阻止するとの意見があります。市として、今後どのように取り組まれる

かお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの丸山康昭議員の一般質問、クリーンセンターの移設についてのご質問

にお答えいたします。クリーンセンター建設当初から、現在に至るまでの経過につ

いて、詳しく述べていただきました。昭和48年、鹿央町に広域行政事務組合のごみ

処理施設が建設され、今日に至るまでの35年間という長い期間、大変ご迷惑とご心

配をおかけし、これまで幾度となく移転を望んでこられた地元住民の皆様の、深く

熱い思いは強く伝わってまいりました。平成14年２月に締結されております現在の

協定書の中で、平成25年３月31日までの使用期限ということ、また新設するにあた

っては、鹿央町以外での設置を検討するとの協定内容につきましても十分承知いた

しておるところでございます。現在のクリーンセンターにつきましては、平成４年

度から稼働しており、平成13年度から２カ年の継続事業として、ダイオキシン低減

対策改良工事を行っております。設置後16年を経過しておりますが、これまで厳格

なメンテナンスや補修を計画的に行っており、処理機能、処理能力、環境基準の厳

守など、通常運転に支障はなく、適正で安全な運転が行われております。また、平

成19年７月から平成19年11月まで、山鹿植木広域行政事務組合のごみ焼却施設に関

する事項を調査・審議する、ごみ焼却施設検討委員会を設置し、山鹿市、植木町の

衛生、財政担当職員及び広域行政事務組合職員で、新ごみ焼却施設整備基本構想の

中で示された、ごみ焼却施設に関する四つの計画案について検討作業を行ってきた

ところでございます。その後、山鹿市でもごみ焼却施設のあり方について、菊池市

のＲＤＦ可燃ごみ固形燃料施設や、可燃性ごみの熱分解・焼却溶融施設の八女西部

クリーンセンターなどで視察研修を行ってきたところでございます。昨年12月18日、

堂米野地区を皮切りに、明けて１月10日の上広地区並びに下原地区、さらには17日
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の下米野地区と、クリーンセンターの管理運営に関する協定書に係る地元説明会に

出席させていただき、それぞれの地区において、クリーンセンターの移転にかける

熱い思いや貴重なご意見をお聞かせいただき、改めて約束の重みを痛感した次第で

ございます。クリーンセンターの使用期限の問題につきましては、協定書及び地元

の意見を尊重し、早急に今後の方策を検討し、対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○30番（丸山康昭君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員。 

［30番 丸山康昭君 登壇］ 

○30番（丸山康昭君）   

 今回の地元説明会につきましては、かなり厳しい意見が出まして、その点、市長

も十分に受けておられるようでございます。議事録の方も残っておりまして、内容

等を見ますと、本当に厳しい意見が出ております。そういう観点から、今後、この

問題につきましては、広域事務組合で十分に検討されるんだろうというふうに思っ

ております。私も、私の地元にあるということでございまして、地元の反対も大変

ひどいものがございまして、恐らく25年の４月１日からは、ごみの搬入は困難であ

るだろうと思いますので、私も今回、広域行政事務組合議会の方に席を置かせてい

ただきまして、早急にクリーンセンターの移設について、検討させていただきたい

と思います。現時点では、これで質問を終わりたいと思います。 

 次に、工業団地の整備について質問をいたします。100年に一度と言われるほど

の景気低迷にある今、企業誘致は難しいと思います。逆に先を見越して、今のうち

に整備をしておく必要があると思っています。また、このように景気が悪いときこ

そ、公的事業は前倒しをして行うことで、地元の業者にも潤いがあり、景気対策に

つながると思います。そこで、現在、山鹿市として計画してある山鹿東部工業団地

周辺に、約24ヘクタールが計画されています。一次計画として、５ないし７ヘク

タールが予定されていますが、候補地はすべて農地と聞いております。農振法によ

る農用地からの除外作業が必要になると思います。農振除外については、平成17年

度のガイドラインの変更では、公共性のある事業に対しては、容易に農振除外がで

きておりましたが、昨年の10月の見直しで厳しくなり、公共性への農振除外は認め

ないというほど厳しくなったと聞いております。 
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 １点目の質問として、山鹿東部工業団地用地周辺の整備計画はどうなっているか、

また計画どおり進められるかお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。福田商工観光部長。 

［商工観光部長 福田憲之君 登壇］ 

○商工観光部長（福田憲之君）   

 丸山議員の一般質問、山鹿東部工業団地の進捗状況についてお答え申し上げます。 

 新たな工業団地の進捗状況につきましては、昨年10月に最終的な候補地を、山鹿

東部工業団地周辺に決定をいたしまして、地権者の方々を対象に説明会を開催して

まいりました。現在は、この候補地が農業振興地域内の農用地であるため、農振地

域からの除外に関しまして、熊本県との協議と農村地域工業等導入促進法に基づく

実施計画書の地区拡大を目標とした計画変更の策定を行っているところでございま

す。今後は、農振除外や農地転用等の各種申請に係る国・県との協議を経まして、

同意を得た後に工業団地整備に向けた具体的な作業を実施することといたしており

ます。 

 なお、農振除外につきましては、これまでは公共性のある事業に対しては、ある

程度、柔軟に対応されていましたが、国の農振除外に関するガイドラインの変更に

よりまして、その見直しが厳格化されています。重ねて昨年から農産物の国内自給

率向上の取り組みが進められ、農地保護に関する方針がさらに強化されるなど、農

振除外については厳しい状況であると聞いております。しかし、工業団地整備によ

る企業の誘致は、税収の確保や雇用需要の増加など、地域経済にもたらす効果は大

きく、本市の発展に欠かせないものと十分認識をいたしております。現在は、当初

計画から、その内容を農振除外の同意が得やすくなるために、また昨今の経済状況

の悪化による企業の設備投資意欲の減退なども勘案して、計画規模を９ヘクタール

に縮小をいたしまして、農振農用地外の農用地も含めた区域に計画を変更して協議

を進めているところでございます。 

 なお、今後においても、農振除外等の同意を得られるように、必要に応じまして、

計画内容を柔軟に変更しながらも、粘り強く協議を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○30番（丸山康昭君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   
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 丸山議員。 

［30番 丸山康昭君 登壇］ 

○30番（丸山康昭君）   

 ただいま説明がございましたように、今回の農振除外の変更は、国の施策であり、

公共施設への農振除外は認めないというほど厳しいものと聞いております。東部工

業団地についても、先ほど９ヘクタールというような話がございましたけれども、

いろいろ話を聞きますところによると、かなりこの面積を全うするのも厳しいので

はなかろうかと、また到底、当初計画の24ヘクタールについての農振除外というの

は、できないと言っていいほど、今回の農振除外の変更は厳しいものがあると思い

ます。その辺のところは、部長も当然わかっての発言だろうというふうに思います。

ただ、18年度から20年度までにかけて、20カ所の地域から選定された中でございま

すので、その地域にこだわって進められるということも大切かというふうに思いま

すけれども、やはり山鹿市全体を考えた場合には、そこだけにこだわるのではなく

て、他のところも検討をしていきたいというふうに思います。 

 そこで、提案をいたします。平成３年、国の工業適地として指定を受けている鹿

央町合里外輪崎地区の整備を検討していだたきたいと思います。この地は、鹿央町

で整備をしようとボーリング調査等も実施しましたが、金もうけを目的に動く団体

等の名前が上がったり、また道路も整備されていかなったので、広域農道等を横断

させて整備をということで、今日に至っております。本年１月７日、鹿央地区のの

りあいタクシーの出発式の後、執行部の方々、見ていただいたようでございますけ

れども、今は道路も出来ており、場所としても大変すばらしいところだというふう

に思っております。それぞれ多くの方々が見られて、大変すばらしい場所だという

ような感想も聞いておりますので、東部工業団地とあわせて整備を進めていただく

ようお願いをしたいと思いますが、見解をお尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。福田商工観光部長。 

［商工観光部長 福田憲之君 登壇］ 

○商工観光部長（福田憲之君）   

 ２回目の質問で、鹿央町合里外輪崎地区についてお答えを申し上げます。 

 議員ご指摘の外輪崎地区につきましては、工場立地法第２条に基づき、熊本県が

旧通産省から工場適地調査の依頼を受けまして、旧鹿央町が適地調査を行い、工場

立地法第３条の規定によりまして、平成３年度に工場立地調査後に記載された旨の

通知を受けた地区でございます。その後、パンフレット等の作成を行い、旧鹿央町

におきまして、企業誘致のためのあっせん用地として誘致活動を行っていらっしゃ
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ったそうでございますが、企業からの問い合わせや訪問企業もなく推移し、現状は

当時のままの山林、畑の状況でございます。 

 なお、平成18年度に実施いたしました工業団地の適地選定業務に際しましては、

当然この外輪崎地区も市内全域の20カ所の候補地の一つとして検討を行いましたが、

上下水道施設などのライフラインの充実、物流や従業員の通勤等を含めた交通の利

便性、地形など、工業団地としての優位性を各候補地と比較検討を行った結果、新

たな工業団地の候補地としては選定がされなかった次第でございます。 

 こうしたことから、市が造成する工業団地としては、現在、東部工業団地周辺地

区へ集中して取り組んでいるところでございます。複数地区での工業団地整備につ

いては、想定をいたしておりません。しかしながら、外輪崎地区の工場適地は現況

のままとし、当地域に合致するような企業の立地要望がございましたら、積極的に

誘致を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○30番（丸山康昭君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員。 

［30番 丸山康昭君 登壇］ 

○30番（丸山康昭君）   

 せっかく東部工業団地の方を計画を進めておられるので、なかなかよその方に目

を向けるということには勇気がいるのかなというふうに思います。先ほど申し上げ

ましたように、東部工業団地におきましての農振除外、恐らく県あたりの話を聞き

ましても、無理だというふうに私は判断しますし、恐らく部長もその辺のところは

自覚をされておられるだろうというふうに思います。ただ、計画として決定をした

から、どうしてもそこを進めるというのじゃなくて、もう少し幅をもって検討をし

ていただきたいと思います。先ほど申しましたように、山鹿市の中心部だけに集中

するんじゃなくて、合併いたしまして、山鹿市全体のことを考えた場合には、やは

り山鹿中心部から離れたところにも、工場誘致あたりの設置は十分に必要ではなか

ろうかというふうに思います。 

 鹿央町の外輪崎につきましては、もともとが桑畑等が山になったところでござい

まして、整備するにも金の方はそんなにかからないのじゃなかろうかというふうに

思っております。山鹿の東部工業団地の方は、約20億円の予算が計画されておりま

すけれども、恐らく鹿央の方は５分の１ないし、それ以下でできるんじゃなかろう
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かというふうに思っております。東部工業団地の方が反当400万円あたりの買収費

を予定されておりますけれども、鹿央町の方は山でございますので、その何分の一

というようなふうに大変安い価格でできるかと思います。 

 また、私も上京をよくいたしまして、東京事務所あたりに寄りますけれども、や

はり工場誘致する場合は一つのメニューを持っておらなくては、企業誘致というの

は来ないと思います。企業が来たいからといって、今のような山の状態を見せても、

恐らくそれは来ないだろうというふうに思います。鹿央町の方でもＩＣ関係の企業

が何社か見に来たことはございますけれども、当時はまだ、道路も出来てなくて、

整備もされていないというような状況でございまして、工場誘致には至りませんで

したけど、やはり工場誘致をするというのであれば、整備をやった上で、そしてい

つでも工場が来れるというような状況をつくって、初めて工場誘致の土地であるだ

ろうというふうに思いますので、もう少し幅広い気持ちを持ってですね、対応をし

ていただきたいというふうに思います。その点、後で市長の方に答弁をお願いをし

たいと思います。この問題につきましては、今後の課題として残しておきたいとい

うふうに思います。 

 それでは、３点目の山鹿市立病院の経営形態について質問をいたします。市立病

院も新たな病棟等の改築が始まりました。市民の方々からは、患者数は減少し、赤

字も19年度は５億円で、本年度も８億円とも言われていますが、病院経営は大丈夫

かとの心配の声が聞かれます。今、どの自治体病院も医師不足等により、赤字を抱

えているのが現況だと思います。 

 そのような中で、市立病院では地域医療の拠点化を目指した取り組みがなされて

おります。経営の健全化、医師確保への努力や、山鹿・植木地区内の病院や診療所

との連携による共同診療など、医師会との強いきずながつくられつつあるように思

われます。昨年10月１日創刊号を発行の山鹿市立病院開放型病院広報誌「つばさ」

も、今３月１日号で６号となり、地域内の病院、診療所へ配付され、登録医からの

意見、提言等も記載され、本郷院長を初め、スタッフの努力が伺われます。しかし、

自治体医療を取り巻く環境の厳しさは想像以上のものがあると思います。マスコミ

等の報道によっても、地方の地域医療が崩壊しかねないようなことが言われていま

すが、今の山鹿市立病院に必要なことは、現在進められている医師会を初め、地域

の病院、診療所と連携することが、医師不足を補うことになり、市民の方々の医療

を確保することにもなるかと思います。 

 そこで、１点目として、市立病院が今取り組まれている地域拠点病院化を目指す

地域医療連携を今後どのように取り組んでいかれるのかお尋ねをいたします。 

 次に、自治体病院の改革プランが総務省より作成ガイドラインとともに、県を通
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じて示されていると思います。自治体の病院は、それぞれの環境や条件によって、

経営の厳しさは異なりますが、共通しているのは、公共性を重視し、経営よりも地

域医療の不採算部門を補い、民間病院や診療所との共存をという観点があるのでは

と思います。それぞれ地域性や医療環境が異なる自治体病院に対し、国の医療費抑

制策を担う総務省、厚生労働省が示す全国一律のガイドラインでつくられる自治体

病院改革プランとは、どのようなものかお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。本郷病院長。 

［病院長 本郷弘昭君 登壇］ 

○病院長（本郷弘昭君）   

 このたびは大変ご迷惑、ご心配をおかけしております。深くお詫び申し上げます。 

 丸山康昭議員の一般質問、１点目、地域医療連携の取り組みについてお答えいた

します。 

 議員ご指摘のとおり、地域医療の確保には、地域医師会との連携は大変重要であ

ると認識しております。地域医療連携は、当院の事業計画５項目の中の一つであり、

鹿本郡市医師会との間で協議会を設置し、平成17年２月から定期的に意見交換をい

たしているところでございます。 

 連携の現状をご報告いたしますと、現在、当院の地域医療連携室が中心となり、

地域医療機関との連携を推進しておりますが、具体的には、かかりつけ医と相互に

情報を提供できるシステムづくり、ＭＲＩやＣＴ等の高度医療機器の共同利用及び

ベッドを開放し、入院患者様をかかりつけ医とともに共同指導を行っております。

さらに、当院に医療研修センターを設置いたしました。このセンターにおきまして、

山鹿・植木の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会の職員の方々とともに、公

開講演会、医療技術等の研修会を行い、地域の医療水準の向上に貢献してまいりた

いと存じております。また、昨年10月より、当院の診療情報を提供するため、病院

広報誌を毎月約180カ所の医療機関や福祉施設等にお届けいたしております。病院

の収支改善には、医師確保とともに、地域医療機関との連携が必要不可欠でござい

ます。現在、昨年度の決算より少しでも収支が改善できるよう、一生懸命取り組ん

でいるところでございます。今後も引き続き、関係機関との連携を緊密化し、可能

な限り地域完結型医療を目指し、市民の皆様へよりよい医療サービスが提供できま

すよう努力してまいりますので、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 ２点目のご質問、公立病院改革プランについてご説明いたします。公立病院改革

プランは、平成19年12月24日、総務省より公立病院改革ガイドラインが示され、こ

のガイドラインに基づき、プランを作成するものでございます。基本的な考え方と
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しましては、改革を通じ、公・民の役割分担を明確にし、地域において必要な医療

提供体制の確保を図るものでございます。したがいまして、公立病院においては、

安定した経営のもとでの良質な医療を継続して提供するとともに、経営の効率化を

図り、持続可能な病院経営を求められるものでございます。このためには、三つの

視点から改革プランを策定するよう指導が来ております。一つ目は経営の効率化、

二つ目は再編・ネットワーク化、三つ目は経営形態の見直しでございます。なお、

このプランは、地域の医療環境、医療資源及び当院の現状と将来を十分に考慮しな

がら現在策定中でございます。県のヒアリング等を経まして、総務省へ提出いたし

ます。策定後も状況に応じ、随時見直しを行ってまいります。何とぞ、ご理解とご

支援のほどをお願い申し上げまして、答弁を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの丸山議員の企業誘致についての考え方ということでございます。先ほ

ど詳細につきましては、部長の方から申し上げたとおりでございます。この企業誘

致につきましては、かねて申し上げておりますように、経済の活性化というのが山

鹿市政の大きな柱でございます。その中での新たな企業の誘致、またその企業の団

地の造成は、非常に大きな課題でございますし、大きな思いを持っておるところで

ございます。これにつきましては、私も就任早々から、早期のそういった誘致とと

もに、今後の団地のあり方等々の検討を指示してきたところでございます。これに

つきましては、先ほど部長が申し上げましたように、山鹿市内全部の可能性のある

20地区を選定しながら、詳細にわたって、また綿密に検討をしてきたところでござ

います。それを８カ所、４カ所、そして最終的に１カ所に絞りながら､今日の山鹿

市の中では、東部工業団地に隣接した地域が一番適地であるというような結果にな

ったところでございます。さらには、今日の社会状況等を勘案しながら、面積等に

ついては若干縮小しながら取り組んでいく。また、農振等も少しでも農振の解除を

受けやすいような形での、そういった方向性も出しながら、今進んでおるところで

ございます。今、そういった農工団地の準備、あるいはまた農振除外についての取

り決めを始めたばかりでございます。そういったところに、いろんな困難性もあろ

うと思いますけれども、やはりこれまでの経過を踏まえて、まっしぐらにそれをや

り遂げていく、それが今のあるべき姿かなという思いがいたしております。ただい

まの丸山議員言われました件につきましても、しっかりと全体の中では頭におきな

がら、かつまたこのこと１点を大きな目標として方向を進めていきたいと、このよ
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うに思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○30番（丸山康昭君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員。 

［30番 丸山康昭君 登壇］ 

○30番（丸山康昭君）   

 市立病院の問題につきまして、２回目の質問をいたします。 

 今の市立病院では、医師の確保が経営の原点であると思っております。国の施策

として、医師不足に取り組みが始まりましたが、まだまだ時間がかかると思います。

限られたお医者さんを生かす取り組みとして、山鹿・植木地区の民間病院や診療所

と積極的に連携を図り、市立病院を開放するぐらいの気持ちで、さらに努力をお願

いいたします。 

 建設計画中に何度か申し上げましたが、民間療養所の患者さんが市立病院で手術

をされる場合は、診療所の先生も手術に立ち会うことができるような病院を目指し

てと言ってきましたので、今後、期待しております。 

 自治体病院の改革プランについてですが、国の施策としてのガイドラインにした

がって作成されるものではないと思います。何よりも経営の原点と同じで、改革プ

ランの達成には医師の確保がキーワードになるのではないかと思います。改革プラ

ンの目指すところは、医師不足に便乗して医療費抑制につながる自治体病院の再編

や統廃合等の思いも見え隠れしているようにも感じております。 

 そのような中、市立病院は市民の医療を確保するために、改築が行われていると

ころです。今の市立病院は、本郷院長の地域医療に対する情熱と、それに共感され

るお医者さんやスタッフでもっていると言っても過言ではないと思っております。

特色ある病院づくりや、地域の医師会との連携なども大事なことですが、経営形態

のあり方も検討すべきではないかと思っております。 

 地方公営企業法は、事業管理者の任命、職員採用、給与額の決定、企業会計によ

る財務処理などの適用を受ける全適が基本ですが、病院事業については、予算、決

算、契約等に関する規定の適用で、その他は地方自治法の規定を適用する一部適用

があります。山鹿市立病院は後者の一部適用です。 

 全適と一部適用には、二つの大きな違いがあると思います。全適では、経営に必

要な人、金、物に関するすべてを事業管理者に与えることです。職員の給与の決定
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は、一部適用では人事院の勧告に基づき条例で決定されるが、全適では経営状況に

合わせて事業管理者と労働組合との話し合いで決定されます。このようなことから、

最近では自治体病院でも多くが全適に向かっているようですが、市立病院の管理者

である市長の今後の考えについてお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの丸山康昭議員の２回目のご質問、市立病院における今後の経営形態の

あり方についてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご承知のとおり、地方の公立病院は医師不足により、大変厳しい状況にあり

ます。医師確保につきましては、私も本郷病院長とともに、鋭意努力いたしており

ます。また、病院職員に対しましても、日々の業務の中で意識改革、企業的改革の

徹底を指示いたしておるところでございます。市の財政運営全体の観点からも、一

層の健全経営が求められ、地域医療の確保、公的病院の役割を果たすには、抜本的

な改革が必要でございます。 

 今後の経営形態につきましては、国のガイドラインに基づき、公立病院改革プラ

ンを策定する中で、特に経営形態のあり方について検討を指示し、既に検討をいた

しておるところでございます。なお、私といたしましては、県下の自治体病院の動

向を見ますと、当院の経営改革のためには、まずは全適、いわゆる地方公営企業法

の全部適用に向けて、早急な見直しが必要であると考えております。何とぞ、ご理

解を賜りますようお願い申し上げまして、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 丸山議員、了解ですか。 

○30番（丸山康昭君）   

 終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で丸山議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後３時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後３時12分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次の通告順により、森川昭彦議員の発言を許します。森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

 議席番号18番、森川昭彦です。 

 ２点について質問をいたしますが、２回に分けて質問をいたします。 

 まず１点目は、山鹿市における合併後４年間の検証、そして今後４年間の実践行

動についてお尋ねをいたします。 

 本来ですと、市政を大局的な見知からの検証、また実践行動についてのお尋ねで

ございますから、市長答弁を求めるべきでございますが、今議会を最後に、退官を

されます池田総務部長、もう総務部長として、そして議員として、この議場で相対

することは今日が最後であるというふうに思いますので、池田部長、30数年間の職

員として、そして執行部の中核として、それぞれに企画、立案、そして事業執行し

てこられた経験から、山鹿市に対して、また私どもに対しての伝言を残すというこ

とも含めまして、ぜひとも答弁をお願いいたします。 

 １市４町が合併をいたしまして、新しい山鹿市が誕生して５年目を迎えました。

そもそもこの合併は、戦後初めて、日本の人口が減少に転じる中、急速な少子高齢

化、そして本格的な地方分権到来に対応ができるような行政体制整備の必要性や、

厳しい財政状況と社会経済情勢の急激な変化に適切に対応するために、新しい自治

体のかたちを求めたその結果であるというふうに思います。 

 そこで、今一度、執行部も私たち議会も、合併後の山鹿市の各分野ごとでのそれ

ぞれの総括を行わなければなりません。議会におきましては、今議会中に、議長発

議での議員定数等に関する特別委員会が設置の予定であります。市民の期待に十分

こたえられるような論議がされるものというふうに思っております。また、議会基

本条例の制定も視野に入れて、議会の役割、議員の職責をより明確にしていかなけ

ればなりません。 

 そこで、次のことについてお尋ねをいたします。合併から今日までの４年間を振

り返ってみて、その実績を検証された上で、財政面も含めたところでの評価はいか

がなものか。また、先の２月臨時議会冒頭、市長のご挨拶にもありましたが、本市

には多くの政策課題がございます。これらの課題に対して、今後どのように、この

政策課題にかかわる重要政策を決定し、そしてどのように取り組んでいかれるのか。

以上２点について、まずはご質問をいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 
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○総務部長（池田永実君）   

 森川議員の１回目のご質問にお答えいたします。 

 ご質問の１点目、合併から４年間の検証と、財政面を含めた評価についてでござ

いますが、合併から４年間の行財政運営の基本的な考え方としましては、まず政策

につきましては旧市町から引継がれた継続事業を優先的に実施しております。あわ

せて合併協議での調整事項など、新市が抱える現状課題の整理、解決に努めてきた

ところでございます。 

 また、これと並行しまして、新市全域の一体的な発展を目指すための第一次山鹿

市総合計画と、それに沿った各行政分野ごとの基本計画、マスタープランを策定し

たところでございます。結果、本市がこれから進むべき道筋、方向性が見出せたも

のと判断をいたしております。 

 一方、財政面に関しましても、これまでの財政健全化に向けた取り組みの成果と、

合併効果が相まって、改善基調にあるものと判断をいたしております。しかしなが

ら、一部の財政指標につきましては、適正基準を上回っており、十分なものとは言

えない状況でございます。具体的には、市税など自主財源の割合が低く、地方交付

税などの依存財源の割合が高い状況にあります。結果、依然として財政基盤は脆弱

でございます。また、合併から４年が経過する中にありまして、社会情勢の変化と

ともに、新たな課題も出てきております。 

 そこで、ご質問の２点目、重要政策の決定と実践行動についてご説明を申し上げ

ます。本市がこれから取り組まなければならない重要政策につきましては、本年

３月をめどに策定を予定しております中期財政ビジョンの中で、それら重要政策の

位置づけとランクづけを行うこととしております。そして、それは合併に伴う国の

財政支援、合併特例債の発行期間が終了する平成26年度を一つの目標年度とし、事

業の必要性、緊急性、そして投資効果など、あらゆる角度から検討を重ねまして、

政策の優先順位を決定するものであります。 

 また、一方では、連結決算を初め、新しい財政健全化法に則した財政運営に努め

る必要がございます。そして、その実践に当たりましては、財源の確保、トータル

コスト、費用対効果の確認など、条件の整理を行いながら、全庁的な取り組みとし

て完結させるものでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 森川議員。了解ですか。 

○18番（森川昭彦君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   
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 森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

 ２回目の質問をいたします。 

 時代に適応した新しい地方行政のかたち、これからの山鹿市の目指す行政のかた

ちということでお尋ねをいたします。 

 これからの行政は、住民本位であるということは言うまでもありませんが、今日、

私たち社会を取り巻く環境は、私たちが過去経験をしたことがないような時代を迎

えようといたしております。経済が疲弊し、国も地方も膨大な債務を抱えた中であ

りながらも、地方自治体は住民の負託にはこたえていかなければなりません。市民

と行政が、ともに知恵を出し、そして汗をかいて、みずからの相違と工夫で、地域

の特性に応じた地域づくりを目指すべきであるというふうに考えます。従前の行政

手法や考え方では、この難局を乗り切ることは困難であります。国も地方も思い切

った体質改善を図るべきでございます。 

 そこで、次のことについてお尋ねをいたします。重要政策につきましては、先ほ

ど答弁をいただきましたが、これからの山鹿市の重要政策を確実に執行していくた

るには、何をなし、また何が必要なのか。２点目、重要政策を実行していく上で、

職員の執行能力、企画力、実行力、責任感は、この要件を満たしているのか。それ

から、これからの山鹿市の新しいかたち、どのようなかたちなのかもお伺いをいた

します。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 森川議員の２回目のご質問にお答えをいたします。 

 ご質問の１点目、重要施策を確実に執行していく上で必要な要件、についてであ

りますが、先ほど申し上げました中期財政ビジョンに位置づけられた重要政策を確

実に執行していく上で最も重要ことは、行政全般にわたる体質改善、それは旧態依

然とした発想の仕方、仕事の進め方を改めること、そして質的転換、より創造的に、

よりスピーディーに、より低コストで業務を完結させるための政策能力や行政能力

を高めることが最も重要であると思っております。特に、目前に迫っております本

市の重要政策など、主要プロジェクトの実施に当たりましては、それを実施してい

きます職員の企画立案能力や、執行能力が求められると思います。専門的な職種を

含む政策集団をもって、全庁的に、そして横断的に施策を展開することが必要であ
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ると考えております。 

 続きまして、ご質問の２点目、その政策集団を形成する個々の職員の執行能力に

ついてでありますが、職員の個々の潜在能力は、それぞれ優れたものを持ち合わせ

ていると思います。しかしながら、現段階ではそれが必ずしも生かしきれていない

のではないかと思っております。その原因としましては、制度的なもの、あるいは

問題意識の欠如など、さまざまなことが考えられます。しかしながら、重要政策の

実施は待ったなしの状況でありますので、お互いの力、能力を結集して、政策の実

現に取り組む必要があります。そのことが結果的に職員の政策能力や行政能力を高

めることに結びつくものと考えております。 

 また、近年、職員の意識改革が盛んに叫ばれておりますが、これからの自治体職

員には、地方分権の進展とともに、使命感、責任感、倫理観は言うまでもなく、よ

り高度化する行政事務に的確に対応できる職員集団でなければならないと思います

し、一番重要なことは市民の皆様から信頼される行政であるということだと思いま

す。 

 次に、これからの山鹿市の目指す新しい行政のかたちについて申し上げます。地

方自治体には、地方分権の大きなうねりが押し寄せてくる中、合併や行政改革など

を経て、新しい自治のかたちを見出していくことが今求められております。その目

指すところは、いわゆる地方分権の本旨でありますみずからの責任と判断による個

性豊かな地域社会を実現することであります。山鹿市も１市４町の合併を経て培っ

てきた、あるいは引継いだ、地域の力を結集して、分権時代に即した新しい自治体

としてのかたち、山鹿市のかたちを追求していく必要があると思っております。 

 以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

 ただいまの答弁で、合併後４年間の総括、そしてこれからの山鹿市の目指す方向

性、対応する行政のかたちというものが見えてまいりました。今いただいた答弁で、

全くそのとおりだと思うことがございます。意識改革の必要性を100回唱えるより

も、日々の執務の中で幹部職員による指導を行い、職場の環境改善を図ることが最



- 156 -  

も有効な手段である。これからの自治体職員には、地方分権の進展とともに、使命

感、責任感、倫理観は言うまでもなく、より高度化する行政事務に的確に対応でき

る職員集団でなければならないというようなご答弁でございます。この議場におら

れる皆さん方、それぞれに指導的な立場におられる幹部職員の方でございます。こ

の答弁を心して事に当たっていただきたい、このように切望をいたします。そして、

行政に質的な転換、執行部職員にその執行能力の醸成、今後の努力を求めるもので

ございますから、私たち議会も議員も、冒頭申し上げましたように、このことに向

けての議会の役割、議員の職責をよりしっかりと認識をし、研さんもしていかなけ

ればならないというふうに思います。そして、本当に執行部と議会が車の両輪と言

われますような関係を築いて、新しい山鹿をつくっていかなければならない、その

ように強く感じております。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で森川議員の一般質問は終了いたしました。 

 これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

 これにて、質疑・一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第37号、公平委員会委員の選任については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 ょって、議案第37号は、委員会付託を省略することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託 

○議長（横手啓介君）   

 日程第２ 委員会付託を行います。 

 ただいま議題となっております議案第37号を除く全案件を、お手元に配付いたし

ております付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会   

○議長（横手啓介君）   

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

午後３時31分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成21年（第２回）山鹿市議会３月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第４号）   

 

平成21年３月19日（木曜日）午前10時開議 

第１ 議案第６号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

   議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号） 

   議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例 

   議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 

   議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算 

   議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算 

   議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算 

   議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算 

   議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算 

   議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算 

   議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算 

   議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算 

   議案第29号 平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算 

   議案第30号 平成21年度城北財産区特別会計暫定予算 

   議案第31号 平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算 

   議案第32号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算 

   議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算 
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   議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算 

   議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算 

   議案第36号 土地改良事業計画の概要について 

   議案第37号 公平委員会委員の選任について 

   陳情第１号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書に

関する陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

第３ 特別委員会の設置について(議員定数等に関する特別委員会) 

第４ 所管事務調査の委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

第１ 議案第６号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

   議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号） 

   議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例 

   議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 

   議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

   議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算 

   議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算 

   議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算 

   議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算 
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   議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算 

   議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算 

   議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算 

   議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算 

   議案第29号 平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算 

   議案第30号 平成21年度城北財産区特別会計暫定予算 

   議案第31号 平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算 

   議案第32号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算 

   議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算 

   議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算 

   議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算 

   議案第36号 土地改良事業計画の概要について 

   議案第37号 公平委員会委員の選任について 

   陳情第１号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書に

関する陳情書 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

第３ 特別委員会の設置について(議員定数等に関する特別委員会) 

第４ 所管事務調査の委員会付託 

 

日程追加 

第５ 議案第38号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第７号） 

議案第39号 山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」条例の一部を改正する条例 

議案第40号 副市長の選任について 

議案第41号 監査委員の選任について 

意見書案第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意

見書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   
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４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     杉 燒 義 文 君   

教   育   長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     池 田 永 実 君   
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市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     福 田 憲 之 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     藏 原 榮 一 君   

病 院 事 務 部 長     星 子 四 郎 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君   

市民福祉部次長     栃 原 昭 一 君   

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

商工観光部次長     永 田 義 文 君   

水 道 局 長     宮 本 榮次郎 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

職 員 課 長     有 働   博 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

建 設 課 長     緒 方 淳 一 君   

病 院 管 理 課 長     田 上 信 博 君   

農業委員会事務局長     立 山 清 敏 君   

鹿北総合支所市民福祉課長     北 原 篤 彦 君   

鹿北総合支所市民福祉課審議員     中 川 和 夫 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     宮 本 誠 之 君   

局長補佐兼議会総務係長     堤   真 澄 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 議案第６号～議案第37号 

      陳情第１号 

○議長（横手啓介君）   

 日程第１、各常任委員会に付託してありました議案、陳情及び議案第37号の全案

件を議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

  議案第６号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号） 

  議案第７号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  議案第８号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第９号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

  議案第10号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第11号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第12号 平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号） 

  議案第13号 平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案第14号 山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  議案第15号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

  議案第16号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第17号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  議案第18号 山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 

  議案第19号 山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第20号 山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

  議案第21号 平成21年度山鹿市一般会計暫定予算 

  議案第22号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算 

  議案第23号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算 

  議案第24号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算 

  議案第25号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算 

  議案第26号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算 

  議案第27号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算 

  議案第28号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算 
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  議案第29号 平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算 

  議案第30号 平成21年度城北財産区特別会計暫定予算 

  議案第31号 平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算 

  議案第32号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算 

  議案第33号 平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算 

  議案第34号 平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算 

  議案第35号 平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算 

  議案第36号 土地改良事業計画の概要について 

  議案第37号 公平委員会委員の選任について 

  陳情第１号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書に関

する陳情書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 各常任委員長の報告を求めます。池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君）   

 おはようございます。 

 本定例会におきまして、経済観光常任委員会に付託されました案件は、議案７件、

陳情１件であります。 

 去る、３月11日午後10時より、議員控室におきまして、委員全員出席、執行部よ

り関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。その結果についてご報告い

たします。 

 開会後、議案審査に先立ちまして現地調査を行いました。 

 東部工業団地、財産区、南島排水機場、ＪＡファーマーズマーケット及び地域情

報発信施設予定地を視察、担当職員より概要の説明を受けました。それから、鹿央

物産館にて昼食をとり、その後にプラザファイブの現地で研修を行いました。そし

て、説明を受け、建替え組合、管理組合、協同組合の役員の方々から、テナント

リーシングの状況等について説明を受けました。 

 午後２時30分より委員会を再開し、改選後初めての委員会でありましたので、自

己紹介をそれぞれ行った後、慎重に審議・審査に入りました。 

 以下、結果についてご報告いたします。 

 議案第６号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第21号、平成21年度山鹿市一般会計暫定予算（中所管）、原案のとおり可決
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すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第29号から議案第32号、財産区の暫定予算につきましては、一

括審査を行い、それぞれ審議をいたしました。 

 議案第29号、平成21年度六郷財産区特別会計暫定予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第30号、平成21年度城北財産区特別会計暫定予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第31号、平成21年度稲田財産区特別会計暫定予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第32号、平成21年度稲田六郷財産区特別会計暫定予算、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 議案第36号、土地改良事業計画の概要について、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 陳情第１号、「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書に

関する陳情書、これにつきまして、今こういった世情であり、速やかに採択すべき

ものという意見が出、原案のとおり採択すべきものと決しました。 

 以上、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 平井建設環境常任委員長 

［建設環境常任委員長 平井邦廣君 登壇］ 

○建設環境常任委員長（平井邦廣君）   

 建設環境常任委員会の報告を行います。 

 本定例会におきまして、当委員会に付託された案件は議案10件であります。 

 去る３月12日午前10時から、議員控室におきまして、委員全員出席、執行部より

関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。その結果についてご報告いた

します。 

 まず、議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。 

 調査箇所は、本年１月15日から一部供用開始した菊鹿東部地区浄水センターのほ

か、市道改良拡幅工事が進められている吹上稲田線、十三部御宇田線と都市計画道

路西中町泉町線の整備状況を調査いたしました。 

 午後１時30分から委員会を再開、改選後の委員会となりますので、各委員及び執

行部職員の自己紹介を行った後、慎重に議案審査を行いました。 

 議案第６号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）中所管、原案のとお
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り可決すべきものと決しました。 

 議案第９号、平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第11号、平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第13号、平成20年度山鹿市下水道事業会計補正予算（第１号）、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第20号、山鹿市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 議案第21号、平成21年度山鹿市一般会計暫定予算（中所管）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第25号、平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計暫定予算、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第28号、平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計暫定予算、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 議案第33号、平成21年度山鹿市水道事業会計暫定予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第35号、平成21年度山鹿市下水道事業会計暫定予算、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 なお、審査終了後、都市計画課から都市計画道路西中町泉町線道路整備工事にお

ける水道管破損の経過報告と国土交通省による山鹿市の歴史的風致維持向上計画の

認定についての報告のほか、環境課から井戸水に係る水質検査の結果の報告があり

ました。 

 以上、建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 永田福祉厚生常任委員長。 

［福祉厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（永田紘二君）   

 福祉厚生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

 本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は議案15件であります。 

 当委員会は、３月13日午前10時より、３階会議室におきまして、委員全員出席の

もと、執行部より関係職員の出席を求め委員会を開催し、付託案件について慎重に

審査を行いました。 
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 議案審査に先立ちまして、委員並びに執行部の自己紹介を行いました。 

 議案第６号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第７号、平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第８号、平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第10号、平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第12号、平成20年度山鹿市病院事業会計補正予算（第３号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 議案第17号、山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第18号、山鹿市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 議案第19号、山鹿市介護保険条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 議案第21号、平成21年度山鹿市一般会計暫定予算（中所管）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第22号、平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計暫定予算、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第23号、平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計暫定予算、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 議案第24号、平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計暫定予算、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 議案第26号、平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計暫定予算、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 議案第27号、平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計暫定予算、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第34号、平成21年度山鹿市病院事業会計暫定予算、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 なお、福祉関係及び市立病院について、閉会中の所管事務調査をすることに決定

いたしました。 
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 以上、福祉厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 川野総務文教常任委員長。 

［総務文教常任委員長 川野 功君 登壇］ 

○総務文教常任委員長（川野 功君）   

 おはようございます。 

 総務文教常任委員会の審査の結果について報告いたします。 

 本定例会におきまして、総務文教常任委員会に付託されました案件は、議案５件

であります。 

 ３月17日午前10時から、本庁３階会議室におきまして、委員全員出席、執行部よ

り関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。改選後初めての委員会開催

でございますので、議案審査に入ります前に各委員及び執行部職員の自己紹介を求

めました。 

 審査終了後、鹿北総合支所の現状等を把握するため、現地を訪問し、担当課長か

ら平成21年度に事業計画が予定されている鹿北市民センター整備事業について説明

を受けました。 

 説明の中で、工事の最中は仮庁舎としてプレハブを建てる計画で、そのとき駐車

場の真ん中にある大きなクスノキが邪魔になるので、伐採する予定だとのことでし

た。この件に関して、多くの委員から、木々をもっと大切にしなければならないと

か、ＣＯ２削減や地球温暖化対策に逆行している等々の多くの反対意見が出ました。 

 工事計画として、プレハブの形状及び場所をもっと検討していただき、伐採しな

いで済むようにとの申し出を委員会の意見として伝えました。 

 午後４時半に帰庁し、委員会を閉会いたしました。 

 それでは、審査の結果についてご報告いたします。 

 議案第６号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第６号）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第14号、山鹿市個人情報保護条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第15号、山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条

例、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第16号、山鹿市職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第21号、平成21年度山鹿市一般会計暫定予算、原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 以上、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第６号から議案第13号までの８案件を一括採決いたします。 

 議案第６号から議案第13号までの８案件に対する委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、８案件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第14号から議案第20号までの７案件を一括採決いたします。 

 議案第14号から議案第20号までの７案件に対する委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、７案件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21号から議案第35号までの15案件を一括採決いたします。 

 議案第21号から議案第35号までの15案件に対する委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 
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 よって、15案件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第36号に対する委員長報告は可決であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第37号、公平委員会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、陳情第１号に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、陳情第１号は採択することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

○議長（横手啓介君）   

 日程第２、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しました。 

 選挙管理委員会委員、西川博君、田中憲一君、古川俊一郎君、山品久則君。 

 選挙管理委員会補充員、順位１番、吉良節哉君、順位２番、長瀬洋子さん、順位

３番、井上中君、順位４番、友田雄三君。以上を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました諸君を、選挙管理委員会委員及び同補充

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました諸君が、選挙管理委員会委員及び同補充員に

それぞれ当選されました。 

 ただいまの当選人には、会議規則第32条第２項の規定により、文書によって告知

をいたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 特別委員会の設置について(議員定数等に関する特別委員会) 

○議長（横手啓介君）   

 日程第３、特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議員定数に関する調査の件について、16人の委員をもって構成する議員定数等に

関する特別委員会を設置し、これに付託し、調査することにいたしたいと思います。 

 なお、この特別委員会は、調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことと

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議員定数に関する調査の件については、16人の委員をもって構成する議

員定数等に関する特別委員会を設置し、これに付託し、調査の期間を、本調査が終

了するまで、閉会中もなお調査を行うことに決しました。 

 お諮りいたします。 
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 ただいま設置されました議員定数等に関する特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、丸山康昭議員、寺崎勇児議員、太田黒鐵郎

議員、川野功議員、永田紘二議員、池田誠一議員、平井邦廣議員、立山隆議員、立

山秀木議員、藤原豊議員、北原昭三議員、冨丸洋一郎議員、福本義文議員、藤本芳

雄議員、稲葉昇議員、永田健議員、以上16名を指名いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました16人の諸君を、議員定数等に関する特別委員

会委員に選任することに決しました。 

 この際、委員会条例第10条の規定により、議長招集による特別委員会を招集いた

します。 

 休憩中、直ちに特別委員会は、委員会条例第10条の規定により、委員長、副委員

長の互選を行ってください。 

 場所は、議員控室といたします。 

 特別委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

午前10時24分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前10時29分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議員定数等に関する特別委員会において、正副委員長の互選が行われま

したので、ご報告いたします。 

 委員長、丸山康昭議員、副委員長、川野功議員。 

 以上のとおりであります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第４ 所管事務調査の委員会付託 

○議長（横手啓介君）   

 日程第４、所管事務調査の委員会付託についてを議題といたします。 

 地方自治法第109条第９項及び会議規則第98条第１項及び地方自治法第109条の

２第５項及び会議規則第98条第２項の規定により、常任委員会並びに議会運営委員

会の所管事務審査資料収集並びに調査を平成21年度中にいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の審査資料収集並びに調査を付託することに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

追加日程第５ 議案第38号 平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第７号） 

議案第39号 山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」条例の一部を改正

する条例 

議案第40号 副市長の選任について 

議案第41号 監査委員の選任について 

意見書案第１号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定

を求める意見書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 ただいま議案４件、意見書案１件が提出されました。 

 職員に配付いたさせます。 

［職員配付］ 

○議長（横手啓介君）   

 お諮りいたします。 

 この際、議案４件、意見書案１件を日程に追加し、議題とすることにご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案４件、意見書案１件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 日程第５、直ちに一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。池田総務部長。 

［総務部長 池田永実君 登壇］ 

○総務部長（池田永実君）   

 議案第38号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第７号）についてご説明申し

上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、総額に874万8000円を追加し、予算総額を295億
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3376万3000円とするものであります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 （款）総務費、（目）人事管理費の補正額874万8000円は、特別職副市長の退職

に伴う退職手当であります。 

 なお、９ページに補正予算に関する説明書としまして、給与費明細書を掲載いた

しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようお願い申上げ、説明を終わり

ます。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 おはようございます。 

 議案第39号、山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申上げます。 

 「ゆ～かむ」につきましては、掘削時の平成９年３月時点におきまして、温泉の

要件となっている成分または温度のうち、成分については温泉の要件を満たしては

いなかったものの、温度につきましては基準となっている25℃以上の27.4℃でござ

いましたので、温泉としての利用許可をいただいておりました。 

 しかし、今回の温泉法の改正により、成分、温度について、再調査を実施いたし

ましたところ、温泉としての成分は検出されず、また温度も21.7℃でございました。 

 このため、温泉再生の方法を検討しましたが、今後も温泉の要件とされている成

分、温度が期待できない状況でございますし、温泉としての表示及び利用は困難と

判断いたしましたので、今後は一般公衆浴場として運営するため、条例の一部改正

を行うものでございます。 

 まず、施設名称の山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」条例を、山鹿市幸の国健

康館「ゆ～かむ」条例に改め、第１条中「温泉を活用し、」を削除するものでござ

います。 

 また、第２条及び第３条中「山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」」を「山鹿市

幸の国健康館「ゆ～かむ」」に改め、別表第２中「温泉」を「浴室」に改めるもの

でございます。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくご審議いただきますようお願い申上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   
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 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 議案第40号、副市長の選任についてご説明申し上げます。 

 次の者を山鹿市副市長に選任したいので、地方自治法第162条の規定に基づきま

して、議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、山鹿市上吉田1341番地、氏名、池田永実、昭和23年11月15日生まれでござ

います。 

 提案理由としまして、副市長の退職に伴い、選任するものでございます。 

 よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 杉燒副市長。 

［副市長 杉燒義文君 登壇］ 

○副市長（杉燒義文君）   

 議案第41号、監査委員の選任についてご説明を申し上げます。 

 次の者を山鹿市監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第196条第１項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、山鹿市鹿央町合里3143番地、氏名、角田英勝、昭和17年５月10日生まれで

ございます。 

 提案理由といたしまして、監査委員の欠員に伴い、選任するものでございます。 

 次ページに略歴を記載いたしております。 

 よろしくご同意賜りますようお願いを申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 意見書案１件について、職員に朗読いたさせます。 

［職員朗読］ 

意見書案第１号

 平成21年３月19日提出

 

「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書 

 

 地方自治法第99条の規定による意見書を会議規則第14条第１項の規定により提

出する。 

 

             提出者 

 山鹿市議会議員 池田 誠一
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             賛成者 

 山鹿市議会議員 川野  功

 山鹿市議会議員 永田 紘二

 山鹿市議会議員 平井 邦廣

山鹿市議会議長 横手 啓介 様 

 

 日本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々

を増大させ、社会問題となってきました。また、2000年頃からの急速な構造改革

により、経済や雇用、産業や地方などさまざまな分野に格差を生じさせました。

 働く機会が得られないことで、ワーキングプア・ネットカフェ難民・偽装請負

など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障害を抱える人々や

社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、

日本全体を覆う共通した地域課題です。 

 一方、ＮＰＯや協同組合、ボランティア団体などさまざまな非営利団体は、地

域の課題を地域住民自ら解決することをめざし事業展開しています。このひとつ

である協同労働の協同組合は、働くことを通じて、人と人のつながりを取り戻

し、コミュニティの再生をめざす活動を続けており、上記の社会問題解決の手段

の一つとして、大変注目を集めております。 

 しかし、現在この協同労働の協同組合には、法的根拠がないため、社会的理解

が不十分であり、団体として入札・契約ができないことや、社会保障の負担が働

く個人にかかるなどの問題があります。 

 既に欧米では、労働者協同組合（ワーカーズコープ・ワーカーズコレクティ

ブ）についての法制度が整備されています。日本でも協同労働の協同組合の法制

度を求める取り組みが広がり、１万に及ぶ団体がこの法制度化に賛同し、また、

国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど、法制化の検討が始まりました。 

 雇用・労働の問題と地域活性化の問題は不離一体です。だれもが希望と誇りを

持って働く、仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる、人

とのつながりや社会とのつながりを感じる、こうした働き方をめざす協同労働の

協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働く

こと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社

会に参加する道を開くものです。 

 よって、国におかれても、社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度とし

て、協同労働の協同組合法を速やかに制定されるよう強く要望する。 



- 180 -  

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

平成21年３月19日 

熊本県山鹿市議会

 

 衆 議 院 議 長  河 野 洋 平 様 

 参 議 院 議 長  江 田 五 月 様 

 内閣総理大臣  麻 生 太 郎 様 

 総 務 大 臣  鳩 山 邦 夫 様 

 厚生労働大臣  舛 添 要 一 様 

 経済産業大臣  二 階 俊 博 様 

 

○議長（横手啓介君）   

 意見書案第１号について、提案理由の説明があれば発言を求めます。 

 提出者、池田誠一議員、ありませんか。 

○15番（池田誠一君）   

 ありません。 

○議長（横手啓介君）   

 この際、議案審査のため、暫時休憩いたします。 

午前10時45分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時20分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより、ただいま議題となっております全案件について、質疑を行います。 

 発言の通告があっておりますので、発言を許します。藤本芳雄議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 

○３番（藤本芳雄君）   

 ３番議員の藤本芳雄です。 

 議案第39号について質疑を行います。 

 条例の改正ということで、当然、温泉でないならば改正をしなければならないと

思いますけれども、中身について少しお尋ねをいたします。 

 まだ、20年度の締めがないと思いますので、例えば19年度、１年間の「ゆ～か
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む」の利用者数及び売上金額はいかがですか。 

 また、先ほどの説明では、今、21.7℃というような報告がありましたけれども、

私は毎日、平山温泉の天然温泉に入っておりますので、熱いような感じですけれど

も、この今の温度を浴槽においては何度に設定しているのか。そのためには、まず

燃料がたくさん要ると思いますけれども、燃料の種類とその代金はどうなっている

か。今後、また温度が下がったということですので、燃料代等はどのくらい予定を

しているのか。話に聞きますと、この施設は指定管理者に管理をお願いしとるとい

うことでございますけれども、その業者並びに、温泉ということで契約にもなった

かと思いますけれども、この温泉の文字が消えたならば、利用者もそうですけれど

も、今後、指定管理者等についてのいろんなお話はどうなっているかということに

ついてお尋ねをいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 これより、執行部の答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 藤本議員の質疑にお答えいたします。 

 １点目の直近の１年間の利用者数ですが、19年度の決算で申し上げますと、利用

者数は８万6384人。それから、２点目の売上についてでございますが、2868万3000

円。３点目の浴室の温度でございますけれども、浴槽内の温度は40℃から41℃に設

定をいたしております。４点目の燃料の種類につきましては、Ａ重油と竹チップを

使用しておりまして、19年度は2237万6000円でございます。 

 今後の燃料代につきましては、昨年若干上がりましたけれども、だいたい年間

2300万円程度を見込んでおります。 

 それから、指定管理者につきましては、福岡市の安田建物管理株式会社でござい

ます。４月１日からの委託についても了解を得ているところでございますので、こ

のまま継続して続けたいというふうに思っております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員。 

［３番 藤本芳雄君 登壇］ 
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○３番（藤本芳雄君）   

 ２回目の質疑を行います。 

 今、指定管理者の話で、福岡の業者ということでありましたけれども、今後の今

年の契約は引き続いてされるということですけれども、当然、燃料代も加算という

ことになれば、その委託料というのはどんなふうになりますか。19年、20年の委託

料、これは関係ありませんか。それについてお尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 指定管理者につきましては、先ほど、安田建物管理株式会社でしておりますけれ

ども、委託料は燃料代も含めたところで委託管理料を組んでおります。 

 21年４月１日からの指定管理者の委託料の中に燃料代も含めてしておりますので、

大体年間5700万円程度だったと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 藤本議員、了解ですか。 

○３番（藤本芳雄君）   

 終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 これをもちまして、藤本議員の質疑は終了いたしました。 

 これをもちまして、通告による質疑は全部終了いたしました。 

 これにて、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております全案件については、会議規則第37条第３項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 
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 これより、採決を行います。 

 議案第38号、平成20年度山鹿市一般会計補正予算（第７号）について、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第39号、山鹿市幸の国健康温泉館「ゆ～かむ」条例の一部を改正する

条例について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第40号、副市長の選任について同意を求める件は、これに同意するこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議案第41号、監査委員の選任について同意を求める件は、これに同意する

ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、意見書案第１号について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 閉 会   

○議長（横手啓介君）   
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 これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、平成21年（第２回）山鹿市議会３月定例会を閉会いたします。 

午前11時29分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

       山鹿市議会議長  横 手 啓 介 

 

 

 

       山鹿市議会議員  福 本 義 文 

 

 

 

       山鹿市議会議員  藤 本 芳 雄 

 


